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文
明
・
文
化
言
説
と
国
民
帝
国
・
中
華
帝
国
・
日
本
帝
国

―
台
湾
・
朝
鮮
の
植
民
政
策
研
究
の
理
論
的
前
進
の
た
め
に
（
１

）

―
山
内　

文
登

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
文
明
・
文
化
概
念
を
帝
国
・
植
民
地
論
の
中
軸
に
据
え
直
し
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
規
定
す
る
主
要
な
言
説
編
制
を
歴
史

的
に
考
察
し
た
上
で
、
台
湾
・
朝
鮮
の
事
例
を
中
心
に
帝
国
日
本
に
関
わ
る
植
民
政
策
研
究
の
論
点
整
理
と
理
論
的
前
進
に
資
そ
う
と
す

る
試
み
で
あ
る
。

　

文
明
・
文
化
と
い
う
双
子
概
念
の
登
場
お
よ
び
植
民
政
策
論
と
の
連
動
は
、
一
九
世
紀
以
降
の
西
洋
諸
帝
国
を
特
徴
づ
け
る
世
界
的
な

動
向
で
あ
る
。
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
の
構
成
原
理
を
な
す
平
等
・
普
遍
と
差
異
・
自
律
の
二
系
列
の
理
念
を
表
象
し
た
両
概
念
は
、
帝
国

支
配
の
現
実
を
正
当
化
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
批
判
す
る
原
理
的
論
拠
と
し
て
、
帝
国
に
と
っ
て
両
義

的
に
機
能
し
た
。
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植
民
政
策
に
お
け
る
文
明
・
文
化
概
念
の
活
用
は
、
帝
国
日
本
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、「
文
明
」「
文
化
」
は

も
と
よ
り
、「
帝
国
」
に
関
連
す
る
諸
概
念
も
ま
た
、
日
本
を
含
む
近
代
東
ア
ジ
ア
に
新
た
に
導
入
さ
れ
た
語
彙
で
あ
っ
た
点
に
留
意
が

必
要
と
な
る
。
そ
れ
ら
が
互
い
に
連
関
し
合
っ
た
翻
訳
と
受
容
の
歴
史
は
、「
文
徳
」
や
「
天
下
」「
中
華
」
な
ど
の
観
念
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
た
漢
字
圏
の
国
家
観
や
世
界
観
に
対
し
て
甚
大
な
改
変
を
迫
る
と
同
時
に
、
新
た
な
翻
訳
語
の
意
味
合
い
が
逆
に
そ
う
し
た
既

存
の
漢
文
脈
的
な
言
説
編
制
の
秩
序
に
お
い
て
受
容
さ
れ
変
容
を
被
る
と
い
う
、
非
対
称
な
が
ら
双
方
向
の
プ
ロ
セ
ス
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
東
ア
ジ
ア
」
や
「
帝
国
日
本
」
の
誕
生
と
、「
文
明
」「
文
化
」
概
念
の
生
成
の
両
者
が
交
錯
す
る
重
層
的
な
歴
史
事
象
と
し
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
一
方
に
「
文
明
」「
文
化
」、
他
方
に
「
帝
国
」
を
置
い
て
、
そ
れ
ら
を
所
与

の
分
析
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
互
い
に
相
関
す
る
被
分
析
概
念
と
し
て
考
察
の
俎
上
に
載
せ
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
文
明
」

「
文
化
」
の
訳
語
が
、「
皇
国
」
の
伝
統
と
「
帝
国
」
の
新
語
と
の
交
差
に
よ
っ
て
胎
動
す
る
「
帝
国
日
本
」
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
と
同

時
に
、
そ
の
意
味
合
い
も
ま
た
「
帝
国
日
本
」
を
特
徴
づ
け
る
「
同
文
」
や
「
同
化
」
と
い
っ
た
観
念
に
媒
介
さ
れ
つ
つ
水
路
付
け
ら
れ

る
複
合
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
考
慮
し
、
両
者
併
せ
て
植
民
政
策
に
お
け
る
支
配
言
説
を
構
成
し
て
い
く
様
相
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
新
た
な
理
念
性
と
多
義
性
を
伴
っ
た
「
文
明
」「
文
化
」
の
概
念
が
、
体
制
批
判
の
論
拠
と
し
て
も
機
能
し
、

や
は
り
翻
訳
語
で
あ
る
「
民
族
」
や
「
自
治
」
な
ど
の
概
念
と
結
び
つ
い
て
、
特
に
被
植
民
者
に
と
っ
て
対
抗
言
説
を
構
築
す
る
た
め
の

重
要
な
概
念
装
置
と
な
っ
た
事
実
に
対
し
て
も
同
様
に
留
意
す
る
。

　

こ
う
し
て
本
稿
は
、
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
・
植
民
政
策
の
言
説
空
間
に
お
い
て
、
文
明
・
文
化
の
双
子
概
念
が
い
か
に
皇
国
・
帝
国
と

互
い
に
追
認
し
合
う
よ
う
な
依
存
関
係
を
築
き
つ
つ
支
配
言
説
を
構
成
し
た
か
、
逆
に
そ
れ
ら
が
い
か
に
被
植
民
者
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ

対
抗
言
説
の
理
念
的
根
拠
と
な
っ
た
か
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
治
者
と
被
治
者
の
双
方
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
い
か
な
る
共
犯
関
係
や
思
想
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的
臨
界
を
孕
む
こ
と
に
な
っ
た
か
、
と
い
っ
た
問
い
に
照
準
し
た
帝
国
・
植
民
地
文
化
論
の
一
端
で
あ
る（
１

）。

　

帝
国
日
本
の
植
民
政
策
の
考
察
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
台
湾
と
朝
鮮
に
焦
点
を
絞
る
。
歴
史
的
に
、
朝
鮮
が
漢
字
圏
に
お
け
る
主
要
国

家
の
一
つ
だ
っ
た
の
に
対
し
、
台
湾
は
非
漢
人
社
会
を
基
層
と
し
て
漢
字
圏
の
境
界
線
上
に
位
置
し
た
と
い
う
基
本
的
相
違
の
上
に
、
そ

れ
ぞ
れ
帝
国
日
本
に
よ
っ
て
「
北
進
」
と
「
南
進
」
の
二
大
拠
点
と
し
て
定
位
さ
れ
た
経
緯
を
持
ち
、
と
も
に
前
述
し
た
諸
問
題
を
考
察

す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
事
例
を
な
す
。
台
湾
・
朝
鮮
の
植
民
地
期
は
一
般
に
三
期
に
大
別
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
植
民
政
策
思
想
の
言
説

空
間
に
お
け
る
文
明
・
文
化
概
念
の
登
場
と
意
味
変
容
の
流
れ
に
大
枠
で
対
応
す
る
。

　

本
稿
は
二
部
か
ら
な
る
。
第
Ⅰ
部
は
、「
国
民
帝
国
」
と
「
中
華
帝
国
」
と
い
う
二
種
類
の
帝
国
の
理
念
型
の
生
成
に
つ
い
て
、
文
明
・

文
化
・
文
徳
言
説
と
の
相
関
に
お
い
て
検
討
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
と
の
共
存
・
対
抗
関
係
の
上
に
胎
動
す
る
「
帝
国
日
本
」
と
そ
れ
に
特

有
の
文
明
・
文
化
の
言
説
編
制
を
歴
史
的
に
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
三
種
類
の
帝
国
を
論
ず
る
た
め
に
第
Ⅰ
部
は
全
三
章
か
ら
な
る
が
、
紙

幅
と
議
論
の
関
係
か
ら
前
後
に
二
分
し
、
そ
の
う
ち
前
半
（
第
一
章
と
第
二
章
前
半
ま
で
）
を
今
号
の
掲
載
分
と
す
る
。
第
Ⅱ
部
は
、
文

明
・
文
化
言
説
の
視
座
か
ら
、
前
述
の
時
期
区
分
に
し
た
が
っ
て
、
台
湾
・
朝
鮮
に
お
け
る
植
民
政
策
の
実
相
を
扱
う
。

　

帝
国
日
本
の
植
民
政
策
の
諸
相
の
検
討
に
入
る
前
に
、
台
湾
・
朝
鮮
を
迂
回
し
て
帝
国
と
文
明
・
文
化
に
関
す
る
比
較
的
長
編
の
論
考

を
第
Ⅰ
部
と
し
て
前
編
に
置
く
の
は
、
本
稿
の
主
題
に
対
す
る
筆
者
の
方
法
論
上
お
よ
び
世
界
史
的
・
東
ア
ジ
ア
史
的
な
問
題
意
識
に

よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
朝
鮮
と
台
湾
の
植
民
地
期
の
資
料
と
取
り
組
む
中
で
次
第
に
関
心
を
深
め
た
問
題
の
一
つ
が
、
当
時
の
「
文
明
」

や
特
に
「
文
化
」
の
使
用
法
で
あ
る
。
そ
の
観
念
性
が
も
た
ら
す
多
義
性
は
重
要
な
特
徴
だ
が
、
そ
れ
を
勘
案
し
て
も
、
現
在
の
通
説
的

な
意
味
合
い
の
領
野
内
、
例
え
ば
「
文
化
」
＝
「
植
民
地
に
固
有
の
も
の
」
と
い
っ
た
代
表
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
到
底
理
解
し
難
い
事

例
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
典
型
例
は
、
前
述
し
た
時
期
区
分
の
第
二
期
を
告
げ
る
「
文
化
政
治
」
や
「
文
治
政
策
」
で
あ
る
。
当
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時
の
支
配
言
説
に
い
う
「
文
化
」
に
は
、
植
民
地
の
固
有
性
や
差
異
性
と
は
正
反
対

4

4

4

に
、
本
国
へ
の
「
同
化
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
含

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
往
の
研
究
で
は
こ
う
し
た
用
例
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
が
真
剣
に
立
て
ら
れ
る
こ
と

自
体
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
り
、
大
概
は
「
文
化
」
と
い
う
括
弧
付
き
の
表
記
で
現
在
か
ら
み
た
語
法
の
「
違
和
感
」
や
「
非
真
正
性
」
を
示
唆

す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
同
時
代
的
な
意
味
空
間
の
問
題
に
加
え
て
、
昨
今
の
植
民
地
研
究
で
は
、「
文
化
研
究
」

の
名
の
も
と
、
研
究
者
の
専
門
に
応
じ
て
実
に
様
々
な
事
象
や
過
程

―
往
々
に
し
て
「
政
治
」「
経
済
」
以
外
の
す
べ
て

―
に
「
文
化
」

を
あ
て
が
い
論
じ
て
し
ま
う
現
状
が
問
題
を
さ
ら
に
錯
綜
さ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
課
題
意
識
の
上
に
、
現
在
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
分

析
上
の
概
念
と
資
料
の
読
解
と
を
往
還
す
る
中
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
従
来
の
植
民
政
策
研
究
を
支
え
て
き
た
枠
組
そ
れ
自
体

が
、
文
明
・
文
化
の
〈
近
代
知
〉
と
い
う
べ
き
前
提
に
依
拠
し
つ
つ
、
他
方
で
漢
字
圏
の
伝
統
的
な
「
文
」
の
〈
中
華
知
〉
を
無
自
覚
に

引
き
ず
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
帝
国
日
本
の
文
明
・
文
化
言
説
を
読
み
解
く
の
に
混
乱
さ
ら
に
は
欠
陥
を
抱
え
て
い
る
可
能
性
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
第
Ⅰ
部
の
課
題
は
、
帝
国
日
本
に
お
け
る
文
明
・
文
化
を
め
ぐ
る
言
説
編
制
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
の
重
層

的
な
歴
史
的
構
成
を
解
き
明
か
す
作
業
で
あ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
先
取
り
す
れ
ば
、
帝
国
日
本
の
誕
生
か
ら
崩
壊
ま
で
の
時
期
は
、
文

明
・
文
化
概
念
が
世
界
的
規
模
で
植
民
政
策
の
新
た
な
言
説
編
制
の
主
要
な
構
成
要
素
と
し
て
登
壇
し
、
さ
ら
に
そ
の
意
味
合
い
が
汎
地

域
的
規
模
で
「
文
」
の
伝
統
的
言
説
編
制
に
よ
り
文
脈
付
け
ら
れ
た
プ
ロ
セ
ス
と
重
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
帝
国
日
本
は
、
特
に
一
九

三
〇
年
代
後
半
以
降
、
文
明
・
文
化
の
〈
近
代
知
〉
自
体
を
ま
る
ご
と
相
対
化
し
、
い
わ
ば
「
座
標
変
換
」
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
「
思

想
戦
」
の
一
環
に
組
み
込
ん
で
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
文
明
・
文
化
を
め
ぐ
る
言
説
編
制
の
生
成
と
変
容
に
対
す
る
動
態
的
な

検
討
を
経
ず
に
、
帝
国
日
本
の
植
民
政
策
に
関
す
る
分
析
枠
を
非
歴
史
的
・
脱
文
脈
的
に
前
提
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し

た
問
題
意
識
か
ら
、
既
存
研
究
を
参
考
に
、
資
料
読
解
を
通
じ
た
実
証
に
よ
っ
て
帰
納
し
た
枠
組
を
出
発
点
と
し
て
、
今
度
は
そ
れ
を
演
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繹
的
に
用
い
て
他
の
資
料
を
検
討
し
、
反
証
が
あ
る
場
合
に
は
当
の
枠
組
を
見
直
す
、
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
し
た
結
果
を
整
理

し
て
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
狙
い
は
、
帝
国
・
植
民
地
の
「
文
化
研
究
」
の
た
め
の
概
念
史
的
な
基
礎
付
け
で
あ
る
。

　

帝
国
日
本
は
、
帝
国
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
自
己
形
成
を
遂
げ
た
経
緯
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
批
判

は
、
帝
国
日
本
の
胎
動
の
時
点
か
ら
治
者
の
支
配
言
説
を
彩
り
、
植
民
地
の
「
解
放
」
を
戦
争
目
的
に
掲
げ
た
第
二
次
世
界
大
戦
時
に
は

「
近
代
の
超
克
」
と
し
て
頂
点
に
達
す
る
。
そ
し
て
、
文
明
や
文
化
は
、
そ
う
し
た
「
反
帝
国
」
言
説
を
構
成
す
る
鍵
概
念
と
し
て
作
用
し
、

ま
た
動
員
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
既
存
の
文
明
・
文
化
概
念
と
そ
れ
に
基
づ
く
帝
国
理
解
の
枠
組
を
曖
昧
に
保
持
し
た
ま
ま
、
帝
国

日
本
の
諸
相
を
繰
り
返
し
批
判
し
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
帝
国
を
否
定
し
な
が
ら
成
立
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
当
の
言
説
編
制
に
潜

伏
す
る
問
題
の
核
心
部
に
は
届
か
な
い
。
現
に
、
反
帝
国
主
義
・
反
植
民
地
主
義
を
謳
っ
た
帝
国
日
本
の
正
当
化
論
理
は
、
あ
た
か
も
亡

霊
の
ご
と
く
甦
り
、
今
ま
た
日
増
し
に
自
己
拡
声
し
て
い
く
感
が
あ
る
。
こ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
情
況
を
勘
案
し
た
時
、
近
代
日
本
や
東

ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
帝
国
へ
の
批
判
的
考
察
は
、
そ
の
認
識
枠
の
前
提
か
ら
省
察
的
に
問
い
直
し
、
思
考
を
さ
ら
に
深
め
る
必
要
が
あ
る
。

第
Ⅰ
部　

文
明
・
文
化
と
帝
国
の
言
説
編
制

―
国
民
帝
国
・
中
華
帝
国
・
日
本
帝
国

　

第
Ⅰ
部
で
は
、
文
明
・
文
化
、
帝
国
・
植
民
地
、
同
文
・
同
化
な
ど
に
関
わ
る
既
存
研
究
を
横
断
的
に
参
照
し
つ
つ
、
帝
国
の
植
民
政

策
に
お
け
る
文
明
・
文
化
言
説
の
中
心
的
な
役
割
を
論
じ
、
後
に
第
Ⅱ
部
に
お
い
て
帝
国
日
本
の
植
民
政
策
を
特
徴
づ
け
る
言
説
編
制
を

分
析
す
る
際
に
前
提
と
な
る
枠
組
を
提
示
す
る
。
そ
の
論
じ
方
は
、
イ
ン
ト
ロ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
植
民
政
策
の
分
析
枠
を
超
歴
史
的
に

提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
当
の
枠
組
に
よ
っ
て
把
握
可
能
と
な
る
特
定
の
言
説
編
制
そ
れ
自
体
が
歴
史
的
に
台
頭
し
、
変
容
す
る
プ
ロ
セ
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ス
の
記
述
と
分
析
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
考
察
す
る
帝
国
と
は
、
国
民
国
家
時
代
の
帝
国
編
制
を
指
す
分
析
概
念
と
し
て
の
「
国
民
帝
国
」、
古
代
以
来
の
伝
統
と
考
え

ら
れ
る
が
実
の
と
こ
ろ
概
念
と
し
て
は
新
し
い
「
中
華
帝
国
」、
そ
し
て
日
本
の
帝
国
史
を
論
ず
る
分
析
概
念
と
し
て
汎
用
さ
れ
て
き
た

「
帝
国
日
本
」
の
三
つ
で
あ
る
（
後
に
そ
れ
ぞ
れ
「
帝
国
」「
中
国
」「
皇
国
」
と
も
略
記
す
る（
２

））。
こ
れ
ら
の
相
剋
と
文
明
・
文
化
と
の
間

の
連
携
と
交
渉
に
つ
い
て
の
歴
史
的
考
察
が
第
Ⅰ
部
の
課
題
と
な
る
。
帝
国
日
本
に
先
立
っ
て
、
国
民
帝
国
と
中
華
帝
国
を
論
ず
る
理
由

は
、
そ
れ
ら
が
文
明
・
文
化
に
関
わ
る
普
遍
主
義
的
な
言
説
編
制
を
構
成
し
つ
つ
、
帝
国
日
本
の
文
明
・
文
化
言
説
に
深
い
刻
印
を
残
し

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
つ
の
理
念
型
は
、
も
と
も
と
共
役
不
可
能
な
認
識
枠
と
い
え
る
が
、
長
期
の
相
互
作
用
と
翻
訳
過
程
を
通
じ

て
、
二
項
対
立
的
な
併
存
あ
る
い
は
一
方
的
な
同
一
化
で
は
な
く
、
両
者
の
共
振
や
折
衷
、
混
淆
な
ど
複
合
的
な
関
係
性
を
も
た
ら
し
た
。

第
Ⅰ
部
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、
帝
国
日
本
の
植
民
政
策
を
彩
っ
た
文
明
・
文
化
論
が
、
国
民
帝
国
の
世
界
的
な
潮
流
に
従
っ
た
〈
近
代

知
〉
の
表
出
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
受
容
自
体
が
〈
中
華
知
〉
の
媒
介
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
そ
の
た
め
中
華
帝
国
の
遺
産
と
い
う

べ
き
諸
観
念
を
継
承
ま
た
は
新
た
に
発
掘
、
流
用
す
る
こ
と
に
な
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
植
民
地
期
台

湾
・
朝
鮮
の
資
料
も
よ
り
適
切
に
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
昨
今
の
朝
鮮
・
台
湾
研
究
を
め
ぐ
る
「
植
民
地
近
代
」
論
に

お
い
て
も
、
中
華
帝
国
の
問
題
系
は
い
ま
だ
十
分
に
主
題
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
よ
っ
て
本
稿
は
特
に
こ
の
問
題
系
に
留
意
し
て
詳
論
す
る

こ
と
に
す
る（

３

）。

　

本
稿
が
採
用
す
る
文
明
・
文
化
の
言
説
編
制
の
分
析
方
法
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
「
文
明
」「
文
化
」
は
、
他
の

概
念
と
同
様
、
様
々
な
意
味
が
投
企
さ
れ
る
コ
ン
テ
ナ
ー
と
し
て
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
固
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
戯
れ

を
示
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
多
義
性
や
遊
戯
性
の
運
動
は
無
制
限
・
無
限
定
で
は
な
く
、
特
定
の
社
会
構
造
に
お
け
る
現
実
の
権
力
関
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係
や
他
の
概
念
と
の
相
互
作
用
の
中
で
一
定
の
範
域
に
集
合
的
に
枠
付
け
ら
れ
（
＝
「
言
説
」）、
そ
の
際
に
一
定
の
形
式
や
規
則
を
伴
っ

た
編
制
を
な
す
（
＝
「
言
説
編
制
」）。
そ
し
て
社
会
的
に
優
勢
と
な
っ
た
言
説
編
制
は
、
概
念
的
戯
れ
の
一
部
を
選
択
的
に
「
有
意
」
と

す
る
言
説
空
間
を
構
成
し
、
そ
の
中
で
自
ら
を
受
肉
化
し
つ
つ
主
体
化
す
る
人
間
の
言
説
実
践
を
通
じ
て
自
己
再
生
産
を
行
う
。
さ
ら
に

そ
れ
は
、
異
な
る
言
説
編
制
と
の
接
触
状
況
に
お
い
て
、
新
た
な
概
念
や
思
想
を
受
容
す
る
際
の
受
け
皿
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
受
容
」

そ
れ
自
体
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
制
限
す
る
必
要
条
件
と
し
て
作
用
す
る
。こ
う
し
て
、例
え
ば
戦
前
日
本
に
お
い
て
、「
文
明
」と「
文

化
」
の
新
語
が
古
典
的
な
「
文
」
観
念
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
「
文
化
」「
同
化
」「
皇
化
」
が
植
民
地
支
配
の
権
力

関
係
を
背
景
に
「
化
」
の
連
想
に
よ
っ
て
引
き
合
う
と
い
っ
た
現
象
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
支
配
的
な
言
説

編
制
と
い
え
ど
も
永
続
的
、
静
態
的
秩
序
で
は
あ
り
え
ず
、
特
に
新
し
い
意
味
領
域
の
導
入
を
主
導
す
る
人
間
主
体
の
働
き
か
け
に
よ
っ

て
逆
に
転
生
さ
せ
ら
れ
る
被
塑
性
を
免
れ
な
い
。
そ
れ
は
時
に
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
と
形
容
す
る
に
相
応
し
い
劇
的
変
容
を
遂
げ
、
現

実
の
「
見
え
方
」

―
あ
る
い
は
当
の
「
現
実
」
を
構
成
す
る
人
間
主
体
の
「
見
方
」

―
を
変
え
る
こ
と
で
、
実
際
の
社
会
関
係
に
対

し
て
も
一
定
の
変
革
作
用
を
及
ぼ
す
。
同
様
に
、
言
説
編
制
は
特
定
の
地
域
や
国
家
、
民
族
な
ど
と
の
間
に
強
固
な
「
節
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

合
関
係
」
を
構

築
・
保
持
す
る
傾
向
性
が
あ
る
一
方
で
、
当
の
関
係
を
成
立
せ
し
め
た
権
力
布
置
の
変
容
に
応
じ
て
転
位
や
断
絶
の
可
能
性
を
も
帯
び
て

い
る
。
本
稿
が
傾
注
す
る
の
は
、
個
々
の
テ
キ
ス
ト
の
言
表
と
い
う
よ
り
、
こ
う
し
た
言
説
編
制
の
水
準
で
あ
る（
４

）。

　

文
明
・
文
化
概
念
が
言
説
編
制
の
レ
ベ
ル
で
歴
史
的
に
画
期
的
だ
っ
た
の
は
、
近
代
世
界
の
理
想
的
価
値
の
二
側
面
た
る
平
等
と
差
異

に
幻
惑
的
な
表
現
を
与
え
、
そ
う
し
た
理
念
的
審
級

―
こ
れ
を
〈
文
明
〉〈
文
化
〉
と
表
記
す
る

―
に
お
い
て
国
民
国
家
時
代
の
〈
近

代
知
〉
の
世
界
認
識
を
そ
の
核
心
部
か
ら
構
成
し
た
点
に
あ
る
。
そ
れ
が
指
し
示
し
た
の
は
、「
近
代
西
洋
」
を
含
め
て
未
だ
か
つ
て
地

上
の
ど
こ
に
も
実
現
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
理
想
の
〈
近
代
世
界
〉
で
あ
る
。
文
明
・
文
化
の
双
子
概
念
は
、
帝
国
の
思
想
に
お
い
て
も
優
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勢
な
言
説
編
制
を
な
し
、
治
者
に
よ
っ
て
帝
国
擁
護
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
用
い
ら
れ
支
配
言
説
を
構
成
す
る
一
方
、
構
造
的
弱
者
で

あ
る
被
治
者
に
と
っ
て
帝
国
支
配
の
現
実
と
格
闘
し
そ
の
潜
在
的
な
変
革
可
能
性
を
喚
起
す
る
「
夢
」
の
源
泉
と
な
っ
た（
５

）。
さ
ら
に
、
文

明
・
文
化
の
〈
近
代
知
〉
は
、
東
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
、
そ
う
命
名
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
当
の
共
同
性
自
体
の
生
成
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

た
だ
し
そ
の
知
識
体
系
は
、
無
媒
介
的
に
自
ら
を
確
立
し
、
あ
る
い
は
〈
中
華
知
〉
に
対
し
て
一
方
的
に
改
変
を
加
え
た
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
後
者
と
競
合
し
、
互
い
に
適
応
と
混
淆
の
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
を
も
た
ら
し
た
。
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
考
察
の
た
め
に
は
、
漢
字

圏
の
伝
統
的
な
「
文
」
の
言
説
編
制
に
対
す
る
深
い
理
解
が
不
可
欠
と
な
る
。
以
下
、
ま
ず
第
一
章
で
文
明
・
文
化
と
帝
国
の
〈
近
代
知
〉

の
生
成
と
変
容
を
見
た
後
、
第
二
章
で
そ
れ
に
対
応
す
る
〈
中
華
知
〉
の
歴
史
的
な
展
開
過
程
を
検
討
し
、
最
後
に
第
三
章
で
帝
国
日
本

の
文
脈
に
お
け
る
「
皇
国
」
の
伝
統
を
含
め
た
複
数
の
言
説
編
制
の
競
合
と
そ
の
帰
趨
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
一
章　

国
民
帝
国
と
文
明
・
文
化

１　
「
世
界
・
帝
国
」
秩
序
と
文
明
・
文
化
の
言
説
編
制

国
民
国
家
時
代
の
文
明
・
文
化
と
帝
国
の
再
編

　

近
代
西
洋
の
文
脈
に
お
け
る
帝
国
の
植
民
政
策
と
文
明
・
文
化
に
つ
い
て
は
別
稿
で
ま
と
め
た
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
潔
に
述
べ
た
い（
６

）。

現
在
一
般
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
の
文
明
・
文
化
の
概
念
は
、
一
八
世
紀
の
後
半
か
ら
一
九
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、
西
洋
世
界
に

お
け
る
国
民
国
家
の
成
立
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
生
ま
れ
た
。
仮
に
こ
れ
を
「
近
代
」
の
始
点
と
み
な
す
観
点
に
立
つ
な
ら
、「
近
代
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と
い
う
時
代
が
こ
の
二
つ
の
概
念
を
作
り
、
こ
の
二
つ
の
概
念
を
完
成
さ
せ
た（
７

）」
と
も
表
現
し
得
る
。
国
民
国
家
の
重
要
な
特
徴
の
一
つ

は
、
そ
の
形
成
が
単
に
一
国
に
関
わ
る
も
の
で
な
く
、
同
時
に
他
国
と
の
対
等
な
関
係
を
基
礎
と
し
た
国
際
社
会
の
構
成
を
意
味
す
る
点

で
あ
る
。
国
民
国
家
の
シ
ス
テ
ム
は
、
主
権
に
基
づ
く
各
国
家
の
個
別
的
な
固
有
性
を
主
軸
に
、
国
際
関
係
の
普
遍
的
な
対
等
性
を
副
軸

と
す
る
二
面
性
を
併
せ
持
つ
。
こ
れ
は
、
個
々
の
「
国
民
国
家
」
を
基
本
単
位
と
し
て
実
体
化
し
た
上
で
、
そ
の
関
係
の
束
と
し
て
「
国

際
社
会
」
を
構
想
す
る
と
い
う
意
味
で
、〈
近
代
知
〉
を
特
徴
づ
け
る
「
物
的
世
界
観
」
の
典
型
的
な
具
現
化
で
あ
る（
８

）。

　

重
要
な
の
は
、
文
明
と
文
化
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
ら
二
方
面
の
原
則
を
表
象
す
る
一
対
の
概
念
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
点
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
両
概
念
は
十
九
世
紀
の
間
し
ば
し
ば
混
用
さ
れ
つ
つ
も
、
次
第
に
文
明
が
人
類
の
進
歩
や
平
等
な
ど
普
遍
的
と
さ
れ
る

価
値
や
そ
の
法
制
的
成
果
を
含
意
し
、
文
化
が
特
定
の
共
同
体
の
伝
統
や
差
異
と
そ
の
尊
厳
性
を
顕
彰
す
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
役
割
分

担
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
後
者
が
観
念
的
、
精
神
的
な
卓
越
性
を
強
調
す
る
に
従
っ
て
、
前
者
に
包
括
さ
れ
て
い
た
軍
事
的
、

物
質
的
、
科
学
的
な
力
量
や
資
本
主
義
的
な
経
済
発
展
と
い
っ
た
側
面
が
前
景
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
分
立
に
は
、
一
九
世
紀
を

通
じ
た
西
洋
内
部
の
勢
力
均
衡
と
戦
争
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
意

識
を
代
弁
す
る
理
念
と
し
て
結
晶
化
さ
れ
た
文
明
に
対
し
て
、
次
第
に
ド
イ
ツ
語
圏
を
中
心
と
し
て
文
化K

ultur

が
対
抗
的
に
分
離
独

立
を
主
張
し
た
の
で
あ
る（
９

）。
こ
う
し
て
同
世
紀
に
は
「
西
洋
文
明
」
の
普
遍
性
と
、
各
国
の
「
国
民
文
化
」
の
独
自
性
を
同
時
に
担
保
す

る
言
説
編
制
が
台
頭
す
る
。
そ
れ
は
、
個
々
の
「
文
化
」
を
実
体
的
な
基
本
単
位
と
錯
視
し
、
そ
の
関
係
の
総
体
と
し
て
「
文
明
世
界
」

を
思
い
描
く
限
り
に
お
い
て
、
や
は
り
「
物
的
世
界
観
」
の
枠
組
内
に
あ
り
、
よ
っ
て
文
明
・
文
化
の
〈
近
代
知
〉
と
呼
ぶ
。

　

問
題
は
、
国
民
国
家
と
い
う
新
た
な
政
治
形
態
が
、
本
来
「
脱
帝
国
」
と
い
う
理
念
性
を
孕
ん
で
い
な
が
ら
、
帝
国
の
終
焉
ど
こ
ろ
か

む
し
ろ
そ
の
全
盛
期
を
も
た
ら
し
た
点
で
あ
る
。
国
民
国
家
の
脱
帝
国
性
と
は
、
対
外
的
に
国
家
主
権
の
上
に
い
か
な
る
政
治
的
権
威
を
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も
認
め
ず
平
等
に
並
存
す
る
「
主
権
国
家
」
体
系
を
基
盤
と
し
、
ま
た
対
内
的
に
主
権
者
た
る
成
員
す
な
わ
ち
「
国
民
」
の
法
的
平
等
を

基
本
理
念
と
し
て
掲
げ
た
点
に
現
れ
る
。「
帝
国
か
ら
国
民
国
家
へ
」
の
移
行
に
よ
っ
て
世
界
史
的
な
「
近
代
」
を
定
義
づ
け
る
一
般
的

な
発
展
論
的
図
式
の
基
盤
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
へ
の
転
換
期
の
当
時
、
す
で
に
植
民
帝
国
を
成
し
て
い
た
西
洋
諸
国
は
、
本
国

以
外
の
帝
国
全
域
に
対
し
て
新
し
い
国
民
統
合
原
理
を
均
等
に
適
用
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
格
差
を
基
盤
と
し
た
複
数
の
「
異
法
域
」

の
結
合
体
、
す
な
わ
ち
本
国
・
植
民
地
の
統
合
体
と
し
て
帝
国
を
再
編
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
他
の
帝
国
と
の
競
争
・
共
存
の
二

重
関
係
す
な
わ
ち
「
競
存
体
制
」
を
織
り
成
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
国
民
帝
国
」
で
あ
る）

10
（

。
国
民
帝
国
シ
ス
テ
ム
は
、
西
洋
列
強
を
中
心
と

す
る
非
階
層
的
な
国
際
秩
序
と
階
層
的
な
帝
国
秩
序
の
入
れ
子
構
造
か
ら
な
る
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
「
西
洋
・
帝
国
」
秩
序
と
し
て
出
発
し

た
が）

11
（

、
同
世
紀
を
通
じ
て
非
西
洋
世
界
の
「
主
権
」
を
否
定
し
つ
つ
帝
国
秩
序
へ
の
編
入
を
推
進
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
散
す
る
こ
と
で
、

「
世
界
・
帝
国
」
秩
序
を
仮
構
す
る
に
い
た
る
（
本
稿
で
は
単
に
「
帝
国
」
と
も
略
記
）。
以
上
の
文
脈
か
ら
、
国
民
国
家
形
成
を
始
点
と

す
る
「
近
代
」
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
一
六
世
紀
以
来
の
長
期
的
な
「
植
民
地
近
代
」
の
延
長
戦
の
一
コ
マ
に
す
ぎ
な
い
。

国
民
帝
国
と
文
明
・
文
化
言
説
の
理
念
と
現
実

　

こ
う
し
て
国
民
帝
国
は
、
そ
の
出
発
点
か
ら
、
国
民
統
合
に
お
け
る
平
等
・
包
摂
の
理
念
と
帝
国
統
合
に
お
け
る
格
差
・
排
除
の
実
態

と
の
間
、
そ
し
て
西
洋
世
界
の
内4

の
国
際
関
係
に
お
け
る
差
異
・
自
律
の
原
則
と
非
西
洋
世
界
に
対
す
る
主
権
の
否
定
と
い
う
実
際
と
の

間
に
齟
齬
や
矛
盾
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
本
来
帝
国
と
い
う
存
在
と
相
容
れ
な
い
自
ら
の
国
民
国
家
的
な
構
成
原
理
（
国
民
原

理
）
に
背
反
し
な
が
ら
自
己
形
成
を
遂
げ
た
こ
と
で
、
正
当
化
の
た
め
の
各
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
人
類

普
遍
の
価
値
や
理
念
を
掲
げ
た
啓
蒙
主
義
的
理
性
が
、
そ
の
自
己
矛
盾
に
対
す
る
再
帰
的
な
認
識
へ
と
至
る
諸
契
機
を
未
然
に
封
じ
込
め
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る
た
め
の
自
衛
機
制
の
一
環
で
あ
る
。
そ
の
要
諦
と
し
て
流
用
さ
れ
た
の
が
文
明
・
文
化
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
民
原
理
を
表
象
す

る
は
ず
の
両
概
念
に
対
し
、
理
念
的
な
矛
盾
性
や
欺
瞞
性
を
強
化
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

　

国
際
法
的
秩
序
の
普
遍
性
お
よ
び
主
権
国
家
と
国
民
成
員
の
平
等
原
理
を
称
揚
し
た
文
明
の
理
念
は
、
物
質
的
な
優
勢
で
は
覆
い
隠
せ

な
い
帝
国
内
の
社
会
的
な
格
差
や
排
除
の
現
実
を
前
に
、
被
治
者
に
対
し
て
批
判
の
根
拠
を
与
え
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
治
者
自
身
に
対

し
て
も
「
罪
の
意
識
」
を
抱
か
せ
る
潜
在
的
な
可
能
性
を
帯
び
て
い
た
。
よ
っ
て
、
支
配
者
は
そ
う
し
た
可
能
性
を
予
め
断
つ
よ
う
「
防

波
堤
」
を
築
き
、
自
ら
の
行
い
に
対
す
る
揺
る
ぎ
な
い
自
負
心
と
使
命
感
を
担
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
支
配
す
る
者
の
道
徳
的
な
優
位

性
に
対
す
る
理
性
の
要
請
で
あ
る
。
そ
う
し
て
析
出
さ
れ
た
の
が
、
結
果
や
状
態
で
は
な
く
過
程
や
段
階
と
し
て
のcivilization

の
側
面
、

す
な
わ
ち
「
文
明
化4

」
と
い
う
「
漸
進
的
同
化
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
そ
の
信
念
の
上
に
、
植
民
地
に
お
い
て
一
部
知
識
人
を
中
心

に
文
明
へ
の
帰
依
者
を
生
み
出
し
、
よ
り
広
範
な
「
集
団
改
宗
」
を
成
し
遂
げ
る
包
摂
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

12
（

。

こ
れ
が
理
念
ど
お
り
突
き
詰
め
ら
れ
た
な
ら
、
国
民
帝
国
内
の
「
異
法
域
」
は
解
消
し
、
そ
の
ま
ま
「
国
民
国
家
」
に
転
身
す
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
国
民
帝
国
の
文
明
言
説
に
特
徴
的
な
の
は
、
む
し
ろ
「
人
種
」
言
説
と
の
深
い
相
互
連
関
に
よ
る
排
他
性
だ
っ
た
。
周

知
の
通
り
、
文
明
は
自
ら
の
他
者
た
る
「
未
開
」
や
「
野
蛮
」
と
い
っ
た
概
念
と
共
に
生
ま
れ
て
対
を
な
し
、
帝
国
に
お
け
る
格
差
や
差

別
の
現
実
を
追
認
す
る
言
説
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
普
遍
主
義
的
な
包
摂
原
理
を
謳
う
漸
進
的
な
「
同

化
主
義
」
路
線
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
後
天
的
に
は
超
え
難
い
「
人
種
」
の
壁
を
内
設
す
る
こ
と
で
排
除
原
理
と
し
て
の
性

格
を
強
め
る
。
こ
の
点
は
、
第
二
章
で
〈
中
華
知
〉
と
比
較
し
つ
つ
改
め
て
議
論
す
る
。

　

こ
う
し
た
文
明
言
説
の
自
己
背
反
的
な
排
他
性
に
よ
っ
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
西
洋
植
民
政
策
の
主
流
は
、「
文
明
化
」
の
名
に

よ
る
「
同
化
主
義
」
の
方
向
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
間
接
統
治
」
と
呼
ば
れ
る
路
線
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
現
地
の
「
慣
習
」
や
そ
の
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類
似
概
念

―
帝
国
日
本
で
最
も
頻
用
さ
れ
た
語
を
使
え
ば
「
旧
慣
」
―
を
「
温
存
」
し
、
さ
ら
に
は
「
保
護
」
す
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ

ク
を
基
軸
と
し
て
、
植
民
地
た
る
「
異
法
域
」
の
存
在
と
、
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
「
国
民
帝
国
」
と
い
う
特
殊
な
歴
史
的
構
成
体
そ
れ
自

身
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
西
洋
諸
帝
国
の
「
同
化
主
義
」
と
「
間
接
統
治
」
は
、
本
国
中
心
の
普
遍
的
か
つ
進
歩
的
な

「
文
明
」に
対
す
る
植
民
地
の
特
殊
で
遅
れ
た「
慣
習
」と
い
う
一
元
的
枠
組
を
共
有
す
る
点
で
本
質
的
に
大
同
小
異
で
あ
り
、内
な
る「
異

法
域
」
と
い
う
植
民
地
主
義
の
現
実
を
追
認
す
る
人
種
主
義
的
な
論
理
の
表
出
度
に
お
い
て
偏
差
を
示
す
に
過
ぎ
な
い）

13
（

。
よ
っ
て
植
民
政

策
の
実
際
は
、
本
国
や
現
地
社
会
の
事
情
や
状
況
に
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
理
念
型
が
混
淆
す
る
形
で
展
開
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
帝
国
内
の
格
差
や
排
除
と
い
う
文
明
の
分
裂
症
的
現
実
は
、
時
と
と
も
に
文
明
自
身
の
正
当
化
ロ
ジ
ッ
ク
で
は
対
応
で
き
な

い
ほ
ど
に
傷
口
を
広
げ
、
二
〇
世
紀
に
は
否
応
な
し
に
内
な
る
差
異
や
他
者
に
対
す
る
政
策
的
な
関
心
や
関
与
を
深
め
て
い
く
。
こ
の
変

化
に
は
、
何
よ
り
被
植
民
者
に
よ
る
帝
国
批
判
の
動
き
が
土
台
に
あ
る
。
そ
れ
は
、「
文
明
」
の
名
の
も
と
に
「
平
等
」
を
求
め
る
「
同
化
」

路
線
か
ら
、
自
ら
の
存
在
の
固
有
性
や
自
律
性
に
対
す
る
承
認
や
尊
重
、
ま
た
差
別
の
差
異
へ
の
転
換
を
求
め
る
「
異
化
」
路
線
へ
と
重

心
を
移
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
帝
国
の
治
者
側
も
ま
た
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
「
総
動
員
」
と
い
う
時
代
的
要
請
か
ら
何
ら

か
の
対
応
を
示
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
、
世
界
大
戦
を
境
に
、
従
来
の
「
文
明
国
」
と
い
う
国
際
標
準
に
加
え
て
、「
民
族

自
決
」
と
い
う
新
た
な
国
際
標
準
が
台
頭
す
る
こ
と
に
な
る）

14
（

。
被
植
民
者
の
政
治
的
権
利
や
義
務
を
め
ぐ
る
「
平
等
」
の
問
題
と
、
尊
厳

性
や
自
治
を
め
ぐ
る
「
差
異
」
の
問
題
が
互
い
に
独
立
変
数
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
植
民
政
策
の
転
換
と

い
う
脈
絡
に
お
い
て
、
治
者
と
被
治
者
の
結
節
点
と
し
て
流
用
さ
れ
る
の
が
、
差
異
・
自
律
原
理
を
表
象
す
る
「
文
化
」
概
念
で
あ
る
。

そ
れ
は
、「
文
明
」
対
「
旧
慣
」
と
い
う
一
元
軸
に
お
い
て
後
者
を
「
温
存
」
す
る
と
い
う
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
か
ら
、
さ
ら
に
そ
れ
を
植
民

地
固
有
の
「
文
化
」
と
し
て
「
尊
重
」
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
へ
の
移
行
を
記
す
も
の
だ
っ
た
。
最
大
の
違
い
は
、
文
明
が
治
者
側
や
本
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国
側
の
所
有
物
と
し
て
観
念
さ
れ
る
の
に
対
し
、
文
化
は
逆
に
被
治
者
側
や
植
民
地
側
に
帰
属
す
る
も
の
と
措
定
さ
れ
る
点
で
あ
り
、
国

民
帝
国
の
植
民
政
策
の
相
対
論
的
ま
た
は
多
元
論
的
転
回
へ
の
実
質
的
な
第
一
歩
で
あ
る）

15
（

。
こ
の
点
も
ま
た
第
二
章
で
再
論
す
る
。

　

植
民
政
策
の
実
際
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
文
明
・
文
化
の
言
説
は
多
義
的
で
錯
綜
し
て
い
る
が
、
総
じ
て
帝
国
秩
序
に
お
け
る
植
民
地

の
現
実
は
、
本
稿
で
〈
文
明
〉〈
文
化
〉
と
表
現
す
る
理
想
的
審
級
か
ら
の
偏
差
の
極
大
化
を
特
徴
と
し
た
。
そ
こ
で
、
文
明
・
文
化
を

め
ぐ
る
植
民
政
策
の
言
説
空
間
は
、
個
々
の
言
表
を
「
平
等
―
差
別
」「
包
摂
―
排
除
」
の
両
極
間
に
定
位
す
る
〈
文
明
軸
〉、
同
じ
く
そ

れ
を
「
差
異
―
同
一
」「
自
律
―
従
属
」
の
両
極
間
に
定
位
す
る
〈
文
化
軸
〉
の
直
交
座
標
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
四
象
限
図
と
し
て
表
象

で
き
る
。
こ
れ
が
特
に
「
同
化
」
を
め
ぐ
る
植
民
政
策
研
究
で
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
き
た
分
析
枠
で
あ
る）

16
（

。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
四
象

限
図
自
体
の
社
会
構
築
性
へ
の
批
判
を
踏
ま
え
つ
つ
、
図
式
的
整
理
の
全
面
破
棄
で
は
な
く
そ
の
動
態
的
な
把
握
に
よ
る
歴
史
化
と
文
脈

化
を
企
図
し
て
い
る）

17
（

。
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
と
お
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
長
い
一
九
世
紀
の
植
民

政
策
が
主
に
〈
文
明
軸
〉
を
め
ぐ
っ
て
一
元
的
に
展
開
さ
れ
た
の
に
対
し
、
そ
れ
以
後
に
は
〈
文
化
軸
〉
が
分
離
独
立
の
傾
向
を
強
め
、

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
〈
文
明
軸
〉
が
法
制
度
上
の
「
平
等
―
差
異
」
に
照
準
し
た
〈
法
制
軸
〉
へ
と
収
斂
さ
れ
る
と
い
う
視
座
で
あ
る
。

つ
ま
り
植
民
政
策
論
の
言
説
空
間
そ
れ
自
体
が
「
文
明
一
本
軸
」
か
ら
「
法
制
・
文
化
二
本
軸
」
へ
と
転
回
を
遂
げ
る
の
で
あ
り
、
よ
っ

て
文
脈
依
存
的
な
後
者
の
枠
組
を
前
者
の
段
階
か
ら
通
時
的
に
当
て
は
め
て
論
じ
る
の
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
来
か
ら

差
異
の
現
実
は
存
在
し
た
に
せ
よ
、
植
民
政
策
思
想
に
お
い
て
そ
れ
を
積
極
的
に
承
認
す
る
理
念
が
明
確
に
分
節
化
さ
れ
一
定
の
言
葉
に

集
約
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
こ
う
し
た
文
明
・
文
化
の
〈
近
代
知
〉
と
い
う
べ
き
言
説
編
制
が
、
東

ア
ジ
ア
の
漢
字
圏
お
よ
び
帝
国
日
本
の
歴
史
的
な
文
脈
に
お
い
て
大
き
く
水
路
付
け
ら
れ
、「
座
標
変
換
」
と
も
い
う
べ
き
状
況
に
置
か

れ
て
い
く
事
実
で
あ
る
。
後
者
の
問
題
こ
そ
本
稿
の
主
題
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
考
察
は
次
章
以
降
の
課
題
と
な
る
。
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以
上
、
西
洋
の
国
民
意
識
を
代
弁
し
た
文
明
・
文
化
概
念
が
、
そ
の
帝
国
意
識
の
表
現
と
も
な
り
、
植
民
政
策
思
想
に
お
い
て
優
勢
な

言
説
編
制
を
織
り
成
す
状
況
を
概
略
し
た
。
両
概
念
は
、
国
民
国
家
時
代
の
帝
国
編
制
に
内
在
す
る
矛
盾
や
亀
裂
を
擁
護
し
、
ま
た
そ
の

再
審
を
促
す
言
説
と
し
て
、
帝
国
に
と
っ
て
両
刃
の
剣
の
ご
と
く
機
能
し
た
。
さ
ら
に
支
配
言
説
と
対
抗
言
説
が
同
じ
〈
近
代
知
〉
の
言

説
編
制
に
基
づ
く
こ
と
で
両
者
の
間
に
一
定
の
「
共
犯
」
関
係
を
も
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る）

18
（

。
国
民
帝
国
の
諸
原
理
を
広
く
採
用
可
能
な

「
モ
ジ
ュ
ー
ル
」
と
み
な
す
な
ら
、
文
明
・
文
化
言
説
こ
そ
は
そ
の
思
想
基
軸
を
な
し
た
の
で
あ
る）

19
（

。

２　

帝
国
日
本
の
「
国
民
帝
国
」
へ
の
編
入
／
か
ら
の
逸
脱

「
国
民
帝
国
」
と
し
て
の
帝
国
日
本

　

帝
国
の
世
界
史
に
お
い
て
、
日
本
の
事
例
は
、
し
ば
し
ば
「
近
代
西
洋
」
の
事
例
を
規
範
的
な
参
照
枠
と
し
て
、
非
西
洋
世
界
に
立
ち

現
わ
れ
た
「
特
殊
例
」
と
し
て
扱
わ
れ
る）

20
（

。
時
に
そ
れ
は
日
本
の
植
民
地
支
配
が
軍
事
的
圧
力
に
基
づ
く
未
成
熟
な
統
治
す
な
わ
ち
「
非

文
明
的
」
で
「
非
文
化
的
」
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
観
念
、
そ
し
て
近
代
西
洋
と
異
な
り
被
植
民
者
に
対
し
て
「
文
化
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
を

広
範
に
構
築
で
き
な
か
っ
た
と
い
っ
た
命
題
を
伴
う
。
こ
れ
は
、
帝
国
日
本
が
部
分
的
に
継
承
し
た
「
皇
国
」
の
「
武
威
」
と
い
う
根
源

的
な
性
格
を
突
い
て
い
る
が
、
同
時
に
多
く
の
重
要
な
検
討
課
題
の
熟
考
を
未
然
に
妨
げ
る
効
果
を
も
た
ら
す
。
何
よ
り
、
文
明
・
文
化

の
名
に
よ
る
帝
国
主
義
批
判
は
、
皮
肉
に
も
そ
れ
自
身
が
帝
国
日
本
の
支
配
言
説
自
体
に
深
く
内
包
さ
れ
た
論
理
と
同
型
で
あ
る
点
に
留

意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
日
本
が
「
野
蛮
」
な
帝
国
で
あ
る
と
い
う
見
方
自
体
、
植
民
地
帝
国
化
の
初
期
段
階
か
ら
日
本
の
為
政
者

が
強
く
意
識
し
た
西
洋
中
心
の
「
文
明
」
秩
序
の
視
線
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
植
民
地
の
知
識
人
層
に
広
く
共
有
さ
れ
た
漢
字
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圏
の
伝
統
的
な
「
文
」
の
序
列
意
識
と
も
対
応
し
て
お
り
、
歴
史
的
に
文
脈
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る）

21
（

。
文
明
・
文
化
概
念
か
ら
の
帝
国
主

義
批
判
は
、
東
ア
ジ
ア
の
「
文
武
」
の
枠
組
に
お
い
て
説
得
力
を
持
ち
や
す
い
文
脈
依
存
的
な
理
解
様
式
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
文

明
的
・
文
化
的
帝
国
支
配
」
な
る
も
の
を
想
定
し
、
さ
ら
に
は
肯
定
し
か
ね
な
い
認
識
枠
組
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
を
検
討
の
俎
上
に
載
せ

る
必
要
が
あ
る
。

　
「
国
民
国
家
」
の
視
座
が
明
治
日
本
と
西
洋
諸
国
と
の
比
較
研
究
を
前
景
化
し
た
よ
う
に）

22
（

、「
国
民
帝
国
」
の
視
座
は
帝
国
日
本
を
比
較

帝
国
論
の
枠
組
へ
と
編
入
す
る
。
事
実
、
帝
国
日
本
は
、
ま
ず
「
文
明
開
化
」
の
名
に
お
い
て
国
民
国
家
お
よ
び
帝
国
の
建
設
を
進
め
、

後
に
は
「
文
化
政
治
」
の
名
に
お
い
て
民
族
自
決
原
則
を
意
識
し
た
植
民
政
策
の
転
換
を
行
う
な
ど
、
い
わ
ば
国
民
帝
国
の
モ
ジ
ュ
ー
ル

性
を
活
用
し
た
文
明
と
文
化
の
帝
国
を
自
演
し
た
点
が
確
認
で
き
る
。

　

第
Ⅱ
部
で
詳
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
遅
れ
て
き
た
非
西
洋
世
界
の
新
興
帝
国
と
い
う
日
本
の
立
ち
位
置
に
お
い
て
は
、
ま
ず
西
洋
か

ら
み
て
「
文
明
的
」
と
見
え
る
帝
国
経
営
と
植
民
地
支
配
の
形
式
を
整
え
て
い
る
こ
と
の
宣
伝
と
ア
ピ
ー
ル
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
植
民
地
経
営
に
お
い
て
、「
野
蛮
人
」
扱
い
さ
れ
ず
に
「
文
明
世
界
の
同
情
」
を
得
る
た
め
に
、
武
力
・
武
装
な
ら
ぬ
「
文
力
」

「
文
装
」
を
主
張
す
る
人
々
が
存
在
し
た）

23
（

。
そ
の
た
め
、「
文
明
」
の
観
念
が
、
現
地
住
民
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
の
支
配
に
対

す
る
西
洋
帝
国
の
懐
疑
や
蔑
視
を
払
拭
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。「
文
明
的
」
な
植
民
地
支
配
の
形
式
の
整
備
は

ま
た
、
国
民
帝
国
内
の
本
国
と
植
民
地
の
異
法
域
性
と
い
う
「
二
重
基
準
」
そ
れ
自
体
を
模
倣
す
る
プ
ロ
セ
ス
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
国

民
帝
国
」
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
、「
文
明
」
か
ら
の
逸
脱
で
は
な
く
、
そ
の
受
容
の
一
環
と
し
て
理
解
す
べ
き

も
の
で
あ
る）

24
（

。
さ
ら
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
、
勝
者
側
の
帝
国
を
中
心
と
し
て
「
民
族
自
決
」
原
則
に
配
慮
し
た
植
民
政
策
の
転
換

が
標
榜
さ
れ
た
際
に
は
、
帝
国
日
本
の
植
民
政
策
に
お
い
て
も
「
自
治
」
論
が
台
頭
す
る
と
共
に
、「
文
化
」
概
念
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
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に
な
る
。
そ
れ
を
代
表
す
る
の
が
、
一
九
二
〇
年
代
に
台
湾
と
朝
鮮
で
標
榜
さ
れ
る
「
文
化
政
治
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
も
ま
た
「
国

民
帝
国
」
と
し
て
の
一
般
的
な
振
る
舞
い
に
適
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
帝
国
日
本
の
植
民
政
策
に
お
け
る
文
明
・
文
化
言
説
の
活

用
は
、
ひ
と
ま
ず
国
民
国
家
時
代
の
帝
国
に
共
通
す
る
重
要
な
特
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

「
国
民
帝
国
」
へ
の
同
化
不
可
能
性
と
文
明
・
文
化
の
意
味
変
容

　

た
だ
し
、
帝
国
日
本
の
場
合
、
明
治
初
期
の
「
脱
亜
入
欧
」
と
い
っ
た
国
策
的
な
「
文
明
」
の
実
践
、
あ
る
い
は
国
民
帝
国
モ
ジ
ュ
ー

ル
の
履
行
が
、
す
な
わ
ち
「
西
洋
世
界
」
へ
の
参
与
の
十
分
条
件
と
な
ら
な
か
っ
た
点
に
留
意
を
要
す
る
。
ヤ
ヌ
ス
的
存
在
で
あ
る
国
民

帝
国
の
基
軸
を
な
す
「
人
種
」
に
基
づ
く
格
差
原
理
が
、
日
本
を
「
非
西
洋
」
に
留
め
置
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
そ
し

て
帝
国
日
本
に
お
け
る
文
明
、
そ
し
て
後
の
文
化
の
言
説
編
制
に
深
遠
な
変
調
を
及
ぼ
し
た
。

　

同
時
に
、
文
明
・
文
化
の
翻
訳
と
受
容
の
プ
ロ
セ
ス
そ
れ
自
体
が
意
味
変
容
の
媒
介
と
な
っ
た）

25
（

。
近
代
西
洋
の
国
民
帝
国
に
流
用
さ
れ

た
ロ
ー
マ
帝
国
の
概
念
的
遺
産
た
るcivilization
とculture

（K
ultur

）
は）

26
（

、
後
述
す
る
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
圏
に
お
い
て
、
様
々

な
翻
訳
を
経
た
の
ち
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
「
文
明
」「
文
化
」
と
い
う
漢
訳
を
通
じ
て
定
着
す
る）

27
（

。
一
九
世
紀
後
半

の
帝
国
主
義
の
時
代
に
、
ロ
ー
マ
帝
国
と
漢
帝
国
と
い
う
東
西
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
古
代
世
界
帝
国
の
語
彙
が
、
後
者
に
よ
る
翻
訳
・
受

容
と
い
う
形
で
巡
り
あ
う
と
共
に
、
複
雑
に
「
漢
文
脈
化
」
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
特
に
重
要
な
の
は
、
両
方
の
概
念
に
「
文
」
の
漢
字

が
用
い
ら
れ
た
事
実
で
あ
り
、
そ
の
た
め
漢
語
に
お
い
て
両
者
の
語
義
の
近
似
性
は
著
し
く
高
ま
っ
た
。
最
終
的
にcivilization

の
訳

語
と
し
て
「
文
明
」
が
勝
利
し
、「
文
化
」
がculture

の
訳
語
へ
と
収
斂
し
て
か
ら
も
、
西
洋
起
源
の
「
新
し
い
」
意
味
や
役
割
分
担

が
単
純
に
定
着
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
従
来
の
「
古
典
的
」
な
意
味
が
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、「
日
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本
と
西
欧
の
出
会
い
、
日
本
の
近
代
化
の
歴
史
は
、
こ
のcivilization

と
『
文
明
』、culture

と
『
文
化
』
の
あ
い
だ
の
距
離
を
埋
め
、

あ
る
い
は
こ
の
二
つ
の
言
葉
に
独
自
の
解
釈
を
加
え
る
こ
と
か
ら
な
る
、『
文
明
』
と
『
文
化
』
の
い
わ
ば
定
義
と
再
定
義
の
歴
史
で
あ
っ

た
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）

28
（

。

　

た
だ
し
、
前
述
ど
お
り
「
西
洋
世
界
」
と
の
「
距
離
を
埋
め
」
よ
う
が
な
い
与
件
の
下
、「
日
本
と
西
欧
の
出
会
い
」、
そ
し
て
「
日
本

の
近
代
化
の
歴
史
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
日
本
と
ア
ジ
ア
の
出
会
い
」、
そ
し
て
「
日
本
の
帝
国
化
の
歴
史
」
と
同
時
進
行
で
あ
っ
た
点
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い）

29
（

。
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
過
程
を
通
じ
て
、「
国
民
帝
国
」
と
深
く
結
び
つ
い
た
文
明
・
文
化
概
念
に
、「
中

華
帝
国
」
の
政
治
思
想
の
核
心
理
念
た
る
「
文
」
の
諸
側
面
が
忍
び
こ
み
、
加
え
て
近
世
日
本
の
「
皇
国
」
の
思
想
の
伝
統
が
さ
ら
な
る

意
味
の
変
調
を
加
え
る
事
実
で
あ
る
。
以
下
、
ま
ず
第
二
章
で
帝
国
日
本
の
研
究
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
「
中
華
帝

国
」
の
問
題
系
を
詳
し
く
見
た
上
で
、
第
三
章
で
改
め
て
帝
国
日
本
の
検
討
へ
と
戻
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
章　

中
華
帝
国
と
文
徳
教
化

　

東
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
、「
文
明
」「
文
化
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、「
帝
国
」
も
ま
た
一
九
世
紀
以
降
に
普
及
し
た
翻
訳
語
で
あ
る
。「
皇

帝
」
は
古
い
が
、「
帝
国
」
は
新
し
く
、
後
者
の
受
容
は
「
近
代
東
ア
ジ
ア
」
の
誕
生
を
も
た
ら
し
た
世
界
観
や
国
家
観
の
変
容
の
根
幹

に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
「
中
華
帝
国
」
と
い
う
本
来
な
ら
助
長
で
形
容
矛
盾
と
い
う
べ
き
概
念
の
生
成
と
そ
の
自
然
化
を

伴
っ
た
。
伝
統
的
な
漢
字
圏
に
お
い
て
現
在
の
「
帝
国
」
に
比
較
さ
れ
得
る
の
は
、「
天
下
」「
天
朝
」「
中
国
」「
中
華
」
と
い
っ
た
観
念

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
世
紀
以
降
の
東
ア
ジ
ア
の
言
説
編
制
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
概
念
と
伝
統
的
な
「
文
」
の
関
係
が
、
翻
訳
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を
経
て
「
帝
国
」
と
「
文
明
」「
文
化
」
の
関
係
へ
と
転
位
す
る
過
程
の
分
析
が
こ
こ
で
の
焦
点
と
な
る
。
こ
の
た
め
に
、
本
章
で
は
、

一
旦
「
帝
国
」「
文
明
」「
文
化
」
の
概
念
の
使
用
を
留
保
し
つ
つ
考
察
を
進
め
る
。
今
で
は
文
明
・
文
化
の
概
念
抜
き
に
議
論
が
不
可
能

と
さ
え
い
え
る
中
華
帝
国
に
関
し
て
容
易
で
は
な
い
作
業
だ
が
、
そ
の
変
容
の
中
に
、
帝
国
日
本
そ
し
て
広
く
は
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
文
明
・
文
化
言
説
の
歴
史
的
編
制
を
解
き
明
か
す
た
め
の
重
要
な
鍵
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

前
述
の
通
り
、
新
た
な
概
念
や
思
想
の
受
容
は
、
一
般
に
既
存
の
言
説
編
制
を
土
台
と
し
て
能
動
的
に
行
わ
れ
る
。
後
者
は
、
受
容
そ

れ
自
体
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
一
定
の
枠
内
へ
と
限
定
付
け
も
す
る
前
提
条
件
で
あ
る
。
新
た
な
概
念
の
編
入
が
、
既
存
の
言
説
編
制

に
い
か
な
る
変
容
を
も
た
ら
す
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
再
生
産
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
普
遍
妥
当
な
答
え
は
な
い
。
漢
字
圏
で

受
け
皿
と
な
っ
た
言
説
編
制
の
総
体
が
本
稿
に
い
う
〈
中
華
知
〉
で
あ
り
、
本
章
で
は
前
半
で
そ
の
通
時
的
構
成
の
過
程
を
押
さ
え
つ
つ

共
時
的
構
造
の
分
析
に
取
り
組
む
と
と
も
に
（
今
号
）、
後
半
で
そ
れ
が
帝
国
と
文
明
・
文
化
の
〈
近
代
知
〉
と
い
か
な
る
相
互
作
用
を

引
き
起
こ
し
た
か
へ
と
考
察
を
進
め
る）

30
（

（
次
号
）。
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
前
章
の
内
容
か
ら
の
飛
躍
が
著
し
い
が
、
そ
れ

自
体
が
〈
近
代
知
〉
と
〈
中
華
知
〉
の
言
説
編
制
レ
ベ
ル
で
の
非
共
役
性
の
一
端
を
如
実
に
物
語
る
こ
と
に
な
る
。

　

東
ア
ジ
ア
の
世
界
観
や
国
家
観
に
関
わ
る
支
配
的
な
言
説
編
制
が
そ
の
古
典
的
完
成
の
域
に
達
し
た
の
は
、
中
国
古
代
の
戦
国
秦
漢
期

で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
古
典
的
」
と
は
、
後
の
時
代
か
ら
何
ら
か
の
規
範
意
識
を
も
っ
て
回
顧
さ
れ
、
現
状
を
批
判
的
に
検
証
し
、
あ
る

べ
き
姿
を
構
想
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
参
照
・
解
釈
・
喚
起
さ
れ
る
準
拠
枠
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る）

31
（

。〈
中
華
知
〉
の
古
典
的
言

説
編
制
は
、
漢
字
・
漢
文
と
い
う
書
記
体
系
を
媒
介
に
、
自
ら
の
語
り
部
と
な
る
人
間
主
体
を
生
み
出
し
つ
つ
延
命
し
、
国
家
や
民
族
の

境
界
を
超
え
て
広
く
「
漢
字
圏
」
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
き
た
。
よ
っ
て
本
章
の
記
述
対
象
は
中
国
古
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
。
中

国
古
代
史
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
古
典
形
成
が
戦
国
秦
漢
期
の
歴
史
事
象
で
あ
る
以
上
、
そ
の
前
の
殷
周
春
秋
期
と
い
か
に
異
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な
る
の
か
、
戦
国
秦
漢
期
の
ど
こ
に
成
立
期
を
定
位
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
様
々
な
問
い
が
重
要
な
争
点
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
古
典
的
」

と
い
う
べ
き
言
説
編
制
に
は
、
現
代
ま
で
の
二
千
年
の
間
だ
け
で
な
く
、
当
の
戦
国
秦
漢
期
自
体
と
そ
れ
に
先
立
つ
殷
周
春
秋
期
か
ら
す

で
に
幾
つ
も
の
「
知
層
」
が
堆
積
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
史
料
批
判
的
な
弁
別
は
本
稿
の
任
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

関
連
研
究
の
成
果
を
基
に
、
世
界
観
・
国
家
観
に
関
わ
る
〈
中
華
知
〉
の
原
型
が
戦
国
時
代
に
胎
動
し
、
秦
漢
両
代
に
「
天
下
統
一
」
を

当
為
と
す
る
重
大
な
改
変
を
加
え
ら
れ
て
正
典
化
さ
れ
た
後
、
幾
度
か
の
重
要
な
展
開
を
見
せ
つ
つ
も
、「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
と
い
う

べ
き
根
源
的
な
変
革
を
経
る
こ
と
な
く
一
九
世
紀
に
至
っ
た
と
い
う
大
ま
か
な
見
通
し
を
立
て
た
上
で
、
そ
の
言
説
編
制
を
動
態
的
に
把

握
し
つ
つ
構
造
分
析
し
、〈
近
代
知
〉
と
の
本
格
的
な
邂
逅
の
諸
相
へ
と
論
を
進
め
る
。

　

本
章
の
主
題
に
関
連
す
る
既
存
研
究
の
蓄
積
は
膨
大
だ
が
、
文
明
・
文
化
・
帝
国
な
ど
の
概
念
の
近
代
性
を
勘
案
し
、
そ
の
使
用
を
留

保
し
つ
つ
論
じ
た
も
の
は
管
見
の
限
り
ほ
ぼ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
帝
国
日
本
の
植
民
政
策
に
関
す
る
考
察
も
射
程
に
入
れ
つ
つ
、
既
存
研

究
の
整
理
・
検
討
を
進
め
る
。
帝
国
と
文
明
・
文
化
の
〈
近
代
知
〉
と
非
常
に
異
な
る
思
想
基
軸
の
上
に
立
つ
〈
中
華
知
〉
の
理
解
は
、

帝
国
日
本
の
文
明
・
文
化
言
説
を
論
ず
る
上
で
も
不
可
欠
な
前
提
条
件
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

１　
「
天
下
・
中
国
」
秩
序
と
「
文
徳
」
の
古
典
的
言
説
編
制
の
成
立

戦
国
時
代
の
多
地
域
性
と
「
天
下
」「
中
国
」
の
膨
張
的
包
摂

　
「
天
下
」「
中
国
」
の
古
典
的
言
説
編
制
の
成
立
を
考
え
る
上
で
戦
国
時
代
は
最
重
要
の
起
点
で
あ
る
。
当
時
期
の
特
徴
を
捉
え
る
に
は
、

ま
ず
続
く
秦
漢
時
代
の
言
説
編
制
と
の
「
断
層
」
を
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
。
漢
朝
に
お
い
て
正
典
化
さ
れ
後
代
の
常
識
と
な
る
「
漢
代
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の
ま
な
ざ
し
」
を
一
皮
剥
く
と
、
そ
こ
に
は
新
石
器
時
代
以
来
の
地
域
色
豊
か
な
多
元
性
が
姿
を
現
す
。
そ
う
し
て
開
示
さ
れ
る
殷
周
時

代
は
、
原
初
的
な
多
元
世
界
に
お
い
て
、
両
王
朝
が
今
に
い
う
「
中
原
」
の
諸
都
市
を
根
拠
地
と
し
た
「
大
国
」
の
一
つ
を
な
し
、
他
地

域
の
諸
国
と
競
合
し
つ
つ
繰
り
広
げ
た
「
戦
乱
」
の
世
で
あ
る
。
そ
の
延
長
上
に
、
時
代
区
分
上
の
い
わ
ゆ
る
「
戦
国
時
代
」
は
、
称
王

す
る
君
主
を
擁
す
る
複
数
の
国
が
、
そ
れ
ぞ
れ
先
史
時
代
以
来
の
多
元
的
な
地
域
性
を
背
景
に
し
つ
つ
も
、
各
地
に
点
在
す
る
都
市
国
家

か
ら
中
央
に
よ
る
地
方
の
官
僚
支
配
を
通
じ
た
領
域
国
家
へ
と
変
貌
し
て
い
く
自
己
形
成
の
過
程
で
、
他
国
と
互
い
に
共
役
性
を
高
め
な

が
ら
林
立
す
る
に
至
っ
た
時
代
で
あ
る）

32
（

。
よ
っ
て
当
時
の
状
況
は
、
諸
国
の
共
同
性
と
各
国
の
個
別
性
の
両
者
が
概
念
化
さ
れ
る
条
件
を

兼
備
し
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
「
天
下
」
と
「
中
国
」
の
双
子
概
念
が
析
出
さ
れ
た
と
整
理

す
る
。

　
「
天
下
」
の
観
念
が
誕
生
し
た
当
初
、
そ
れ
は
字
形
や
一
部
の
用
字
法
を
除
い
て
大
同
小
異
の
文
字

―
後
に
「
漢
字
」
と
呼
ば
れ
る

―
と
そ
れ
に
基
づ
く
文
書
行
政
が
浸
透
し
て
い
っ
た
諸
国
の
総
域
、
い
わ
ば
「
同
文
圏
」

―
後
に
「
漢
字
圏
」
と
呼
ば
れ
る

―
の

最
大
域
を
外
延
と
す
る
限
定
的
な
領
域
を
指
し
た）

33
（

。
そ
れ
は
、
同
時
代
に
各
国
で
使
用
度
が
高
ま
る
「
中
国
」
ま
た
は
「
夏
」
と
い
う
観

念
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
（
以
下
、「
中
国
」
で
代
表
さ
せ
る
）。「
中
国
」
の
語
は
先
立
つ
西
周
時
代
の
金
文
に
王
都
の
周
辺
地
域

を
意
味
す
る
「
中
或
」（
＝
「
中
域
」）
の
形
で
現
れ
た
が
、
春
秋
戦
国
時
代
を
通
じ
た
領
域
国
家
化
の
進
行
に
伴
い
「
国
」
の
含
意
を
持

つ
「
中
國
」
へ
と
変
化
し）

34
（

「
同
文
圏
」
た
る
「
天
下
」
の
中
に
自
国
中
心
の
特
別
地
域
を
見
立
て
る
視
点
の
表
象
と
な
っ
た
。
複
数
の
王

が
名
乗
り
を
上
げ
競
合
す
る
戦
国
の
世
に
お
い
て
、「
中
国
」
自
称
の
増
殖
は
、
そ
う
し
た
視
点
が
分
有
さ
れ
つ
つ
拡
散
し
て
い
っ
た
状

況
を
示
唆
す
る
。
儒
家
に
お
い
て
「
中
国
」
は
主
に
夏
の
始
祖
禹
の
治
水
伝
説
に
お
け
る
対
象
地
域
で
あ
る
「
九
州
」
と
し
て
理
念
化
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
各
国
の
地
政
学
的
布
置
を
反
映
し
た
異
な
る
領
域
が
「
中
国
」
に
措
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

35
（

。「
中
国
」
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と
は
周
辺
の
他
者
に
対
す
る
相
対
概
念
と
し
て
の
み
意
味
を
な
す
。
そ
う
し
た
異
国
や
異
族
の
外
部
領
域
を
示
す
の
が
「
四
海
」
で
あ
り
、

古
く
か
ら
「
四
方
」
や
「
四
土
」、
後
に
「
四
夷
」（
蛮
夷
戎
狄
）
な
ど
と
称
せ
ら
れ
た
（
具
体
的
な
呼
称
法
は
国
ご
と
に
異
な
る）

36
（

）。
こ

う
し
て
「
天
下
＝
中
国
＋
四
夷
」
と
整
理
さ
れ
得
る
図
式
が
国
ご
と
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、「
天
下
」
を
超
え
て
広
が
る

外
部
世
界
（
い
わ
ば
「
非
同
文
圏
」）
と
し
て
「
四
荒
」「
四
極
」
な
ど
の
観
念
が
形
成
さ
れ
た）

37
（

。

　

こ
う
し
た
「
天
下
」
の
原
初
的
な
二
層
構
造
は
、
戸
籍
掌
握
や
文
書
行
政
を
通
じ
た
王
の
実
効
的
支
配

―
「
中
国
」
の
領
域

―
と

い
う
現
実
に
加
え
て
、
天
子
の
「
徳
」
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配

―
「
四
夷
」
の
領
域

―
と
い
う
観
念
が
併
存
す
る
と
こ
ろ
に
由

来
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
法
家
が
強
調
す
る
現
実
主
義
的
な
「
法
治
」
と
儒
家
が
論
ず
る
理
想
主
義
的
な
「
徳
治
」
に
対
応
す
る
も
の
で
、
後

の
漢
代
に
は
両
者
を
合
わ
せ
た
「
相
補
的
礼
法
論
」
が
正
当
な
法
思
想
と
な
る）

38
（

。
天
子
の
「
徳
」
は
、「
中
国
」
か
ら
溢
れ
出
て
「
四
夷
」

を
感
化
し
、
ま
た
具
象
化
し
て
「
下
賜
」
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
徳
化
」「
教
化
」「
王
化
」
の
包
摂
論
理
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点

で
の
「
天
下
」
は
、
文
書
行
政
が
行
き
渡
っ
て
い
く
「
同
文
圏
」
を
核
と
し
、
よ
っ
て
「
四
夷
」
も
ま
た
そ
の
中4

に
位
置
を
占
め
る
諸
国

で
あ
っ
た
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

殷
周
時
代
に
い
う
「
徳
」
は
、
属
国
の
巡
視
や
他
国
の
征
伐
に
際
し
て
、
天
に
よ
り
賦
与
さ
れ
る
霊
力
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
西
周

時
代
の
青
銅
器
銘
文
、
い
わ
ゆ
る
西
周
金
文
に
は
、
周
の
始
祖
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
文
王
に
対
し
て
天
か
ら
「
徳
が
降く
だ

さ
れ
」、
支
配
す

べ
き
領
地
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
実
際
の
王
朝
の
創
始
者
と
な
る
息
子
の
武
王
が
軍
事
力
を
も
っ
て
そ
れ
を
「
四
方
」
に
も
た
ら

し
た
と
い
う
逸
話
が
み
え
る）

39
（

。
と
こ
ろ
が
、
各
国
の
治
者
が
称
王
す
る
戦
国
時
代
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、「
王
徳
」
に

感
化
さ
れ
た
「
四
夷
」
が
、
そ
の
「
恩
賜
」
を
求
め
て
自
ら
集
ま
っ
て
く
る
と
い
う
自
発
性
の
語
り
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る）
40
（

。
こ
の
「
徳
」
の
意
味
転
換
は
、
治
者
と
そ
の
治
世
の
正
統
性
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
戦
国
の
王
は
、
単
純
に
血
統
に
お
い
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て
天
子
の
証
を
立
て
る
に
は
不
利
な
場
合
が
多
い
た
め
、
異
な
る
根
拠
を
必
要
と
し
た
。
正
統
と
は
正
し
い
系
統
を
い
う
が
、
こ
こ
に
国

ご
と
に
史
書
の
編
纂
を
創
始
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
合
わ
せ
て
夏
・
殷
・
周
の
「
三
代
」
を
特
別
の
時
代
と
し
て
扱
い
、
そ
れ
を
正
し

く
受
け
継
ぐ
と
い
う
観
念
が
創
り
出
さ
れ
る
。
夏
の
正
統
を
主
張
す
る
「
夏
正
」
な
ど
の
「
正
朔
」（
正
し
い
暦
）
も
ま
た
、
そ
れ
を
具

現
化
す
る
中
心
的
な
正
統
化
装
置
の
一
つ
と
な
り
、
国
ご
と
に
異
な
る
暦
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
血
統
に
代
わ
る
「
徳

の
有
無
」
が
正
統
の
新
た
な
公
準
と
し
て
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る）

41
（

。

　

問
題
は
、
治
者
の
天
子
性
の
根
拠
た
る
有
徳
性
が
、
実
際
に
「
徳
」
を
慕
っ
て
自
発
的
に
「
来
朝
」
し
「
服
従
」
す
る
と
み
な
さ
れ
る

「
四
夷
」
の
存
在
と
そ
の
抱
擁
に
よ
っ
て
初
め
て
実
質
的
に
「
検
証
」
さ
れ
世
に
「
顕
示
」
さ
れ
る
点
で
あ
る）

42
（

。
こ
れ
は
、
以
下
の
と
お
り
、

「
天
下
」
と
「
中
国
」
の
領
域
の
絶
え
ざ
る
一
体
化
と
差
異
化
の
循
環
に
よ
る
両
者
の
膨
張
的
包
摂
運
動
を
も
た
ら
す
。
ま
ず
「
天
子
」

を
自
任
す
る
治
者
は
、
そ
の
正
統
性
の
担
保
の
た
め
に
、「
天
下
」
の
う
ち
に
、
自
ら
の
実
効
的
支
配
領
域
＝
「
中
国
」
に
加
え
て
、
そ

の
周
辺
に
当
為
的
支
配
領
域
＝
「
四
夷
」
の
存
在
を
必
要
不
可
欠
と
す
る
（
①
天
下
＝
中
国
＋
四
夷
）。
し
か
し
、「
中
国
」
に
よ
る
「
四

夷
」
の
包
摂
は
後
者
の
「
中
国
化
」
を
伴
い
、
そ
の
進
行
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
当
の
「
中
国
」
領
域
は
膨
張
し
、
元
の
「
天
下
」
領
域

へ
と
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
（
②
天
下
＝
中
国
）。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
て
成
立
す
る
「
天
下
＝
中
国
」
の
正
統
性
を
立
証
す
る
た
め
に
は
、

再
度
そ
の
周
縁
に
「
四
夷
」
の
存
在
を
必
要
と
し
、
そ
の
た
め
「
天
下
」
領
域
の
膨
張
を
も
た
ら
す
（
③
天
下
＝
中
国
＋
四
夷
）。「
天
下
」

の
構
造
に
内
在
す
る
支
配
領
域
の
現
実
と
観
念
の
乖
離
が
引
き
起
こ
す
の
が
こ
う
し
た
膨
張
的
一
体
化
の
運
動
で
あ
り）

43
（

、
そ
れ
は
特
に

「
徳
治
」
と
い
う
儒
家
的
理
想
が
論
理
的
に
も
た
ら
す
帰
結
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
逆
に
「
中
国
」
の
膨
張
停
止
さ
ら
に
は
後
退
が
余
儀
な

く
さ
れ
る
状
況
に
な
れ
ば
、
そ
の
「
回
復
」
と
「
回
収
」
の
自
己
運
動
へ
と
転
ず
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
後
述
）。

　

こ
う
し
て
、
複
数
の
国
々
が
し
の
ぎ
を
削
る
戦
国
の
世
に
お
い
て
、
自
ら
を
唯
一
の
「
正
統
」
と
す
る
「
中
国
」
観
念
と
、
そ
の
周
辺
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に
他
の
諸
国
を
配
置
し
た
「
天
下
」
観
念
を
基
軸
と
し
て
、
規
範
的
な
政
治
秩
序
を
表
象
す
る
言
説
編
制
が
浮
上
し
て
き
た
。
こ
の
意
味

で
、「
中
国
」
と
は
原
初
的
に
「
戦
国
」
の
思
想
と
し
て
受
胎
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
言
説
編
制
の
第
一
の
規
則
性
は
、「
天
下
」「
中
国
」

の
唯
一
性
を
前
提
と
し
た
後
者
の
排
他
的
な
正
統
性
・
中
心
性
に
現
れ
る
。
そ
れ
は
、「
中
国
」
を
自
称
す
る
複
数
の
国
が
群
雄
割
拠
す

る
現
実
の
中
、
唯
一
の
「
中
国
」
に
よ
る
「
天
下
」
全
体
の
最
終
的
な
併
呑
と
統
一
へ
の
志
向
性
を
内
包
す
る
。
た
だ
し
戦
国
時
代
に
お

い
て
「
天
下
統
一
」
は
未
だ
必
ず
し
も
普
遍
化
さ
れ
た
当
為
で
は
な
く
、
実
際
に
そ
れ
を
構
想
し
得
た
の
は
戦
国
後
期
の
秦
な
ど
一
部
に

限
ら
れ
た
点
に
留
意
を
要
す
る）

44
（

。
第
二
の
規
則
性
は
、「
中
国
」
を
正
統
化
す
る
天
子
の
有
徳
性
証
明
の
他
者
依
存
性
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
四
夷
」
な
る
存
在
そ
の
も
の
を
観
念
的
に
創
出
し
、
そ
の
「
能
動
的
服
従
」
を
不
断
に
演
出
す
る
こ
と
に
よ
る
永
続
的
な
膨
張
傾
向
を

も
た
ら
す
。
こ
う
し
て
排
他
性
と
包
摂
性
、
従
属
性
と
自
律
性
な
ど
を
二
律
背
反
で
は
な
く
混
然
と
併
存
さ
せ
る
「
連
コ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン

言
」
の
様
態
に
こ

そ
、
第
一
章
に
述
べ
た
〈
近
代
知
〉
の
論
理
と
そ
の
「
物
的
世
界
観
」
で
は
捕
捉
し
が
た
い
こ
の
言
説
編
制
の
重
要
な
特
質
が
あ
る
。
前

述
し
た
「
世
界
・
帝
国
」
秩
序
を
念
頭
に
、
こ
う
し
た
政
治
秩
序
を
「
天
下
・
中
国
」（
ま
た
は
「
中
国
」
と
略
記
）
と
呼
ぶ
と
、
そ
れ

は
「
四
夷
」
と
い
う
他
者
の
存
在
と
そ
の
包
摂
・
同
化
を
不
可
欠
と
す
る
非
自
己
完
結
的
な
開
放
系
で
あ
る
。「
天
下
」
に
お
け
る
「
中
国
」

と
「
四
夷
」、「
自
己
」
と
「
他
者
」
の
区
別
の
可
変
性
や
流
動
性
こ
そ
が
当
の
連
言
の
様
態
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
中
国
」

と
は
、
拡
大
す
る
「
天
下
」
や
周
辺
の
「
四
夷
」
と
の
相
関
に
お
い
て
枠
付
け
ら
れ
る
可
変
領
域
で
あ
っ
て
、
現
在
の
よ
う
に
一
定
の
地

理
的
・
人
的
範
囲
を
示
す
も
の
と
し
て
固
定
的
に
用
い
る
の
は
原
理
的
に
想
定
外
の
こ
と
だ
っ
た
。

「
天
下
」
の
統
一
と
「
文
徳
」
の
浮
上

―
古
典
的
言
説
編
制
の
正
典
化

　

戦
国
期
に
胎
動
し
た
こ
う
し
た
萌
芽
的
な
言
説
編
制
が
、
そ
の
代
表
的
な
語
彙
を
保
持
し
た
ま
ま
大
幅
な
改
変
を
被
る
の
が
秦
漢
両
代
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で
あ
る
。
生
成
し
て
間
も
な
い
「
天
下
」「
中
国
」
観
念
は
、
原
初
的
な
地
域
的
多
元
性
を
背
負
い
つ
つ
胎
動
し
た
も
の
だ
が
、
新
た
に

迎
え
た
「
天
下
統
一
」
の
現
状
を
太
古
よ
り
告
知
し
た
超
歴
史
的
な
真
実
の
如
く
再
解
釈
さ
れ
た
上
で
正
典
化
さ
れ
、
早
く
も
そ
の
誕
生

の
起
源
が
忘
却
あ
る
い
は
曖
昧
化
さ
れ
る
と
共
に
、
そ
こ
に
刻
印
さ
れ
て
い
た
正
統
主
張
の
地
域
性
や
多
声
性
も
ま
た
封
殺
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

　

戦
国
時
代
の
「
天
下
」
は
、
秦
の
「
天
下
統
一
」
に
よ
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
文
書
行
政
の
及
ぶ
実
効
支
配
の
版
図
た
る
「
中
国
」（
正

確
に
は
「
夏
」
を
自
称
）
と
一
致
し
た
。
す
な
わ
ち
「
天
下
」
の
全
域
が
秦
と
い
う
一
つ
の
「
中
国
」
に
よ
っ
て
覆
い
尽
く
さ
れ
、
新
た

に
宣
称
さ
れ
た
至
高
の
「
皇
帝
」
と
、「
正
朔
」
に
代
表
さ
れ
る
唯
一
の
「
正
統
」
が
君
臨
す
る
「
天
下
＝
中
国
」
の
時
空
間
を
成
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
基
盤
に
、
漢
代
に
は
「
大
一
統
」（
統
一
）
の
思
想
が
理
念
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
の
と
こ
ろ
武
力
を
伴
う
征

服
と
支
配
の
「
結
果
」
と
し
て
達
成
、
維
持
さ
れ
る
「
大
一
統
」
は
、
聖
人
の
善
政
と
し
て
理
想
化
さ
れ
た
太
古
の
「
三
代
」
と
い
う
「
原

点
」
へ
の
回
帰
と
み
な
さ
れ
（
よ
っ
て
両
者
の
間
は
「
戦
国
」
と
否
定
的
に
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
）、
こ
の
因
果
倒
錯
の
操
作
を
通

じ
て
、
王
朝
の
正
統
性
の
根
拠
そ
の
も
の
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る）

45
（

。
こ
れ
以
降
、「
天
下
」
の
常
態
は
唯
一
の
「
中
国
」
に
よ
る
「
大

一
統
」
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
太
平
」
の
世
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、「
中
国
」
を
自
任
す
る
す
べ
て
の
王
朝
が
追
求
・
実
現
す
べ

き
い
わ
ば
「
国
体
」
に
相
当
す
る
意
味
を
獲
得
し
て
い
く
（
そ
し
て
近
代
に
至
り
「
中
華
帝
国
」
の
「
伝
統
」
と
し
て
改
め
て
喚
起
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
）。

　

し
か
し
、「
天
下
統
一
」
が
、
前
述
し
た
「
天
下
・
中
国
」
の
膨
張
運
動
に
終
止
符
を
打
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
依
然
と
し
て
「
中
国
」

を
正
統
化
す
る
有
徳
性
証
明
の
「
四
夷
」
依
存
性
は
原
理
的
に
存
続
し
て
い
た
。
戦
国
の
六
国
を
平
定
し
て
「
天
下
＝
中
国
」
の
形
を
成

し
遂
げ
た
秦
の
始
皇
帝
も
、
す
ぐ
に
周
辺
の
「
四
夷
」
を
攻
略
し
、
そ
の
一
部
を
「
中
国
」
の
実
質
的
支
配
領
域
へ
と
編
入
す
る
の
み
な
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ら
ず
、
そ
の
外
に
「
属
邦
」
や
「
外
臣
邦
」
を
置
き
、「
天
下
」
の
範
域
を
拡
大
し
て
い
る）

46
（

。
拡
大
し
た
「
天
下
」
の
新
版
図
の
一
部
は

秦
末
漢
初
の
動
乱
期
に
自
立
す
る
が
、
前
漢
初
期
に
は
改
め
て
そ
れ
ら
の
諸
国
を
回
収
し
た
上
で
首
長
を
「
外
臣
」
に
封
じ
、
い
わ
ゆ
る

「
冊
封
体
制
」
を
始
動
さ
せ
る）

47
（

。
さ
ら
に
武
帝
期
に
は
、
改
め
て
「
四
夷
」
領
域
の
攻
略
に
乗
り
出
し
、
臣
下
と
し
て
の
一
定
の
義
務
（「
職

約
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
）
の
不
遵
守
の
か
ど
で
朝
鮮
や
南
越
な
ど
「
外
臣
」
の
一
部
を
「
征
伐
」
し
て
廃
し
、
代
わ
り
に
「
郡
」
を
設
置

し
て
「
中
国
」
の
直
接
統
治
の
圏
域
へ
と
組
み
込
む
と
と
も
に
、
西
域
を
中
心
に
新
た
な
「
外
臣
」
を
設
け
て
「
天
下
」
の
全
領
域
を
大

幅
に
膨
張
さ
せ
、
ひ
と
ま
ず
飽
和
状
態
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る）

48
（

。

　

重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
「
統
一
」
後
の
一
連
の
「
天
下
」
の
拡
大
を
通
じ
て
、
そ
の
範
域
が
従
来
の
「
同
文
圏
」
の
外
へ
4

4

と
広
く
溢

れ
だ
し
て
い
く
点
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
て
「
四
夷
」
の
軸
足
が
「
非
同
文
圏
」
へ
と
移
り
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
支
配
を
支
え
る
「
徳
」
の
観
念
に
も
変
化
が
現
れ
、「
文
」
の
性
格
が
加
算
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
な
す
。
こ
う
し
て
浮
上
す
る
の

が
「
非
同
文
圏
」
の
包
摂
を
射
程
に
入
れ
た
「
文
徳
」
ま
た
は
「
文
徳
教
化
」
と
い
う
べ
き
言
説
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
「
徳
」
と
「
文
」
と
の
結
び
つ
き
自
体
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
体
現
す
る
の
が
、
息
子
の
武
王
に
よ
っ
て
「
文

王
」
と
追
号
さ
れ
た
周
の
始
祖
で
あ
る
。
す
で
に
周
代
の
青
銅
器
銘
文
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
古
く
か
ら
文
王
は
「
徳
」
の
霊
覚
者
の
ご

と
く
表
象
さ
れ
た
。
ま
た
、
前
述
し
た
戦
国
時
代
の
「
徳
」
の
意
味
転
換
に
も
「
文
」
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。「
文
」
の
基
軸
を
な
す
「
文

字
」（
漢
字
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
周
代
ま
で
は
王
朝
の
祭
祀
と
い
う
機
会
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
た
文
字
が
、
春
秋
時
代
以
降
に
諸

侯
へ
と
拡
散
し
、
領
域
国
家
化
が
進
む
戦
国
時
代
に
は
広
域
的
な
中
央
と
地
方
の
や
り
取
り
を
軸
と
す
る
文
書
行
政
へ
と
汎
用
さ
れ
て
い

く
中
で
、
呪
術
的
な
「
徳
」
よ
り
も
教
化
的
な
「
文
徳
」
と
い
う
べ
き
観
念
が
重
視
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る）

49
（

。
こ
れ
こ
そ
が
戦
国
の
諸
国

の
統
治
領
域
の
全
体
を
「
同
文
圏
」
へ
と
塗
り
替
え
て
い
っ
た
原
動
力
で
あ
り
、
逆
に
、「
同
文
圏
」
の
最
大
域
を
外
延
と
す
る
「
天
下
」
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と
い
う
観
念
自
体
が
そ
う
し
た
変
容
と
の
相
関
に
お
い
て
生
ま
れ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
始
皇
帝
の
「
天
下
統
一
」
は
、
こ

う
し
て
準
備
さ
れ
て
い
っ
た
「
天
下
」
の
「
同
文
性
」
に
理
念
的
な
正
統
性
と
政
策
上
の
具
体
性
を
付
与
し
た
。
戦
国
時
代
に
字
形
や
用

字
法
の
一
部
の
地
域
的
差
異
が
顕
在
化
し
た
文
字
を
、
主
に
秦
独
自
の
文
書
行
政
用
書
体
で
あ
る
隷
書
に
よ
っ
て
統
一
す
る
「
書
同
文
」

（
書
は
文
を
同
じ
く
す
）、
い
わ
ゆ
る
「
同
文
」
の
政
策
で
あ
る）

50
（

。
車
輪
の
幅
の
統
一
も
併
せ
た
「
同
文
同
軌
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
天
下
統

一
」
の
比
喩
と
し
て
も
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
「
天
下
＝
中
国
＝
同
文
圏
」
を
も
た
ら
し
た
「
文
徳
教
化
」
と
い
う
べ
き
力
学
は
以
前
か
ら
存
在
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を

表
象
す
る
言
説
が
文
献
上
に
出
現
す
る
の
は
漢
代
も
半
ば
以
降
で
あ
る
。
前
述
ど
お
り
、
特
に
前
漢
武
帝
期
に
拡
大
し
た
「
天
下
」
に
「
非

同
文
圏
」
の
「
四
夷
」
を
大
幅
に
包
含
し
た
こ
と
で
、「
四
夷
」
に
対
す
る
「
徳
化
」
の
論
理
に
「
文
化
」
と
い
う
べ
き
論
理
が
本
格
的

に
関
わ
り
を
強
め
始
め
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
従
来
は
「
天
下
」
の
中4

を
浸
蝕
し
て
き
た
「
文
徳
教
化
」
が
、
秦
初
の
「
天
下
」
の

「
中
国
化
」
を
契
機
に
飽
和
状
態
に
達
し
、
そ
の
外4

へ
と
溢
れ
出
し
た
と
も
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
前
漢
末
ま
で
に
は
「
聖

人
の
天
下
を
治
む
る
や
、
文
徳
を
先
に
し
て
武
力
を
後
に
す
」、
と
い
っ
た
こ
と
が
為
政
者
へ
の
戒
め
と
さ
れ
、「
文
徳
」
は
経
世
・
経
国

の
中
心
概
念
と
な
る）

51
（

。「
権
力
や
刑
罰
を
用
い
な
い
で
導
き
教
え
る
こ
と
」
と
い
っ
た
辞
書
的
な
「
文
徳
教
化
」
の
字
義
の
生
成
で
あ
る）

52
（

。

さ
ら
に
、
王
莽
期
を
経
た
後
漢
期
に
は
、「
天
下
」
の
拡
大
と
い
う
現
実
に
呼
応
し
て
、
後
追
い
的
に
「
天
下
・
中
国
・
四
夷
」
の
領
域

設
定
と
相
互
関
係
を
理
念
的
に
再
構
築
す
る
作
業
が
一
段
落
す
る）

53
（

。
こ
こ
に
、「
中
国
」
は
皇
帝
の
「
文
徳
」
が
律
令
と
し
て
施
行
さ
れ

て
い
る
領
域
（
戦
国
時
代
の
「
天
下
」）、「
天
下
」
は
「
文
徳
」
の
教
化
力
が
及
ぶ
べ
き

4

4

4

4

漠
と
し
た
領
域
の
全
体
（
可
能
態
と
し
て
は
全

世
界
だ
が
実
質
上
は
東
ア
ジ
ア
冊
封
体
制
の
「
同
文
＝
漢
字
圏
」
を
外
延
と
す
る
「
天
下
・
中
国
」
論
理
の
受
容
領
域
）
と
し
て
新
た
に

拡
大
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
こ
う
し
て
「
中
国
」
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
な
る
卓
越
原
理
と
し
て
の
「
文
徳
」（
ま
た
は
簡
潔
に
「
文
」）、
そ
し
て
「
天

下
」
を
無
辺
に
覆
う
べ
き
包
摂
力
学
と
し
て
の
「
文
徳
教
化
」
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
が
共
に
世
界
観
や
国
家
観
に
関
わ
る
古
典
的
言
説
編

制
た
る
〈
中
華
知
〉（
た
だ
し
「
中
華
」
は
後
述
）

―
を
な
す
も
の
と
み
な
す
。「
文
徳
」
は
必
ず
し
も
そ
の
形
で
の
頻
出
度
が
高
い
わ

け
で
は
な
い
が
、「
天
下
・
中
国
」
秩
序
の
核
心
的
な
性
格
を
捉
え
て
お
り
、
後
述
す
る
「
文
明
」
や
「
文
化
」
と
の
差
異
を
述
べ
る
上

で
も
有
用
な
た
め
、
一
つ
の
分
析
概
念
と
し
て
用
い
る
。

　

一
方
、「
中
国
」
の
不
可
欠
の
他
者
た
る
「
四
夷
」
は
、「
非
同
文
圏
」
に
わ
た
っ
て
広
域
化
、
多
様
化
す
る
に
つ
れ
、
そ
の
「
中
国
化
」

の
度
合
い
に
応
じ
て
「
内
臣
」「
外
臣
」
な
ど
複
数
に
階
層
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
「
天
下
＝
中
国
＋
四
夷
」
の
観
念
的
な

基
本
構
造
は
保
持
し
つ
つ
、「
中
国
」「
内
臣
」「
外
臣
」
と
い
っ
た
「
天
下
」
の
多
層
化
が
進
む
。
こ
う
し
た
多
層
構
造
は
漢
代
以
降
に

呼
称
を
変
え
複
雑
さ
を
増
し
つ
つ
も
大
枠
で
継
続
す
る
た
め
、
本
稿
で
も
「
内
臣
」「
外
臣
」
な
ど
の
用
語
を
便
宜
的
に
用
い
る）

54
（

。

　

こ
う
し
て
、〈
中
華
知
〉
の
古
典
的
言
説
編
制
は
、「
文
徳
」
が
、
中
核
を
自
任
す
る
「
中
国
」
か
ら
外
部
・
下
位
に
置
か
れ
る
「
四
夷
」

に
向
け
て
下
賜
さ
れ
る
と
い
う
同
心
正
方
形
（
二
次
元
）、
ま
た
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
（
三
次
元
）
で
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
言
説
空
間
を
な
す
。

こ
れ
は
第
一
章
で
述
べ
た
〈
近
代
知
〉
を
表
象
す
る
「
文
明
」（
縦
軸
）・「
文
化
」（
横
軸
）
の
二
次
元
的
言
説
空
間
と
は
共
役
不
可
能
で

あ
り
、
そ
の
た
め
後
に
両
者
の
接
触
と
翻
訳
に
お
け
る
齟
齬
や
葛
藤
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
言
説
空
間
に
お
け
る
「
文
徳
」
の
特
徴
の
一
つ
は
、
周
辺
と
さ
れ
た
諸
国
の
実
際
の
意
思
と
は
無
関
係
に
自
ら
の
優
越
性
や

正
統
性
に
基
づ
く
階
層
秩
序
を
設
定
す
る
一
方
、
そ
れ
を
乱
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
諸
国
の
「
同
床
異
夢
」

―
本
稿
で
は
「
同
文
異

義
」
や
「
同
文
多
義
」
と
呼
ぶ）

55
（

―
に
対
し
て
容
喙
し
な
い
こ
と
で
天
下
秩
序
の
管
理
と
維
持
を
行
う
柔
軟
性
と
包
容
性
を
備
え
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
は
特
に
「
外
臣
層
」
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
華
皇
帝
の
「
文
徳
」
は
外
臣
の
首
長
に
届
く
だ
け
で
、
よ
っ
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て
後
者
が
内
政
上
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
国
内
の
自
律
性
や
自
発
性
を
担
保
し
た
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
天
下
」
の
実
質
的
な

最
外
層
を
織
り
成
す
「
冊
封
体
制
」
の
周
辺
諸
国
の
範
域
で
は
、
多
面
的
な
秩
序
維
持
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

56
（

。
こ
れ
は
戦
国
時
代

ま
で
の
多
元
的
な
地
域
性
の
残
響
や
再
演
と
も
言
え
る
が
、
た
だ
し
留
意
す
べ
き
は
、
一
つ
の
「
中
国
」
と
い
う
絶
対
的
な
中
心
が
存
在

す
る
点
で
決
定
的
に
異
な
る
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
中
国
」
の
「
文
徳
」
の
恩
賜
に
た
が
い
「
職
約
」
に
背
い
た
場
合
、「
天
下
」

の
秩
序
維
持
の
た
め
に
武
力
が
発
動
さ
れ
「
征
伐
」
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
武
帝
に
よ
る
朝
鮮
・
南
越
討
伐

の
事
例
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る）

57
（

。

　

も
う
一
つ
留
意
す
べ
き
「
文
徳
」
の
特
徴
は
、「
中
・
内
・
外
」
な
ど
と
表
象
さ
れ
る
区
別
が
、
特
定
の
時
点
に
お
い
て
極
め
て
厳
格

な
階
層
秩
序
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
可
変
的
に
具
現
化
さ
れ
た
点
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
け
る
「
中

国
」
と
「
四
夷
」
の
区
別
（
華
夷
の
別
）
は
、
も
と
も
と
人
的
属
性
で
あ
る
以
上
に
地
域
や
方
位
の
表
象
に
基
づ
く
も
の
で
、
ま
た
何
よ

り
「
文
徳
」
の
発
現
程
度
に
よ
る
相
対
的
な
観
念
で
あ
っ
て
、
後
の
〈
近
代
知
〉
に
み
ら
れ
る
「
人
種
」
や
「
民
族
」
に
よ
る
人
間
集
団

の
分
類
や
区
別
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、「
中
国
」
と
「
四
夷
」
の
相
互
浸
透
や
「
中
国
」
の
包
摂
性
、
そ
し
て
「
四
夷
」
の
多

層
性
を
担
保
す
る
の
で
あ
る
（
こ
う
し
た
古
典
的
な
「
中
国
」「
四
夷
」
言
説
に
人
間
集
団
の
意
味
場
を
強
化
す
る
の
は
次
節
に
述
べ
る

時
期
で
あ
る
）。
し
か
し
、
そ
う
し
た
区
別
の
相
対
性
は
、
今
に
い
う
「
文
化
相
対
主
義
」
と
取
り
違
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
る
い

は
ま
た
、
こ
れ
を
も
っ
て
近
世
ま
で
の
「
人
種
・
民
族
差
別
」
の
相
対
的
な
不
在
と
み
な
す
の
も
安
易
で
あ
る）

58
（

。
む
し
ろ
そ
れ
は
「
文
徳

差
別
」
と
い
う
べ
き
別
類
型
の
差
別
的
性
格
を
原
初
か
ら
帯
び
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
に
い
う
「
文

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
デ
ィ
ス
ク
リ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

化
差
別
」
に

比
せ
ら
れ
う
る
が
、
あ
る
個
人
や
集
団
の
「
文
化
」
的
特
徴
で
は
な
く
、
い
わ
ば
そ
の
「
欠
如
」
を
根
拠
と
す
る
点
で
ベ
ク
ト
ル
の
転
倒

し
た
差
別
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、「
中
国
」「
四
夷
」
間
の
可
変
性
が
、
実
の
と
こ
ろ
「
四
夷
」
か
ら
「
中
国
」
へ
の
一
方
通
行
の
み
を
是
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と
す
る
非
対
称
な
事
実
に
現
れ
る
。
天
子
を
発
信
源
と
す
る
「
教
化
」「
王
化
」
と
し
て
法
則
化
さ
れ
た
「
化
」
の
政
治
思
想
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
言
説
空
間
に
お
い
て
、「
文
徳
」
は
中
心
か
ら
周
辺
、
上
方
か
ら
下
方
へ
と
流
れ
る

の
み
で
あ
り
、
そ
の
逆
は
「
進
貢
」
や
「
朝
貢
」
と
い
っ
た
枠
組
へ
と
回
収
さ
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
原
初
的
な
多
元
性
を
基
盤
と
し
て
戦
国
時
代
に
生
成
し
た
「
天
下
・
中
国
」
の
萌
芽
的
言
説
編
制
は
、「
天
下
統
一
」

を
経
て
、
厳
格
で
一
元
的
な
階
層
構
造
の
枠
内
に
多
様
性
と
可
変
性
を
許
容
す
る
「
多
層
一
元
」
の
構
造
へ
と
転
生
し
、
そ
の
古
典
的
成

立
を
成
し
遂
げ
た
と
い
え
る
。

２　
「
天
下
」
の
分
合
と
「
中
華
」
の
諸
相

「
天
下
」
の
分
裂
と
「
中
国
」
言
説
の
「
近
世
」
的
転
回

　
「
天
下
・
中
国
」
を
め
ぐ
る
実
態
は
、
秦
漢
以
降
に
「
分
裂
」「
統
一
」
と
観
念
さ
れ
る
局
面
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
「
中

国
」
の
実
効
領
域
も
ま
た
縮
小
・
膨
張
を
往
還
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
古
典
的
言
説
編
制
が
ず
っ
と
不
変
だ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
と
り
わ
け
分
裂
・
縮
小
の
局
面
を
迎
え
た
漢
人
王
朝
を
通
じ
て
、「
中
国
」
に
対
し
て
今
に
い
う
「
漢
文
化
」

が
改
め
て
注
入
さ
れ
「
中
華
」
と
し
て
再
編
さ
れ
る
点
で
あ
る
（
以
下
、「
中
国
」
と
「
中
華
」
を
併
用
す
る
）。
そ
の
担
い
手
と
し
て
の

「
漢
人
」
と
い
う
概
念
は
、
ま
ず
異
族
か
ら
の
他
称
と
し
て
生
成
す
る
。
す
で
に
後
漢
時
代
か
ら
当
王
朝
の
人
民
を
指
す
呼
称
と
し
て
文

献
上
に
引
か
れ
る
が
、
特
に
そ
の
崩
壊
後
、「
胡
人
」
と
総
称
さ
れ
る
北
方
・
西
方
の
異
族
が
旧
漢
地
の
北
部
を
中
心
に
建
国
す
る
五
胡

十
六
国
か
ら
南
北
朝
の
時
代
に
、
旧
来
か
ら
の
居
民
を
指
す
呼
称
と
し
て
普
及
し
、
次
第
に
一
般
的
な
名
称
へ
と
転
じ
て
い
く
（
近
代
ナ
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シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
下
に
生
成
し
た
「
漢
族
」
と
区
別
す
る）

59
（

）。
特
に
「
天
下
」
の
分
有
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
宋
代
に
は
、
儒
者
が
唯

一
正
し
い
と
信
ず
る
「
文
徳
」
の
核
心
地
域
と
し
て
「
中
国
＝
中
華
」
が
再
定
立
さ
れ
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
「
華
」
と
「
夷
」
の
間
に

よ
り
明
確
な
境
界
線
が
引
か
れ
た）

60
（

。
こ
う
し
て
、「
中
国
」
概
念
に
「
漢
人
」
と
い
う
人
間
集
団
の
属
性
を
強
化
し
、
そ
の
「
文
徳
」
を

保
守
す
る
こ
と
を
「
国
是
」
と
す
る
動
き
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
社
会
構
造
の
変
化
に
な
ら
っ
て
、
古
典
的
言
説
編
制
の
「
近
世
」

的
転
回
と
い
う
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う）

61
（

。

　

た
だ
し
、
留
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
変
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
文
徳
」
が
、
そ
の
正
統
性
に
関
わ
る
包
摂

的
な
性
格
を
失
っ
て
、
今
に
い
う
「
民
族
」
や
「
人
種
」
を
基
軸
と
し
て
排
他
的
に
作
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
効

的
支
配
領
域
た
る
「
中
華
」
を
超
え
て
広
く
及
び
、「
四
夷
」
を
「
教
化
」
し
て
、
膨
張
す
る
「
中
華
」
へ
と
取
り
込
み
、
再
び
「
天
下
」

を
覆
い
尽
く
す
と
い
う
当
為
は
保
持
さ
れ
、
再
統
一
へ
の
夢
想
を
増
幅
す
る
。「
分
裂
」
と
観
念
さ
れ
る
局
面
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
前
述
し

た
「
大
一
統
」
は
回
復
す
べ
き
太
古
か
ら
の
「
理
想
」
と
し
て
思
慕
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

重
要
な
の
は
、
南
宋
の
よ
う
に
、
王
朝
が
「
偏
安
」
す
な
わ
ち
一
地
方
に
「
割
拠
」
す
る
状
況
に
甘
ん
じ
る

4

4

4

4

こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
当

該
政
権
の
正
統
性
に
対
す
る
文
人
・
儒
臣
の
嫌
疑
と
非
難
の
的
と
な
り
得
た
事
実
で
あ
る）

62
（

。
す
な
わ
ち
、
王
朝
批
判
も
ま
た
、「
天
下
・

中
国
」
と
「
文
徳
」
の
古
典
的
言
説
編
制
を
規
範
的
な
準
拠
枠
と
し
て
内
在
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、「
偏
安
」
や
「
割
拠
」
の
か
ど

で
治
者
の
「
失
徳
」
や
「
不
徳
」
を
論
難
す
る
形
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
古
く
よ
り
、「
天
下
・
中
国
」
の
歴
史
は
、「
分
」
と
「
合
」
の

反
復
と
し
て
把
握
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
「
乱
・
治
」「
衰
・
興
」
の
二
分
法
で
価
値
評
価
さ
れ）

63
（

、
第
一
章
で
述
べ
た
「
国
民

帝
国
」
を
貫
く
「
主
権
」
観
念

―
そ
し
て
後
の
相
対
論
的
「
文
化
」

―
の
よ
う
に
、「
分
」
の
局
面
を
積
極
的
に
意
義
付
け
る
思
想

を
主
流
へ
と
育
ま
な
か
っ
た
。
日
本
で
「
天
下
三
分
の
計
」
と
し
て
知
ら
れ
る
三
国
時
代
の
「
隆
中
策
」
の
よ
う
な
例
は
あ
る
が
、
後
に
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脚
色
さ
れ
た
こ
の
逸
話
も
「
統
一
」
の
た
め
の
手
段
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る）

64
（

。「
天
下
」
を
複
数
の
「
中
国
」
が
分
治
す
る
よ
う
な
事
態

は
理
念
上
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
言
説
編
制
が
、
複
数
の
「
正
統
」
主
張
の
乱
立
す
る
戦
国
時
代
に
そ
の
克
服

を
志
向
し
つ
つ
受
胎
し
、
さ
ら
に
秦
漢
両
代
の
統
一
の
現
実
の
中
で
「
大
一
統
」
理
念
の
上
書
き
を
経
た
こ
と
を
思
え
ば
当
然
の
論
理
的

帰
結
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
「
化
」
の
政
治
思
想
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
方
向
性
は
、「
夷
」
の
「
華
」
へ
の
「
同
化
」

（
あ
る
い
は
「
漢
化
」
や
「
華
化
」）
を
是
と
し
、「
夷
」
の
「
華
」
か
ら
の
「
分
化
」（
あ
る
い
は
「
華
」
の
「
夷
」
へ
の
い
わ
ば
「
夷
化
」）

を
非
と
す
る
、
す
な
わ
ち
「
用
夏
変
夷
」（『
孟
子
』
滕
文
公
上
）
で
あ
る
。
こ
の
法
則
が
通
じ
な
い
「
夷
」
に
対
し
て
は
、「
天
下
」
の
外
、

「
文
徳
教
化
」
の
射
程
外
た
る
「
化
外
」
と
し
て
相
手
に
し
な
い
か
、
必
要
に
応
じ
て
征
服
の
対
象
と
み
な
す）

65
（

。
こ
う
し
て
、「
中
国
」
は
、

「
天
下
」
に
並
び
立
つ
も
の
の
な
い
「
天
朝
」
で
あ
り
、
唯
一
正
統
な
る
「
文
徳
」
の
発
信
源
と
し
て
自
ら
を
定
義
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

「
中
国
」
の
射
程
の
限
界
と
多
元
型
統
治

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
「
天
下
・
中
国
」
の
自
意
識
が
、「
四
夷
」
と
名
付
け
ら
れ
た
諸
族
の
側
か
ら
常
に
承
認
さ
れ
、
そ
の
「
文
徳
」

が
彼
ら
か
ら
自
発
的
に
歓
迎
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
唯
一
の
「
天
下
」
に
組
み
せ
ず
、「
中
華
」
の
優
越
性
や
中
心
性
を
認
め
な

い
近
隣
大
国
は
常
に
存
在
し
、「
非
漢
字
圏
」
を
な
し
た
。「
カ
ガ
ン
」「
カ
ア
ン
」「
ハ
ー
ン
」（
漢
語
で
「
可
汗
」
な
ど
と
表
記
）
と
い
う
、

漢
語
の
「
皇
帝
」
に
匹
敵
す
る
至
高
の
称
号
を
名
乗
る
権
力
者
が
率
い
た
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
異
族
諸
国
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
そ
う
し

た
「
不
倶
戴
天
」
の
他
者
に
対
し
て
は
、
度
重
な
る
武
力
抗
争
を
重
ね
、
征
服
が
か
な
わ
な
い
場
合
や
、
そ
の
必
要
が
な
い
場
合
に
は
、「
化

外
」
と
し
て
取
り
合
わ
な
か
っ
た
。
皇
帝
の
「
文
徳
」
の
「
恩
賜
」
に
与
ら
ず
に
「
放
置
」
状
態
を
選
ん
だ
の
は
彼
ら
の
自
己
責
任
と
す

る
こ
と
で
、
観
念
世
界
に
お
い
て
自
ら
の
中
心
性
を
担
保
す
る
論
理
で
あ
る
。
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た
だ
し
、「
天
朝
」
を
自
任
す
る
「
中
華
」
の
側
で
も
、
強
大
な
他
者
に
対
し
て
は
、
前
述
の
称
号
を
漢
文
記
録
で
「
皇
帝
」
と
翻
訳

し
て
互
い
に
同
等
か
そ
れ
以
上
と
み
な
し
、
否
応
な
く
「
国
境
」
に
相
当
す
る
認
識
を
限
定
的
に
持
つ
ケ
ー
ス
も
存
在
し
た）

66
（

。
さ
ら
に
、

王
朝
の
性
格
に
よ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
「
天
下
」
の
分
裂
と
い
う
現
実
と
「
中
華
」
原
理
の
射
程
の
限
界
を
認
め
、「
非
中
華
」
的
な
統

治
様
式
を
積
極
的
に
押
し
出
す
こ
と
で
、
非
妥
協
的
な
非
中
華
圏
ま
た
は
非
漢
字
圏
を
も
包
摂
し
よ
う
と
す
る
ケ
ー
ス
が
存
在
し
た
。
そ

れ
は
、「
中
華
」
と
「
非
中
華
」
と
い
う
異
質
な
政
治
原
理
を
並
列
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
真
に
「
多
元
」
的
な
性
格
を
備
え
る
も
の
で
、

「
中
華
」
に
よ
っ
て
「
夷
狄
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
異
族
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
征
服
王
朝
」
に
広
く
見
ら
れ
る
一
大
特
徴
で
あ
る
。
前
述
の

五
胡
十
六
国
時
代
に
発
展
し
た
「
胡
漢
体
制
」
を
起
点
と
し
て
、
続
く
隋
唐
両
代
も
ま
た
「
中
国
」
の
君
主
と
「
四
夷
」
の
君
長
を
兼
任

す
る
体
制
を
一
部
継
承
し
、
大
唐
の
治
者
は
一
時
期
「
皇
帝
・
天
可
汗
」
と
い
う
二
重
称
号
を
名
乗
っ
て
い
る）

67
（

。
同
様
に
、
後
の
元
朝
（
大

元
国ウ
ル
ス）
や
清
朝
（
大
清
国グ
ル
ン）
と
い
う
代
表
的
な
「
征
服
王
朝
」
も
ま
た
、
こ
う
し
た
遊
牧
民
族
の
伝
統
を
継
承
し
た
多
元
的
統
治
を
行
っ

た）
68
（

。

　

そ
の
う
ち
清
朝
は
、
漢
人
中
心
の
領
域
に
お
い
て
「
中
華
王
朝
」
と
し
て
振
る
舞
う
一
方
で
、
北
・
西
部
を
中
心
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を

根
幹
と
す
る
「
内
陸
ア
ジ
ア
国
家
」
と
し
て
広
範
な
版
図
を
傘
下
に
収
め
た
。
前
者
は
「
中
華
十
八
省
」
を
軸
に
「
東
ア
ジ
ア
冊
封
体
制
」

ま
で
扱
う
礼
部
の
管
轄
領
域
と
し
、
後
者
は
内
陸
ア
ジ
ア
の
「
藩
部
」
を
軸
に
ロ
シ
ア
・
ネ
パ
ー
ル
ま
で
扱
う
理
藩
院
の
管
轄
領
域
と
す

る
二
元
体
制
で
あ
る）

69
（

。
そ
の
上
で
、
朝
貢
国
か
ら
な
る
「
外
臣
層
」
を
除
い
て
、
漢
人
中
心
の
中
華
十
八
省
を
「
中
国
」、
マ
ン
ジ
ュ
の

故
地
や
内
陸
ア
ジ
ア
の
「
藩
部
」
を
「
外
国
」
と
し
、
両
者
の
対
等
な
関
係
に
基
づ
く
「
中
外
一
体
」
ま
た
は
「
中
外
一
家
」
を
標
榜
し

た）
70
（

。
古
来
か
ら
の
「
多
層
一
元
」
的
な
「
天
下
＝
中
国
＋
四
夷
」
に
加
え
て
、
非
中
華
的
な
「
外
国
」
を
併
存
さ
せ
た
「
二
元
一
体
」
さ

ら
に
は
「
多
元
一
体
」
と
い
う
べ
き
構
造
へ
と
拡
張
さ
れ
、
両
者
は
「
一
視
同
仁
」
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
束
ね
ら
れ
た）

71
（

。
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た
だ
し
、
こ
う
し
た
二
元
型
ま
た
は
多
元
型
も
ま
た
「
中
華
」
を
基
軸
と
す
る
古
典
的
な
一
元
型
へ
と
移
行
す
る
傾
向
が
あ
り）

72
（

、
後
述
す

る
よ
う
に
近
代
西
洋
の
「
帝
国
」
と
の
競
合
が
強
ま
る
清
末
に
は
そ
れ
が
顕
著
に
な
る
。

「
文
徳
」
の
包
容
性
と
冊
封
体
制
の
多
面
性

　

他
方
、
一
つ
の
「
天
下
・
中
国
」
の
も
と
に
い
わ
ば
「
外
臣
層
」
を
な
し
た
周
辺
諸
国
の
一
部
は
、「
冊
封
体
制
」
を
形
作
っ
た
。
今

の
東
ア
ジ
ア
の
主
要
部
を
な
す
「
漢
字
圏
」
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
れ
が
同
心
正
方
形
状
の
「
文
徳
」
秩
序
を
構
成
す

る
一
方
で
、
周
辺
側
に
も
自
分
本
位
の
多
義
的
な
解
釈
や
思
惑
を
許
容
し
た
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
中
国
」
が
「
四
夷
」
の
能
動

的
な
服
従
を
国
内
的
な
正
統
性
や
権
威
付
け
に
用
い
る
一
方
で
、
諸
国
の
治
者
も
ま
た
「
中
国
」
と
の
関
係
を
も
っ
て
自
ら
の
威
信
や
政

治
秩
序
の
構
築
と
維
持
に
利
用
し
た）

73
（

。
さ
ら
に
、「
中
国
」
と
の
関
係
維
持
に
は
、
し
ば
し
ば
「
面
従
腹
背
」
の
実
際
が
伴
っ
た
。
こ
れ

を
可
能
に
し
た
の
は
、
前
述
し
た
「
文
徳
」
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
厳
格
な
礼
的
序
列
や
規
則
た
る
「
職
約
」
の
遵
守
を
担
保
と
し
て
、
周

辺
と
さ
れ
た
人
々
の
側
の
「
同
床
異
夢
」
や
「
同
文
異
義
」
を
放
任
す
る
よ
う
な
非
干
渉
性
や
柔
軟
性
で
あ
る）

74
（

。

　

た
だ
し
、
そ
う
し
た
諸
国
の
「
同
文
異
義
」
の
中
身
は
、「
天
下
・
中
国
」
の
古
典
的
言
説
編
制
を
根
源
的
に
批
判
す
る
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
同
様
の
論
理
を
分
有
し
、「
中
華
」
を
自
分
本
位
に
任
ず
る
縮
小
的
類
似
化
の
方
向
で
顕
現
し
た
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
前
述

し
た
「
中
華
」「
非
中
華
」
並
列
の
「
多
元
性
」
と
い
う
よ
り
、
古
典
的
な
一
元
的
世
界
観
の
枠
内
で
の
「
多
面
性
」
や
「
多
義
性
」
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
後
者
の
発
現
を
可
能
に
し
つ
つ
一
次
的
枠
組
へ
と
押
し
と
ど
め
た
の
も
ま
た
、「
文
徳
」
の
階
層
秩
序
に
お
け
る
「
華

夷
の
別
」
の
可
変
性
で
あ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
の
漢
字
圏
で
「
天
下
・
中
国
」
秩
序
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
構
築
の
傾
向
が
特
に
顕
著
と
な
っ
た
の
は
、「
華
夷
変
態
」
と
も
呼
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ば
れ
た
一
七
世
紀
の
明
清
交
替
の
後
で
あ
る
。
朝
鮮
は
、
長
ら
く
対
馬
や
ジ
ュ
シ
ェ
ン
（
女
真
）
を
「
朝
貢
」
や
「
羈
縻
」
の
枠
組
で
捉

え
て
お
り
、
強
大
化
し
て
い
く
ジ
ュ
シ
ェ
ン
が
対
等
な
兄
弟
関
係
、
さ
ら
に
君
臣
関
係
を
強
要
し
て
か
ら
は
、
明
朝
の
「
正
統
」
を
継
承

す
る
「
小
中
華
意
識
」
を
強
化
し
て
い
く

―
ジ
ュ
シ
ェ
ン
は
一
六
三
五
年
か
ら
「
マ
ン
ジ
ュ
」（
満
洲
）
を
自
称
す
る
一
方
、
朝
鮮
は
「
オ

ラ
ン
ケ
」
と
蔑
ん
だ）

75
（

。
ベ
ト
ナ
ム
は
一
五
世
紀
後
半
か
ら
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
海
岸
平
野
沿
い
に
「
南
進
」
を
行
っ
て
き
た
が
、
一
八
世

紀
に
は
メ
コ
ン
・
デ
ル
タ
を
掌
握
し
各
地
の
異
族
に
対
し
て
自
分
本
位
の
「
天
下
・
中
国
」
秩
序
を
構
築
、
さ
ら
に
一
九
世
紀
の
阮
朝
は

清
朝
以
外
の
対
外
関
係
で
「
大
南
国
皇
帝
」
を
自
称
し
、
す
べ
て
「
朝
貢
」
と
し
て
処
理
し
た）

76
（

。
一
方
、
日
本
は
清
朝
中
心
の
「
天
下
・

中
華
」
秩
序
自
体
に
再
編
入
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
琉
球
、
蝦
夷
地
（
ア
イ
ヌ
）、
朝
鮮
、
オ
ラ
ン
ダ
、
そ
し
て
清
朝
（
商
人
な
ど
の
私
人
）

な
ど
と
の
交
際
や
交
易
に
対
し
、「
皇
国
」
の
武
威
に
対
す
る
「
朝
貢
」
と
し
て
扱
う
「
日
本
型
華
夷
意
識
」
を
醸
成
し
た
（「
皇
国
」
に

つ
い
て
は
後
述）

77
（

）。
各
国
は
、
表
向
き
清
朝
中
心
の
「
冊
封
体
制
」
の
朝
貢
国
（
日
本
は
体
制
外
の
互
市
国
）
と
し
て
振
る
舞
い
つ
つ
も
、

そ
れ
ぞ
れ
が
「
中
華
」
た
る
意
識
に
お
い
て
、
清
朝
と
対
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
と
い
う
矜
持
を
強
め
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
自
分
本
位
の
解
釈
に
対
し
、
清
朝
は
、
自
ら
へ
の
直
接
の
挑
戦
で
な
い
限
り
、
そ
れ
を
共
有
せ
ず
に
放
置
し
た
。
今
に
い
う

「
民
族
」
的
出
自
よ
り
も
「
文
徳
」
の
存
否
に
よ
っ
て
華
夷
を
区
別
す
る
の
は
、
周
辺
諸
国
の
異
族
が
依
拠
し
、
ま
た
自
ら
夷
狄
視
さ
れ

た
清
朝
の
支
配
者
た
る
マ
ン
ジ
ュ
も
強
調
し
た
古
代
以
来
の
「
古
典
的
」
な
「
天
下
・
中
国
」
の
論
理
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る）

78
（

。
た
だ
し
、

こ
の
時
期
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
動
す
る
西
洋
諸
帝
国
と
の
接
触
領
域
の
拡
張
を
一
要
因
と
し
て
、
化
外
の
「
蕃
人
」
な
ど
に
対
す
る

「
人
種
」
言
説
と
い
う
べ
き
差
別
的
表
象
が
色
濃
く
現
れ
始
め
て
い
た
点
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る）

79
（

。

　

第
二
章
第
２

節
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
よ
う
。
戦
国
秦
漢
期
に
成
立
し
た
「
中
国
」
の
政
治
原
理
は
、「
天
下
」
の
分
裂
と
い
う
現

実
に
お
い
て
、
そ
の
実
効
的
な
射
程
の
限
界
を
露
呈
し
、
ま
た
今
に
い
う
「
民
族
」
を
基
軸
と
す
る
内
向
的
・
排
他
的
性
格
を
強
め
る
な
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ど
、「
近
世
」
的
転
回
を
遂
げ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、「
天
下
」
の
外
臣
層
た
る
漢
字
圏
諸
国
の
「
小
中
華
」
意
識
と
い
う
「
同

床
異
夢
」「
同
文
異
義
」
に
直
接
干
渉
し
な
い
な
ど
、「
文
徳
」
の
包
摂
性
に
支
え
ら
れ
た
多
様
性
や
多
面
性
を
重
要
な
特
徴
と
し
て
失
う

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、「
中
国
」
の
正
統
性
が
、「
四
夷
」
の
「
自
発
」
的
服
従
と
い
う
体
面
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。「
天
下
・

中
国
」
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
弾
力
性
の
あ
る
柔
ら
か
い
専
制
と
い
う
べ
き
性
格
が
自
己
正
統
化
に
と
っ
て
不
可
欠
か
つ
有
効

で
あ
り
続
け
た
点
は
改
め
て
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
「
中
国
」
の
中
心
性
・
優
越
性
に
基
づ
く
厳
格
な
階

層
性
や
序
列
性
と
背
中
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
序
列
に
応
じ
た
「
朝
貢
」
の
礼
的
規
則
は
絶
対
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
無
視
し
た
「
中
華
」
と

の
関
係
維
持
は
許
容
さ
れ
ず
、
事
実
そ
れ
に
反
し
た
場
合
は
武
力
に
よ
る
制
裁
す
な
わ
ち
「
討
伐
」
の
対
象
に
な
り
得
た
。「
天
下
」
の

外
臣
層
の
「
四
夷
」
に
許
さ
れ
た
の
は
、
い
わ
ば
「
同
床
」
を
条
件
に
許
さ
れ
る
「
異
夢
」、「
同
文
」
を
前
提
と
し
た
「
異
義
」
の
枠
内

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
両
面
性
を
押
さ
え
ず
に
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
を
過
大
に
評
価
ま
た
は
批
判
す
る
の
は
片
手
落
ち
で

あ
る
。「
中
国
」
の
歴
史
上
、
そ
の
支
配
的
な
言
説
編
制
を
真
に
相
対
化
し
た
「
多
元
」
的
な
統
治
は
、
征
服
王
朝
の
元
朝
や
清
朝
な
ど

が
採
用
し
た
二
元
的
な
分
離
体
制
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、「
天
下
」
の
外
臣
層
の
範
域
に
お
い
て
条
件
付
き
で
許
さ

れ
た
「
多
様
性
」
や
「
多
面
性
」
を
超
え
て
、
世
界
観
や
国
家
観
の
審
級
で
異
質
な
「
非
中
華
」
的
言
説
編
制
を
併
存
さ
せ
た
「
多
元
一

体
」
と
い
う
べ
き
政
策
が
実
施
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

◆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◆

　

や
や
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
本
章
の
後
半
に
移
る
前
に
、
前
半
ま
で
の
内
容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
戦
国
秦
漢
期
に
古
典
形
成
を
な

し
た
「
天
下
」「
中
国
」
観
念
は
、
互
い
に
不
断
に
膨
張
的
一
体
化
す
る
傾
向
を
帯
び
た
政
治
秩
序
の
表
象
で
あ
り
、
こ
う
し
た
運
動
を

促
す
「
文
徳
」
を
基
軸
に
〈
中
華
知
〉
と
い
う
べ
き
言
説
編
制
の
根
幹
を
な
す
。「
中
国
」
は
、「
天
下
」
に
お
け
る
自
己
の
唯
一
正
統
性
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を
立
証
す
る
た
め
に
、
そ
の
他
者
・
外
部
・
周
縁
た
る
「
四
夷
」
の
存
在
と
そ
の
服
従
の
「
能
動
性
」
担
保
を
必
要
不
可
欠
と
し
、
そ
の

意
味
で
原
初
的
に
包
摂
性
と
多
面
性
を
特
徴
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
中
国
」
の
優
越
性
・
中
心
性
を
不
動
の
原
則
と
し
、
そ
れ
に

従
う
こ
と
を
交
換
条
件
と
し
て
、「
四
夷
」
の
周
縁
的
な
自
律
性
を
容
認
し
、
過
多
な
他
者
性
と
外
部
性
を
解
毒
し
つ
つ
自
体
内
へ
と
取4

り
込
む

4

4

4

。
逆
に
、
そ
の
原
則
に
従
わ
な
い
「
不
倶
戴
天
」
の
他
者
に
つ
い
て
は
、
終
始
「
異
邦
異
俗
」
の
ま
ま
「
天
下
」
の
外
に
あ
る
も

の
、
す
な
わ
ち
「
化
外
」
と
し
て
取
り
合
わ
な
い

4

4

4

4

4

4

（
た
だ
し
「
非
中
華
」
的
な
政
治
原
理
を
併
用
し
た
多
元
型
王
朝
の
場
合
は
、
そ
の
一

部
を
も
「
外
国
」
な
ど
と
し
て
包
み
込
む
）。「
天
下
・
中
国
」
秩
序
に
お
い
て
、「
四
夷
」
は
「
中
国
」
の
他
者
で
あ
り
つ
つ
も
、「
文
徳
」

の
度
合
い
に
よ
っ
て
「
中
国
」
の
一
部
に
転
身
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
自
己
と
他
者
、
包
摂
と
自
律
と
い
っ
た
異
な
る
諸
相
が
、

「
矛
盾
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
階
層
付
け
ら
れ
つ
つ
共
存
し
て
「
連
言
」
の
様
相
を
呈
す
る
の
が
〈
中
華
知
〉
の
特
徴
の
一

つ
と
な
る
。
一
方
、「
中
国
」
が
「
四
夷
」
に
化
す
る
こ
と
は
非
と
さ
れ
、
ま
た
「
天
下
」
の
分
裂
や
「
中
国
」
の
縮
小
は
「
失
徳
」
や
「
不

徳
」
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
る
。
以
上
の
特
徴
は
、
帝
国
の
〈
近
代
知
〉
が
、
独
立
し
た
主
権
国
家
を
固
有
性
と
尊
厳
性
の
不
可
侵
な

単
位
と
み
な
し
、
そ
の
平
等
な
相
互
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
世
界
を
描
く
一
方
で
（
物
的
世
界
観
）、「
世
界
・
帝
国
」

秩
序
の
実
際
に
お
い
て
、「
文
明
」
の
実
践
を
も
っ
て
し
て
も
「
西
洋
」
へ
の
仲
間
入
り
の
十
分
条
件
に
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
状
況
と

基
底
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
中
国
」
と
「
帝
国
」
の
言
説
編
制
レ
ベ
ル
で
の
差
異
は
、
両
者
が
本
格
的
に
出
会
う
漢
字
圏
の

一
九
世
紀
を
大
き
く
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

１　

本
稿
は
台
湾
の
行
政
院
国
家
科
学
委
員
会
の
個
人
研
究
助
成
テ
ー
マ
「
東
亞
的
殖
民
現
代
性
、
錄
音
文
化
與
音
樂
聯
結
（
三
）」（M

O
ST

104-

2410-H
-002-185-M

Y
2

）
の
成
果
の
一
部
を
な
す
。
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２　

本
稿
で
は
表
題
等
で
「
国
民
帝
国
」「
中
華
帝
国
」
に
あ
わ
せ
て
「
日
本
帝
国
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、「（
植
民
地
）
帝
国
日
本
」
と

い
う
分
析
概
念
の
方
が
人
口
に
膾
炙
し
て
お
り
、
本
文
で
も
後
者
を
広
く
採
用
し
て
い
る
（
日
本
が
初
め
て
外
交
文
書
で
「
帝
国
」
を
自
称
し
た
際

の
用
語
で
も
あ
る
）。
本
稿
の
狙
い
の
一
つ
は
、
そ
こ
に
い
う
「
帝
国
」
に
、
西
洋
的
な
「
帝
国
」
の
外
、
歴
史
的
な
「
中
国
」
や
近
世
以
来
の
「
皇

国
」
に
関
わ
る
複
数
の
言
説
編
制
が
折
り
重
な
っ
て
い
る
点
を
探
求
し
、
近
代
主
義
的
な
響
き
を
持
つ
既
存
の
「
帝
国
日
本
」
論
を
再
検
討
す
る
点

に
あ
る
。
そ
れ
で
も
同
概
念
を
継
続
し
て
用
い
る
の
は
、
未
だ
適
当
か
つ
簡
潔
な
代
案
が
思
い
当
た
ら
な
い
状
況
で
の
次
善
策
で
あ
る
。「
国
民
帝
国
」

「
中
華
帝
国
」
な
る
用
語
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
章
、
第
二
章
で
改
め
て
論
じ
る
。

３　

拙
稿
「
東
ア
ジ
ア
の
文
書
権
力
と
音
声
メ
デ
ィ
ア
の
植
民
地
近
代
的
編
制

―
漢
文
脈
の
政
治
文
化
と
帝
国
日
本
の
朝
鮮
レ
コ
ー
ド
検
閲
」（『
東

洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
五
冊
、
二
〇
一
四
年
、
一
〜
一
二
二
頁
）
で
述
べ
た
議
論
、
特
に
「
文
書
権
力
」
や
「
漢
文
脈
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
と
い
っ

た
概
念
で
分
節
化
を
試
み
た
問
題
意
識
の
発
展
で
あ
る
。「
植
民
地
近
代
」
研
究
の
一
端
に
つ
い
て
は
同
論
文
の
注
128
参
照
。

４　

こ
こ
で
は
方
法
論
の
議
論
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。
一
般
に
言
説
分
析
は
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
に
負
う
と
こ
ろ
の
大
き
い
分
析
装
置
だ
が

（
こ
こ
に
い
う
言
説
編
制
も
「form
ation discursive

」
の
訳
語
の
一
つ
で
あ
る
）、
本
稿
の
事
例
に
つ
い
て
よ
り
直
接
的
に
関
連
が
深
い
の
は
、
日

本
思
想
史
に
お
け
る
「
主
体
」
に
関
す
る
小
林
敏
明
の
分
析
方
法
で
あ
る
（『〈
主
体
〉
の
ゆ
く
え

―
日
本
近
代
思
想
史
へ
の
一
視
角
』
講
談
社
選

書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
〇
年
）。
小
林
は
、
例
え
ば
戦
前
の
京
都
学
派
の
思
想
に
お
い
て
「
主
体
」「
身
体
」「
国
体
」
が
互
い
に
結
び
つ
い
た
事
例
を

取
り
上
げ
、
そ
れ
が
シ
ニ
フ
ィ
エ
す
な
わ
ち
意
味
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、「
初
め
か
ら
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
自
体
に
共
通
性
や
類
似
性
が
与
え
ら
れ

て
い
る
と
、
そ
こ
に
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
ど
う
し
の
自
動
的
な
連
動
関
係
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
互
い
に
引
き
合
う
と
言
っ
て

も
よ
い
。
極
端
な
場
合
に
は
、
意
味
づ
け
へ
の
努
力
が
な
く
と
も
、
い
わ
ば
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
自
動
症
的
連
鎖
反
応
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
間
の
連

関
が
あ
た
か
も
自
明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
作
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
」（
一
四
頁
）
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、「
こ
の
身
体
と
か
本
体
（
実
体
）

の
意
味
を
も
っ
た
漢
字
が
組
み
こ
ま
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
が
命
名
さ
れ
る
と
、
そ
の
言
葉
に
も
自
ず
と
漢
字
の
原
義
が
く
わ
わ
り
、
そ
こ
に
必

ず
し
も
西
洋
の
言
語
に
は
な
か
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付
け
く
わ
わ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。（
略
）
日
本
思
想
史
上
に
お
い
て
そ
う
し
た
事
態
が
た
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び
た
び
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
西
洋
語
に
は
還
元
で
き
な
い
日
本
語
（
な
い
し
は
漢
語
）
と
い
う
言
語
シ
ス
テ
ム
に
特
有
な
現
象
だ
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
一
五
頁
）
と
し
な
が
ら
、「
漢
語
」
と
い
う
問
題
系
に
注
意
を
促
す
。
他
に
も
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
語
呂
合
わ
せ
」（
一
三
〇
頁
）、

「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
遊
戯
的
飛
躍
」（
一
四
八
頁
）
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
つ
つ
、
概
念
同
士
の
相
互
関
係
の
レ
ベ
ル
に
関
心
を
喚
起
す
る
。

　
　

本
稿
は
こ
う
し
た
小
林
の
議
論
に
示
唆
を
受
け
つ
つ
も
幾
つ
か
の
点
で
強
調
点
や
方
向
性
を
異
に
す
る
。
ま
ず
、
本
稿
は
現
実
の
権
力
関
係
や
社

会
構
造
と
言
説
と
の
関
係
を
重
視
す
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
社
会
的
文
脈
に
お
け
る
非
言
説
的
な
権
力
作
用
の
力
学
な
し
に
、
例
え
ば
「
国
体
」
と

い
う
概
念
が
、
純
粋
に
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
戯
れ
」
と
し
て
の
み
「
主
体
」
に
結
び
付
く
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
（「
考
古
学
」
か
ら
「
系

譜
学
」
へ
と
移
行
す
る
中
で
フ
ー
コ
ー
が
再
考
す
る
に
至
っ
た
、
現
実
に
対
す
る
「
言
説
の
自
律
性
」
問
題
で
あ
る
）。
次
に
、
本
稿
で
は
帝
国
と

文
明
・
文
化
の
考
察
に
際
し
て
「
理
想
」
と
い
う
審
級
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
言
説
が
、
現
実
を
追
認
し
仮
装
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
レ

ト
リ
ッ
ク
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
表
象
す
る
理
想
の
審
級
か
ら
現
実
を
逆
照
射
し
批
判
す
る
原
理
的
論
拠
と
も
機
能
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

言
説
が
現
実
を
直
接
変
え
る
と
い
う
よ
り
、
言
説
に
よ
っ
て
主
体
化
さ
れ
た
人
間
の
行
為
が
現
実
を
変
革
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
行
為
が
非
媒
介
的

な
現
実
認
識
と
い
う
よ
り
し
ば
し
ば
当
の
認
識
を
可
能
に
す
る
理
念
や
理
想
に
基
づ
く
こ
と（
い
わ
ゆ
る
観
察
の
理
論
負
荷
性
）、と
い
っ
た
視
座
は
、

理
念
と
現
実
の
乖
離
の
極
大
化
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
植
民
地
の
状
況
を
理
解
す
る
上
で
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
。
こ
う
し
て
本

稿
は
、
理
想
・
言
説
・
現
実
と
い
う
三
つ
の
審
級
を
導
入
し
、
現
実
に
よ
る
言
説
の
被
規
定
性
と
言
説
に
よ
る
現
実
の
改
変
可
能
性
の
両
面
、
さ
ら

に
言
説
に
よ
る
理
想
の
喚
起
機
能
や
理
想
・
現
実
間
の
媒
介
作
用
な
ど
を
射
程
に
入
れ
る
。最
後
に
、小
林
も
ま
た「
漢
語
」の
問
題
系
に
触
れ
た
が
、

そ
の
射
程
は
主
に
日
本
語
や
日
本
近
代
の
範
域
に
留
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
圏
に
お
け
る
思
想
連
鎖
の
問
題
へ
と

議
論
を
展
開
す
る
。

５　

植
民
地
研
究
に
お
け
る
被
治
者
の
「
夢
」
と
い
う
次
元
を
改
め
て
喚
起
し
、
そ
の
探
求
を
主
題
化
し
た
の
は
、
駒
込
武
『
世
界
史
の
な
か
の
台
湾

植
民
地
支
配

―
台
南
長
老
教
中
学
校
か
ら
の
視
座
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
で
あ
る
。「
潜
在
的
な
可
能
性
の
う
ち
に
存
在
し
た
夢
の
次
元

を
射
程
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
植
民
地
主
義
を
め
ぐ
る
攻
防
が
見
え
に
く
い
と
い
う
事
情
が
存
在
す
る
」（
六
頁
）、「
現
実
に
お
い
て
多
く
の
苦
難
を
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背
負
わ
さ
れ
た
構
造
的
弱
者
た
ち
の
夢
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
重
要
で
あ
る
」（
七
頁
）
と
い
っ
た
駒
込
の
指
摘
は
、
特
に
台
湾
を
念
頭
に
置
い
た

も
の
だ
が
、
植
民
地
研
究
一
般
に
敷
衍
し
う
る
重
要
な
洞
察
で
あ
る
。

６　

拙
稿
「
文
明
の
思
想

―
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
の
胎
動
」「
文
化
の
思
想

―
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
の
転
生
」、
小
林
真
理
編
『
文
化
政

策
と
い
う
思
想
』（
シ
リ
ー
ズ
「
文
化
政
策
学
の
現
在
」
第
一
巻
）
東
京
大
学
出
版
会
、
近
日
刊
行
予
定
。

７　

西
川
長
夫
「
文
明
と
文
化

―
そ
の
起
源
と
変
容
」『
増
補
国
境
の
超
え
方

―
国
民
国
家
論
序
説
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
五
四
頁
。
国

民
国
家
時
代
の
文
明
・
文
化
論
に
関
し
て
は
、
特
に
西
川
長
夫
の
一
連
の
論
考
を
批
判
的
に
継
承
・
参
照
し
て
い
る
。
西
川
の
理
論
的
な
意
義
の
一

つ
は
、
文
明
・
文
化
概
念
を
相
補
的
な
一
対
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
普
遍
・
平
等
・
進
歩
の
原
理
、
差
異
・
自
律
・
伝
統
の
原

理
と
し
て
系
統
的
に
整
理
し
た
点
に
あ
る
。
た
だ
し
、
西
川
の
批
判
的
思
考
に
は
、
①
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
を
国
民
国
家
の
派
生
的
問
題
と
し

て
後
者
へ
と
還
元
す
る
傾
向
、
②
文
明
・
文
化
の
支
配
言
説
と
し
て
の
性
格
に
傾
注
し
て
被
植
民
者
に
と
っ
て
の
対
抗
言
説
の
側
面
を
軽
視
す
る
傾

向
、
③
漢
字
圏
の
「
文
」
の
伝
統
に
対
す
る
汎
地
域
史
的
な
考
察
を
欠
い
た
西
洋
近
代
主
義
的
な
傾
向
な
ど
が
見
ら
れ
、
本
稿
は
こ
れ
ら
の
克
服
を

企
図
し
て
い
る
。

８　

こ
こ
に
い
う
「
物
的
世
界
観
」
は
、
廣
松
渉
が
、
物
象
化
さ
れ
た
「
実
体
」
を
基
礎
と
し
て
「
全
体
」
を
構
成
し
よ
う
と
企
図
す
る
近
代
的
認
識

論
の
特
徴
と
し
て
摘
出
し
た
概
念
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
廣
松
は
そ
れ
に
対
し
て
「
関
係
の
第
一
次
性
」
を
前
提
と
す
る
「
事
的
世
界
観
」
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
。
手
際
よ
い
概
説
は
、
小
林
敏
明
『
廣
松
渉

―
近
代
の
超
克
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
五
年
﹇
二
〇

〇
七
年
﹈）、
特
に
六
三
〜
七
一
頁
参
照
。

９　

詳
細
は
拙
稿
前
掲
「
文
化
の
思
想

―
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
の
転
生
」
参
照
。

10　

山
室
信
一
「『
国
民
帝
国
論
』
の
射
程
」、
山
本
有
造
編
『
帝
国
の
研
究

―
原
理
・
類
型
・
関
係
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
八
九
頁
。

定
義
は
「
主
権
国
家
体
系
の
下
で
国
民
国
家
の
形
態
を
採
る
本
国
と
異
民
族
・
遠
隔
支
配
地
域
か
ら
成
る
複
数
の
政
治
空
間
を
統
合
し
て
い
く
統
治

形
態
」
で
あ
る
。
山
室
は
さ
ら
に
、
第
一
テ
ー
ゼ
＝
世
界
帝
国
と
国
民
国
家
の
拡
張
か
つ
否
定
と
い
う
矛
盾
、
第
二
テ
ー
ゼ
＝
基
盤
が
私
的
経
営
体
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か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
へ
と
転
化
、
第
三
テ
ー
ゼ
＝
諸
帝
国
の
競
争
・
共
存
体
制
、
第
四
テ
ー
ゼ
＝
本
国
と
支
配
地
域
の
格
差
原
理
と
統
合
原
理

に
基
づ
く
異
法
域
結
合
、
と
い
っ
た
よ
り
緻
密
な
特
徴
付
け
を
行
っ
て
い
る
。
山
室
の
最
新
の
国
民
帝
国
論
は
、「
国
民
帝
国
の
編
成
と
空
間
学
知

の
機
能

―
日
本
の
帝
国
形
成
を
め
ぐ
っ
て
」（
宇
山
智
彦
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
近
代
帝
国
と
現
代
世
界
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

そ
こ
で
は
、
第
五
テ
ー
ゼ
＝
旧
植
民
地
は
独
立
後
に
国
民
国
家
と
い
う
形
式
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
第
六
テ
ー
ゼ
＝
帝
国
へ
の
抵
抗
・
独
立

の
運
動
も
ま
た
跨
境
的
連
携
を
必
要
と
し
た
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
ゼ
が
加
え
ら
れ
て
い
る
（
二
七
頁
）。

11　

酒
井
哲
哉
「『
帝
国
秩
序
』
と
『
国
際
秩
序
』
―
植
民
政
策
学
に
お
け
る
媒
介
の
論
理
」『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。

12　

駒
込
武
前
掲『
世
界
史
の
な
か
の
台
湾
植
民
地
支
配
』六
三
頁
。イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
研
究
に
お
け
る
宣
教
事
業
に
お
け
る
心
性
分
析
の
引
用
で
あ
る
。

植
民
地
支
配
の
現
実
と
そ
の
合
理
化
の
矛
盾
、
そ
れ
に
対
す
る
「
良
心
」
の
呵
責
に
起
因
す
る
論
争
は
、
一
六
世
紀
以
来
の
「
新
大
陸
」
の
「
発
見
」

当
初
か
ら
記
録
さ
れ
て
い
る
。Im

m
anuel W

allerstein, E
uropean U

niversalism
: T

he R
hetoric of Pow

er

（N
ew

 York: T
he N

ew
 Press, 2006

）

の
特
に
第
一
章
参
照
。

13　

小
熊
英
二
『〈
日
本
人
〉
の
境
界

―
沖
縄
・
ア
イ
ヌ
・
台
湾
・
朝
鮮
：
植
民
地
支
配
か
ら
復
帰
運
動
ま
で
』（
新
曜
社
、
一
九
九
八
年
）
の
第
七

章
「
差
別
即
平
等

―
植
民
地
政
策
学
と
人
種
主
義
」、
拙
稿
前
掲
「
文
明
の
思
想

―
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
の
胎
動
」
参
照
。

14　

池
田
嘉
郎
「
第
一
次
世
界
大
戦
と
帝
国
の
遺
産

―
自
治
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（
宇
山
智
彦
編
著
前
掲
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
近
代
帝
国
と
現
代
世
界
』

一
四
七
〜
一
六
八
頁
）、
浅
野
豊
美
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制

―
法
域
統
合
と
帝
国
秩
序
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
の
第
Ⅳ
編

な
ど
参
照
。

15　

拙
稿
前
掲
「
文
化
の
思
想

―
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
の
転
生
」。

16　

山
中
速
人
「
朝
鮮
『
同
化
政
策
』
と
社
会
学
的
同
化
」（
上
・
下
）（『
関
西
学
院
大
学
社
会
学
部
紀
要
』
四
五
・
四
六
号
、
一
九
八
二
・
八
三
年
）、

駒
込
武
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
文
化
統
合
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）、
小
熊
英
二
前
掲
『〈
日
本
人
〉
の
境
界
』、
山
本
有
造
「
植
民
地
統
治
に

お
け
る
『
同
化
主
義
』
の
構
造

―
山
中
モ
デ
ル
の
批
判
的
検
討
」（『
人
文
學
報
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）』
第
八
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
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五
七
〜
七
三
頁
）、
陳
培
豊
『「
同
化
」
の
同
床
異
夢

―
日
本
統
治
下
台
湾
の
国
語
教
育
史
再
考
』（
三
元
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
な
ど
。

17　

も
と
も
と
山
中
速
人
の
同
上
論
文
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
同
様
の
図
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
性
や
妥
当
性
に
つ
い
て
少
な
か
ら
ぬ
議
論
が
重

ね
ら
れ
て
き
た
。
早
く
よ
り
駒
込
武
は
、
そ
れ
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
主
流
社
会
へ
の
統
合
と
い
う
前
提
を
引
き
ず
り
、
も
と
よ
り
植
民
地
の
「
独
立
」

を
含
ま
な
い
と
い
っ
た
四
つ
の
修
正
・
補
足
点
を
指
摘
し
つ
つ
援
用
の
方
途
を
示
す
一
方
（
同
上
書
、
一
七
〜
一
八
頁
）、
小
熊
英
二
は
、
法
制
・

文
化
両
軸
の
区
別
の
曖
昧
性
や
、
個
々
の
論
調
に
現
れ
る
「
揺
れ
」
な
ど
、
む
し
ろ
図
式
上
に
固
着
・
分
類
さ
れ
得
な
い
現
実
や
欲
望
の
分
析
的
意

義
を
批
判
的
に
強
調
し
た
（
同
上
書
、
六
四
八
〜
六
五
〇
頁
、
六
六
〇
頁
）。
山
本
有
造
は
、
駒
込
の
指
摘
も
踏
ま
え
た
上
で
、
山
中
モ
デ
ル
に
分

析
用
語
の
変
更
や
横
軸
の
左
右
反
転
と
い
っ
た
改
良
を
加
え
て
い
る
（
同
上
論
文
、
六
六
〜
六
七
頁
）。
一
方
、
陳
培
豊
は
、
む
し
ろ
前
述
の
西
川

長
夫
の
文
明
・
文
化
論
に
基
づ
き
つ
つ
、
帝
国
史
よ
り
も
台
湾
史
の
主
体
性
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
四
象
限
図
に
現
れ
る
諸
ベ
ク
ト
ル
の
う
ち
「
文

明
へ
の
同
化
」「
民
族
（
文
化
）
へ
の
同
化
／
か
ら
の
異
化
」
に
特
化
し
た
枠
組
を
採
用
し
た
（
同
上
書
、
二
四
〜
三
一
頁
）。
以
上
の
よ
う
な
議
論
は
、

こ
こ
し
ば
ら
く
停
滞
も
く
し
は
忘
却
の
状
態
に
あ
る
が
、
そ
の
一
因
と
し
て
、
当
図
式
が
植
民
政
策
一
般
に
関
わ
る
分
析
射
程
を
持
つ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
帝
国
日
本
の
「
同
化
」
政
策
と
い
う
枠
内
で
限
定
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
稿
は
「
国
民
帝
国
」
時
代
の
植
民
政
策
の

言
説
空
間
表
象
に
関
わ
る
一
般
問
題
と
し
て
、
改
め
て
そ
の
考
察
の
重
要
性
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
出
発
点
と
し
て
、
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
に

あ
っ
て
、
前
述
の
「
独
立
」
と
は
、
あ
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
自
ら
を
直
交
座
標
系
の
主
体
と
し
て
四
象
限
図
を
構
築
・
所
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
優

位
の
他
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
図
式
の
内
部
に
は
定
位
さ
れ
得
な
い
。

18　

拙
稿
前
掲
「
文
化
の
思
想

―
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
の
転
生
」
参
照
。

19　

念
頭
に
あ
る
の
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
議
論
し
た
国
民
国
家
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
論
で
あ
る
。
山
室
信
一
は
、
文
明
・
文
化
概
念
を

人
種
・
民
族
概
念
と
の
相
関
に
お
け
る
「
思
想
基
軸
」
と
し
て
考
察
し
た
が
（『
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア

―
基
軸
・
連
鎖
・
投
企
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
一
年
）、
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
と
い
う
課
題
に
照
準
し
た
議
論
で
あ
り
、
自
ら
提
起
し
た
国
民
帝
国
論
と
の
関
連
性
は
焦
点
化
さ
れ
て

い
な
い
。
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20　

R
am

on H
. M

yers and M
ark R

. Peattie eds., T
he Japanese C

olonial E
m

pire, 1895-1945

（Prinston U
niversity Press, 1987

）, 6-15

参

照
。
同
書
と
の
重
複
を
含
む
マ
ー
ク
・
ピ
ー
テ
ィ
ー
・
浅
野
豊
美
訳
『
植
民
地

―
二
〇
世
紀
日
本
帝
国
五
〇
年
の
興
亡
』（
読
売
新
聞
社
、
一
九

六
六
年
）
に
も
「
特
殊
例
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
二
三
〜
三
九
頁
）。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
西
洋
人
読
者
を
想
定
し
て
日
本
の
諸
事
情
へ
の
「
理

解
」
を
促
す
自
省
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
帝
国
日
本
の
「
特
殊
性
」
言
説
と
西
洋
帝
国
主
義
批
判
の
西
洋
中
心
主
義
と
の
共
犯
に

つ
い
て
の
批
判
は
、Leo C

hing, B
ecom

ing 

“Japanese

”: C
olonial T

aiw
an and the Politics of Identity Form

ation

（U
niversity of C

alifornia 

Press, 2001

）
の
イ
ン
ト
ロ
参
照
。

21　

例
え
ば
、
駒
込
武
は
、
日
本
を
「
軽
蔑
さ
れ
た
帝
国
」
と
み
な
す
一
部
英
国
人
宣
教
師
の
言
辞
に
、「
白
人
」
中
心
の
文
明
の
秩
序
か
ら
の
視
線

に
加
え
て
、
伝
統
的
な
華
夷
意
識
に
基
づ
く
士
紳
層
の
思
い
を
代
弁
す
る
（
と
同
時
に
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
障
害
と
も
み
な
す
）
視
線
が
入

り
混
じ
っ
て
い
た
事
実
を
看
取
し
て
い
る
（
前
掲
『
世
界
史
の
な
か
の
台
湾
植
民
地
支
配
』
第
二
章
、
特
に
一
〇
四
〜
一
〇
五
頁
）。
こ
こ
で
駒
込

は
後
者
の
問
題
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
が
、
西
洋
帝
国
と
中
華
帝
国
に
よ
っ
て
日
本
帝
国
が
二
重
に
「
軽
蔑
」
さ
れ
る

と
い
う
重
畳
的
な
文
明
秩
序
の
帝
国
性
に
対
す
る
指
摘
で
も
あ
る
。

22　

明
治
期
以
降
を
「
近
代
」
と
み
な
す
の
は
、
明
治
維
新
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
比
し
、
天
皇
制
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
憲
君
主
制
に
な
ら
っ
た
制
度
と

み
な
す
よ
う
な
比
較
の
視
座
が
基
礎
に
あ
る
。
鈴
木
貞
美
『
近
代
の
超
克

―
そ
の
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
』
作
品
社
、
二
〇
一
五
年
、
二
六
〜
五
五
頁
。

23　

駒
込
武
前
掲
『
世
界
史
の
な
か
の
台
湾
植
民
地
支
配
』
第
二
章
。
こ
こ
で
は
伊
藤
博
文
や
後
藤
新
平
ら
に
照
準
し
つ
つ
特
に
台
湾
に
お
け
る
英
国

要
因
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
文
力
」
と
い
っ
た
概
念
は
福
沢
諭
吉
の
用
語
法
で
あ
る
（
井
上
角
五
郎
『
福
沢
先
生
の
朝
鮮
御
経
営
と
現
代
朝
鮮
の

文
化
と
に
就
い
て
』
同
著
書
発
行
、
一
九
三
四
年
、
九
、
四
七
頁
）。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
「
文
力
」
の
強
調
は
、
ピ
ー
テ
ィ
が
日
本
の
帝
国
主
義

の
「
特
殊
性
」
の
筆
頭
に
あ
げ
た
「
安
全
保
障
」
問
題
（
前
掲
『
植
民
地
』）
や
小
熊
英
二
が
強
調
し
た
「
国
防
」
要
因
（
前
掲
『〈
日
本
人
〉
の
境
界
』）

と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
。

24　

駒
込
武
同
上
書
第
二
章
、
特
に
一
一
九
〜
一
二
二
頁
、
一
三
三
〜
一
三
四
頁
。
そ
の
最
初
期
の
事
例
が
、
一
九
世
紀
末
の
条
約
改
正
を
前
に
「
文
明
」
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的
な
法
典
の
整
備
を
進
め
る
一
方
、
台
湾
在
住
の
欧
米
人
の
処
遇
と
い
う
難
題
に
対
し
、
属
人
主
義
的
な
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
で
、「
本
島
人
及

清
国
人
」
に
対
し
て
の
み
「
現
行
ノ
例
ニ
依
ル
」、
す
な
わ
ち
「
旧
慣
」
を
適
用
す
る
と
し
た
二
重
基
準
で
あ
り
、
浅
野
豊
美
は
こ
こ
に
「
帝
国
法

制
の
原
型
」
を
看
取
し
て
い
る
（
前
掲
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制
』
第
Ⅰ
編
第
三
章
）。
植
民
地
の
現
地
住
民
と
在
外
日
本
人
の
外
に
、
こ
う
し

た
第
三
国
の
外
国
人
（
主
に
西
洋
人
）
の
視
点
を
持
ち
込
む
こ
と
の
法
制
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
七
〜
一
三
頁
参
照
。

25　

意
味
に
対
す
る
翻
訳
の
媒
介
性
に
つ
い
て
は
、
小
林
敏
明
が
「
主
体
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「『
翻
訳
』
と
い
う
半
透
明
な

0

0

0

0

作
業
自
体

が
ど
う
し
て
も
そ
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
翻
訳
さ
れ
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
（
意
味
）
に
翻
訳
語
と
い
う

恣
意
的
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（
表
記
）
が
干
渉
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
例
が
「
体
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（
前
掲
『〈
主
体
〉
の
ゆ
く
え
』
一
四
〜
一
五
頁
）。
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
「
翻
訳
」
が
意
味
の
「
等
イ
ク
イ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

価
性
」
や
「
同
一
性
」
を
担
保
す
べ
き
と

い
う
規
範
に
は
ら
ま
れ
た
政
治
性
に
つ
い
て
は
、L

ydia H
e Liu, T

ranslingual Practice: Literature, N
ational C

ulture, and T
ranslated 

M
odernity̶

C
hina, 1900-1937

（Stanford U
niversity Press, 1995

）、
與
那
覇
潤
『
翻
訳
の
政
治
学

―
近
代
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
と
日
琉

関
係
の
変
容
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

26　

ロ
ー
マ
帝
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、D

avid C
annadine, T

he U
ndivided Past: H

istory B
eyond O

ur D
ifferences

（London: A
llen Lane, 

2013

）
の
「civilization

」
の
項
目
参
照
。

27　

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
明
・
文
化
の
翻
訳
の
実
相
に
関
し
て
は
そ
れ
な
り
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
柳
父
章
『
一
語
の
辞
典

―
文
化
』（
三
省
堂
、

一
九
九
五
年
）、
西
川
長
夫
前
掲
「
文
明
と
文
化

―
そ
の
起
源
と
変
容
」、
同
「
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
文
化
研
究

―
文
明
・
文
化
・
民
族
・
国

民
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
民
国
家
論
の
射
程
（
増
補
版
）』
柏
書
房
、
二
〇
一
二
年
）、
山
室
信
一
前
掲
『
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
』
第
一

部
第
二
、
四
章
、
今
井
道
兒
『「
文
化
」
の
光
景

―
概
念
と
そ
の
思
想
の
小
史
』（
同
学
社
、
一
九
九
六
年
）、
石
川
禎
浩
「
梁
啓
超
と
文
明
の
視
座
」

（
狭
間
直
樹
編『
共
同
研
究
：
梁
啓
超

―
西
洋
近
代
思
想
受
容
と
明
治
日
本
』み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
年
）、川
尻
文
彦
「
近
代
中
国
に
お
け
る『
文

明
』

―
明
治
日
本
の
学
術
と
梁
啓
超
」（
鈴
木
貞
美
・
劉
建
輝
編
『
東
ア
ジ
ア
近
代
に
お
け
る
概
念
と
知
の
再
編
成
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
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タ
ー 

、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。
李
漢
燮
編
『
近
代
漢
語
研
究
文
献
目
録
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
の
「
文
明
」「
文
化
」
関
連
項
目
も

参
照
。
中
国
語
圏
で
の
研
究
は
後
述
す
る
。

28　

西
川
長
夫
前
掲
論
文
「
文
明
と
文
化

―
そ
の
起
源
と
変
容
」
二
二
七
頁
。

29　

注
27
に
挙
げ
た
日
本
の
文
明
・
文
化
の
翻
訳
研
究
に
お
い
て
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
あ
る
い
は
漢
字
圏
に
関
わ
る
問
題
を
本
格
的
に
論
じ
た
も

の
は
少
な
い
。
そ
う
し
た
少
数
例
に
お
い
て
も
、
西
川
長
夫
の
論
考
は
、
翻
訳
に
お
い
て
地
域
固
有
の
「
古
典
的
」
な
意
味
が
い
か
な
る
作
用
を
も

た
ら
し
た
か
に
関
す
る
考
察
に
欠
け
る
た
め
、
自
ら
の
問
題
提
起
に
反
し
て
近
代
西
洋
中
心
の
文
明
・
文
化
の
普
遍
史
に
東
ア
ジ
ア
を
編
入
さ
せ
る

結
果
に
留
ま
っ
て
い
る
（
前
掲
「
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
文
化
研
究

―
文
明
・
文
化
・
民
族
・
国
民
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」）。
ま
た
、
山
室
信
一

の
論
考
は
、
文
明
・
文
化
を
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
上
の
「
思
想
基
軸
」（（
前
掲
『
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
』）
第
一
部
）
の
枠
組
で
扱
う

た
め
、
漢
字
圏
に
お
け
る
「
思
想
連
鎖
」（
同
書
第
二
部
）
の
中
で
の
位
相
や
役
割
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
石
川
禎

浩
と
川
尻
文
彦
の
論
考
が
中
国
を
軸
に
補
完
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
（
そ
れ
ぞ
れ
前
掲
「
梁
啓
超
と
文
明
の
視
座
」、
前
掲
「
近
代
中
国
に
お
け

る
『
文
明
』

―
明
治
日
本
の
学
術
と
梁
啓
超
」）。

30　

こ
こ
で
〈
近
代
知
〉
と
〈
中
華
知
〉
と
い
う
用
語
法
に
つ
い
て
一
言
注
釈
し
て
お
く
。
実
の
と
こ
ろ
〈
近
代
知
〉
と
は
〈
西
洋
知
〉
と
い
う
べ
き

一プ
ロ
ヴ
ィ
ン
シ
ャ
ル

地
方
の
知
識
体
系
に
す
ぎ
な
い
が
、
西
洋
の
帝
国
主
義
的
拡
張
を
通
じ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、
脱
領
域
的
な
「
近
代
一
般
」
と
い
う
位
置
を
獲
得

あ
る
い
は
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、〈
中
華
知
〉
の
語
は
一
地
方
の
限
定
性
を
刻
印
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た

不
均
衡
性
を
認
識
し
つ
つ
も
、〈
近
代
知
〉
の
世
界
史
的
な
影
響
力
を
勘
案
し
て
「
近
代
」
を
付
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
植
民
地
近
代
」
と

捉
え
る
視
座
に
立
っ
て
い
る
。〈
近
代
知
〉
を
〈
西
洋
知
〉
と
名
指
し
す
る
こ
と
で
自
ず
と
克
服
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
点
は
、
例
え
ば
そ
う
や
っ

て
〈
東
洋
知
〉
あ
る
い
は
〈
皇
国
知
〉
を
対
峙
さ
せ
た
帝
国
日
本
の
「
近
代
の
超
克
」
の
事
例
に
う
か
が
い
知
れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
ま
た
、〈
中

華
知
〉
と
い
う
呼
称
を
も
っ
て
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
・
本
質
主
義
的
な
「
中
国
人
・
中
国
文
化
論
」
を
鼓
舞
す
る
も
の
で
は
な
い
。
前
述
の
通
り
、

言
説
編
制
は
一
定
の
地
域
や
国
家
な
ど
に
永
続
的
に
「
固
着
」
す
る
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
権
力
布
置
に
お
い
て
強
固
な
が
ら
一
時
的
に
そ
れ
ら
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に
「
節
合
」
し
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
本
稿
は
〈
近
代
知
〉
と
〈
中
華
知
〉
が
本
質
的
な
差
異
を
持
つ
二
項
対
立
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
に
構
成
さ
れ
、
相
互
作
用
を
通
じ
て
共
に
変
化
、
交
錯
し
て
き
た
事
実
を
重
視
す
る
。

31　

渡
辺
信
一
郎
の
古
典
的
国
制
論
を
参
照
、
修
正
し
た
（「
天
下
の
領
域
構
造

―
戦
国
秦
漢
期
を
中
心
に
」『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告

―
人
文
・

社
会
』
第
五
一
号
、
一
九
九
九
年
、
一
七
頁
。『
中
国
古
代
の
王
権
と
天
下
秩
序

―
日
中
比
較
史
の
視
点
か
ら
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
三
年
再
録
）。

32　

本
節
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
研
究
は
数
多
い
が
、
以
上
の
戦
国
時
代
論
は
、
特
に
平
㔟
隆
郎
が
一
連
の
研
究
を
通
じ
て
提
示
し
て
き
た
枠

組
に
基
づ
く
。
考
古
学
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
原
初
的
多
元
性
か
ら
戦
国
時
代
の
多
地
域
性
と
正
統
主
張
ま
で
の
流
れ
を
、「
天
下
統
一
」
と
い
う

後
代
の
規
範
を
括
弧
に
入
れ
た
上
で
理
路
整
然
と
説
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
に
参
考
に
し
た
文
献
の
一
部
は
、
以
下
注
に
記
す
。
一
九
七
〇

〜
八
〇
年
代
以
降
の
考
古
学
に
お
け
る
地
域
的
多
元
性
の
発
見
と
中
原
一
元
論
・
周
辺
伝
播
論
の
再
考
と
放
棄
に
関
す
る
古
典
的
論
考
は
、
陳
連
開

（
吉
開
将
人
訳
）「
中
華
新
石
器
文
化
の
多
元
的
な
地
域
発
展
お
よ
び
そ
の
凝
集
と
拡
散
」（
中
国
語
版
一
九
八
八
年
、
費
孝
通
編
著
・
西
澤
治
彦
ら

訳
『
中
華
民
族
の
多
元
一
体
構
造
』
風
響
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
六
七
〜
一
九
八
頁
。
西
澤
治
彦
の
同
書
「
解
題
」
の
三
三
五
〜
三
三
七
頁
も
参
照
）。

た
だ
し
、
そ
こ
で
は
「
多
元
性
」
に
対
す
る
「
一
体
性
」
の
台
頭
と
後
者
の
優
位
を
帰
納

―
と
い
う
名
の
演
繹

―
す
る
こ
と
が
目
的
化
さ
れ
て

い
る
点
に
注
意
を
要
す
る
。
ま
た
、
本
稿
は
そ
う
し
た
考
古
学
的
研
究
で
地
方
性
を
述
べ
る
際
に
常
用
さ
れ
る
「
文
化
区
」
や
「
文
化
区
域
」
と
い
っ

た
概
念
を
用
い
な
い
。
そ
う
し
た
概
念
は
、
こ
こ
に
述
べ
る
〈
中
華
知
〉
の
古
典
的
言
説
編
制
と
共
役
不
可
能
な
文
化
相
対
主
義
・
文
化
多
元
主
義

の
枠
組
に
立
脚
す
る
が
、
歴
史
的
に
「
一
体
性
」
の
出
現
に
よ
っ
て
「
克
服
」
さ
れ
て
い
く
劣
位
の
原
初
状
態
の
如
く
扱
わ
れ
る
こ
と
で
、
あ
た
か

も
〈
中
華
知
〉
が
〈
近
代
知
〉
を
「
包
摂
」
し
「
超
克
」
す
る
か
の
よ
う
な
語
り
の
構
造
に
奉
仕
す
る
か
ら
で
あ
る
。

33　

天
下
の
戦
国
時
代
生
成
説
を
唱
え
た
初
期
の
研
究
に
は
、
安
部
健
夫
『
中
国
人
の
天
下
観
念

―
政
治
思
想
史
的
試
論
』（
ハ
ー
バ
ー
ド
・
燕
京
・

同
志
社
東
方
文
化
講
座
委
員
会
、
一
九
五
六
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
墨
家
思
想
と
結
び
つ
け
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
平
㔟
隆
郎
は
、
前
四
世

紀
に
入
っ
た
頃
に
、
天
蓋
を
見
上
げ
る
視
点
が
極
上
か
ら
の
視
点
に
変
わ
っ
た
点
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
天
下
の
語
が
生
ま
れ
た
と
整
理
す
る
（『
中

国
古
代
紀
年
の
研
究

―
天
文
と
暦
の
検
討
か
ら
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
）。
最
近
の
「
天
下
」「
中
国
」
の
研
究
動
向
は
、
張
其
賢
「『
中
國
』
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與
『
天
下
』
概
念
探
源
」（『
東
吳
政
治
學
報
』
第
二
七
期
、
二
〇
〇
九
年
、
一
六
九
〜
二
五
六
頁
）
参
照
。
ま
た
、「
文
字
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、

よ
り
古
い
観
念
で
あ
る
「
文
」
に
、
そ
の
秦
系
の
表
現
で
あ
る
「
字
」
を
加
え
て
生
ま
れ
た
と
す
る
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
山
田
崇
仁
「『
文
字
』

な
る
表
記
の
誕
生
」『
中
国
古
代
史
論
叢
』
第
五
集
、
二
〇
〇
八
年
、
九
九
頁
。

34　

現
在
、
紀
元
前
一
一
世
紀
の
西
周
銅
器
「
何
尊
」
の
銘
文
に
記
さ
れ
た
「
宅
茲
中
或
」
が
最
古
の
文
字
記
録
で
あ
る
。「
域
」
か
ら
「
國
」
へ
の

転
換
は
、
平
㔟
隆
郎
『
中
国
の
歴
史
二　

都
市
国
家
か
ら
中
華
へ

―
殷
周 

春
秋
戦
国
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）
四
八
〜
四
九
頁
、
三
六
五
頁

な
ど
参
照
。
た
だ
し
、
先
秦
時
代
の
「
國
」
に
「
国
家
」
の
意
味
は
な
く
、
高
祖
劉
邦
に
よ
る
「
邦
」
字
禁
止
に
伴
い
代
替
し
て
い
っ
た
と
い
う
見

解
も
あ
る
。
大
西
克
也
「『
國
』
の
誕
生

―
出
土
資
料
に
お
け
る
『
或
』
系
字
の
字
義
の
変
遷
」（
郭
店
楚
簡
研
究
会
編
『
楚
地
出
土
資
料
と
中
国

古
代
文
化
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
四
四
七
〜
四
八
八
頁
）、
同
「
論
古
文
字
資
料
中
的
〝
邦
〞
和
〝
國
〞」（『
古
文
字
研
究
』
第
二
三
輯
、
中

華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
、
一
八
六
〜
一
九
四
頁
）。
西
周
・
春
秋
時
代
の
「
中
国
」
関
連
資
料
と
解
釈
の
ま
と
め
は
、
張
其
賢
同
上
論
文
の
第
二
章

参
照
。

35　

戦
国
時
代
の
複
数
の
「
中
国
」
の
林
立
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
は
、
平
㔟
隆
郎
の
同
上
書
や
『
よ
み
が
え
る
文
字
と
呪
術
の
帝
国

―
古
代
殷

周
王
朝
の
素
顔
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
の
体
系
的
な
概
説
、
ま
た
高
津
純
也
「
先
秦
時
代
の
『
諸
夏
』
と
『
夷
狄
』」（『
日
本
秦
漢
史

学
会
会
報
』
第
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
七
六
〜
一
〇
一
頁
）
参
照
。
た
だ
し
、
資
料
ご
と
に
異
な
る
「
天
下
」「
中
国
」
の
領
域
に
対
し
て
、
こ
う

し
た
戦
国
時
代
の
共
時
的
な
偏
差
と
い
う
よ
り
、
戦
国
か
ら
漢
代
へ
と
至
る
通
時
的
な
変
化
と
し
て
解
釈
す
る
立
場
も
あ
る
。
本
稿
も
参
考
に
し
た

渡
辺
信
一
郎
前
掲
「
天
下
の
領
域
構
造
」
で
は
、
経
学
上
の
「
天
下
」
と
「
中
国
」
の
関
係
に
「
天
下
＝
中
国
」（
小
さ
な
天
下
）
と
「
天
下
＝
中

国
＋
四
夷
」（
大
き
な
天
国
）
の
二
系
統
が
見
ら
れ
、
そ
の
転
換
が
前
漢
末
王
莽
期
を
中
心
と
す
る
紀
元
前
後
に
起
こ
っ
た

―
換
言
す
れ
ば
戦
国

時
代
に
は
「
天
下
＝
中
国
」
の
形
し
か
な
か
っ
た

―
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
戦
国
秦
漢
期
の
国
家
領
域
の
拡
大
に
伴
う
時
系
列
上
の
変
化
＝
「
拡

大
す
る
天
下
」
の
二
局
面
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
二
種
類
の
解
釈
の
間
に
は
、
各
種
典
籍
の
成
立
年
代
に
関
す
る
見
解
の
違
い
が
存
在

す
る
（
例
え
ば
『
周
礼
』
に
つ
い
て
、
渡
辺
は
漢
代
成
立
、
平
㔟
は
戦
国
時
代
成
立
と
し
て
扱
う
。
こ
の
点
は
平
㔟
隆
郎
同
上
『
よ
み
が
え
る
文
字
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と
呪
術
の
帝
国
』
二
三
二
頁
参
照
）。

36　
「
四
海
」
に
つ
い
て
、
渡
辺
信
一
郎
は
元
来
の
「
海
域
」
の
意
味
か
ら
、
戦
国
後
期
に
「
九
州
の
外
延
に
広
が
る
領
域
」、
そ
し
て
漢
代
に
人
の
住

む
領
域
、
特
に
「
夷
狄
の
住
む
領
域
」
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
（
同
上
論
文
、
二
八
頁
）。
張
其
賢
は
、
戦
国
文
献
か
ら
「
四
方

の
蛮
夷
戎
狄
の
地
」（
大
き
な
天
下
）
の
意
味
が
登
場
す
る
こ
と
を
検
討
し
、
そ
の
他
に
「
四
海
の
内
の
四
方
＝
九
州
」（
小
さ
な
天
下
）
の
用
例
も

あ
る
と
す
る
（
前
掲
「『
中
國
』
與
『
天
下
』
概
念
探
源
」
二
〇
六
〜
二
一
三
頁
）。
殷
代
の
「
四
方
」
は
、
東
西
南
北
の
方
向
で
は
な
く
、
殷
に
従

う
「
方
国
」（
諸
侯
国
）
の
こ
と
で
あ
る
（
平
㔟
隆
郎
前
掲
『
都
市
国
家
か
ら
中
華
へ
』
六
五
頁
、
三
五
八
頁
）。
国
ご
と
の
呼
称
の
違
い
に
つ
い
て
は
、

平
㔟
隆
郎
の
同
書
第
三
、
四
章
が
、『
春
秋
』
三
伝
の
独
自
の
読
解
と
解
釈
に
基
づ
く
斉
・
中
山
・
韓
の
事
例
に
、
魏
・
秦
・
楚
を
加
え
た
計
六
国

の
中
国
（
夏
）・
四
夷
観
を
図
案
付
き
で
明
快
に
説
明
す
る
。

37　

渡
辺
信
一
郎
同
上
論
文
、
三
六
〜
三
九
頁
。
経
古
文
学
系
＝
王
城
・
九
州
中
心
、
経
今
文
学
系
＝
崑
崙
山
中
心
の
二
系
統
が
あ
る
と
す
る
。

38　

実
効
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
支
配
領
域
の
別
は
、
渡
辺
信
一
郎
同
上
論
文
、
三
九
〜
四
〇
頁
。「
相
補
的
礼
法
論
」
は
、
石
川
英
昭
・
上
田
信
・

高
見
澤
磨
「
法
」（
溝
口
雄
三
・
丸
山
松
幸
・
池
田
知
久
編
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
二
四
一
頁
参
照
。

39　

西
周
中
期
の
恭
王
の
時
に
製
作
さ
れ
た
「
墻
盤
」（
史
牆
盤
）
銘
文
。
冒
頭
に
文
王
に
つ
い
て
「
上
帝
降
懿
徳
」
と
あ
り
、
続
い
て
武
王
の
「
四
方
」

征
服
の
武
功
が
述
べ
ら
れ
る
。「
徳
」
と
「
文
」
に
つ
い
て
は
、
文
字
学
的
に
も
共
に
「
紋
身
」
に
関
わ
る
点
で
相
関
性
が
高
い
。
こ
の
う
ち
「
徳
」
は
、

甲
骨
文
に
お
い
て
「
目
」
に
呪
飾
を
施
し
巡
行
、
鎮
撫
す
る
儀
礼
を
意
味
し
た
が
、
次
第
に
巡
視
視
察
の
威
力
を
内
在
さ
せ
た
人
間
の
徳
性
を
意
味

す
る
よ
う
に
な
り
、
金
文
で
は
「
心
」
を
加
え
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
白
川
静
『
字
訓
（
普
及
版
）』
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
、
一
〇

四
頁
。
た
だ
し
白
川
が
一
貫
し
て
議
論
の
拠
り
所
と
す
る
「
呪
術
」
の
枠
組
を
一
種
の
還
元
論
と
し
て
批
判
す
る
立
場
も
長
ら
く
存
在
す
る
。
落
合

淳
思
『
漢
字
の
成
り
立
ち

―
『
説
文
解
字
』
か
ら
最
先
端
の
研
究
ま
で
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
一
五
八
〜
一
五
九
頁
。

40　

戦
国
時
代
に
か
け
て
の
「
徳
」
の
字
義
変
化
に
つ
い
て
は
、
聞
一
多
の
先
駆
的
研
究
か
ら
、
前
述
し
た
白
川
静
な
ど
の
学
説
が
あ
り
、
そ
れ
を
受

け
て
平
㔟
隆
郎
は
「
霊
的
威
圧
に
よ
る
支
配
か
ら
官
僚
に
よ
る
支
配
へ
」
と
ま
と
め
て
い
る
（
前
掲
『
よ
み
が
え
る
文
字
と
呪
術
の
帝
国
』
一
六
三
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〜
一
六
四
頁
）。

41　

戦
国
時
代
の
正
統
論
と
正
朔
論
は
、
平
㔟
隆
郎
『
史
記
の
「
正
統
」』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。「
三
代
」
の
正
統
を
立
て
つ

つ
互
い
に
「
微
言
」
に
よ
っ
て
相
手
を
貶
め
て
い
る
と
す
る
解
釈
で
あ
る
（
一
七
〜
一
八
頁
、
二
三
二
〜
二
三
三
頁
）。
平
㔟
隆
郎
『
亀
の
碑
と
正

統

―
領
域
国
家
の
正
統
主
張
と
複
数
の
東
ア
ジ
ア
冊
封
体
制
観
』（
白
帝
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
ま
た
高
津
純
也
前
掲
「
先
秦
時
代
の
『
諸
夏
』
と
『
夷

狄
』」
一
〇
九
頁
も
参
照
。
た
だ
し
「
統
」
の
文
字
は
漢
代
に
登
場
す
る
。
そ
し
て
「
正
統
」
論
も
漢
代
に
起
源
を
求
め
る
議
論
が
あ
る
。
儒
教
が

中
国
の
正
統
思
想
に
な
る
「
国
教
」
化
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
規
準
に
、「
古
典
中
国
」
と
称
す
べ
き
理
念
型
の
形
成
を
前
漢
武
帝
期
に
措
定
す
る
の
が

典
型
的
だ
が
、
他
に
も
例
え
ば
後
漢
の
章
帝
期
（
在
位
、
七
五
〜
八
八
年
）
に
求
め
る
議
論
も
あ
る
。
渡
邉
義
浩
『
儒
教
と
中
国

―
「
二
千
年
の

正
統
思
想
」
の
起
源
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
〇
年
、
九
頁
。

42　

こ
う
し
た
「
四
夷
」
の
服
従
の
能
動
性
の
担
保
に
つ
い
て
、
西
嶋
定
生
は
「
王
化
思
想
」
の
枠
組
で
解
釈
し
た
（
李
成
市
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
世

界
と
日
本
』
現
代
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）。
す
な
わ
ち
、「
王
化
の
及
び
か
た
の
広
狭
」
が
「
君
主
の
徳
の
厚
薄
」（
二
〇
九
頁
）
ま
た
は
「
徳

性
を
示
す
指
標
」（
一
四
二
頁
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
君
主
の
国
内
的
権
威
の
構
築
に
直
結
す
る
問
題
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
渡
辺
信
一
郎
も
、「
徳

治
に
よ
る
支
配
、
す
な
わ
ち
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
被
支
配
者
の
能
動
的
な
意
志
の
領
有
」
に
言
及
す
る
（
前
掲
「
天
下
の
領
域
構
造
」
三
九
頁
）。

こ
れ
に
対
し
、
平
㔟
隆
郎
は
、
王
の
在
位
年
を
特
別
に
す
る
た
め
に
、
最
初
の
元
年
を
前
君
主
死
去
の
翌
年
に
す
る
「
踰
年
称
元
法
」
の
台
頭
に
注

目
し
、
即
位
ま
で
の
間
に
「
賢
者
」
が
「
徳
」
の
判
断
を
行
う
と
い
う
建
前
上
の
手
続
き
を
重
視
す
る
（
同
上
『
史
記
の
「
正
統
」』
一
七
〜
一
八
頁
）。

43　

渡
辺
信
一
郎
は
こ
う
し
た
「
現
実
」
と
「
観
念
」
の
二
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
「
国
民
国
家
的
相
貌
」「
帝
国
的
相
貌
」
と
呼
び
、
両
者
を
踏
ま
え
て
「
天

下
型
国
家
」
と
い
う
分
析
概
念
を
提
出
し
た
上
で
、
そ
の
特
徴
を
両
者
の
差
別
化
と
同
一
化
の
反
復
と
表
現
し
た
（
前
掲
「
天
下
の
領
域
構
造
」）。

こ
う
し
た
渡
辺
の
考
察
と
分
析
は
本
節
の
整
理
に
大
い
に
役
立
っ
た
が
、「
帝
国
」
や
「
国
民
国
家
」
と
い
っ
た
概
念
に
つ
い
て
は
、
本
章
の
冒
頭

に
述
べ
た
理
由
、
そ
し
て
「
国
民
国
家
的
相
貌
」
に
お
け
る
「
帝
国
」
的
な
問
題
が
扱
え
な
い
理
由
か
ら
本
稿
で
は
用
い
な
い
。

44　

平
㔟
隆
郎
前
掲
『
都
市
国
家
か
ら
中
華
へ
』
四
二
頁
。
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45　
「
大
一
統
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
王
柯
「『
帝
国
』
と
『
民
族
』

―
中
国
に
お
け
る
支
配
正
当
性
の
視
線
」（
山
本
有
造
編
『
帝
国
の
研
究
』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
二
〇
四
〜
二
〇
九
頁
、L

ydia H
. Liu, T

he C
lash of E

m
pires: T

he Invention of C
hina in M

odern W
orld 

M
aking

（H
arvard U

niversity Press, 2006

）, 88-96

参
照
。
前
漢
武
帝
期
の
董
仲
舒
が
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
。「
戦
国
」
概
念
の
問
題
に
つ
い
て

は
、平
㔟
隆
郎
同
上
書
六
一
〜
六
三
頁
。た
だ
し「
戦
国
」が
時
代
区
分
の
概
念
と
し
て
明
確
に
現
れ
る
の
は
清
代
だ
と
い
う
。西
洋
史
に
お
け
る「（
暗

黒
の
）
中
世
」
と
い
っ
た
観
念
と
比
せ
ら
れ
る
歴
史
認
識
問
題
で
あ
る
。

46　

工
藤
元
男
「
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
の
屬
邦
律
を
め
ぐ
っ
て
」『
東
洋
史
研
究
』
第
四
三
巻
第
一
号
、
一
九
八
四
年
、
六
〇
〜
八
七
頁
（
同
著
者
『
睡

虎
地
秦
簡
よ
り
み
た
秦
代
の
国
家
と
社
会
』
創
文
社
、
一
九
九
八
年
の
第
三
章
「
秦
の
領
土
拡
大
と
国
際
秩
序
の
形
成
」
も
参
照
）。
同
論
文
で
は
、

栗
原
朋
信
（『
秦
漢
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）
の
漢
朝
に
関
す
る
内
臣
・
外
臣
論
を
引
き
つ
つ
、
そ
れ
と
の
対
比
で
秦
の
属
邦
（
臣

邦
）
と
外
臣
邦
を
検
討
し
た
上
で
、
外
臣
邦
が
漢
代
の
外
臣
に
、
属
邦
が
漢
代
の
内
臣
と
外
臣
の
中
間
に
相
当
す
る
と
結
論
し
て
い
る
（
八
〇
〜
八

一
頁
）。

47　
「
冊
封
体
制
」
は
一
九
六
〇
年
代
に
西
嶋
定
生
が
提
起
し
た
分
析
概
念
だ
が
、
当
初
は
六
〜
八
世
紀
頃
の
中
国
大
陸
・
朝
鮮
半
島
・
日
本
列
島
の

諸
国
の
国
際
関
係
を
中
心
と
す
る
「
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
」（
四
世
紀
に
胎
動
し
一
〇
世
紀
に
崩
壊
）
の
考
察
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

大
陸
北
部
が
五
胡
十
六
国
時
代
に
入
っ
た
四
世
紀
初
に
、前
漢
武
帝
期
以
来
の
郡
県
制
の
直
接
統
治
機
構
が
高
句
麗
と
百
済
に
よ
っ
て
攻
略
さ
れ（
三

一
三
年
に
そ
れ
ぞ
れ
楽
浪
郡
と
帯
方
郡
が
陥
落
）、
続
い
て
同
世
紀
半
ば
に
十
六
国
の
一
つ
で
あ
る
前
燕
と
高
句
麗
の
間
に
君
臣
関
係
が
結
ば
れ
た

こ
と
を
発
端
と
し
て
、
そ
れ
以
降
南
北
朝
時
代
か
ら
隋
唐
両
代
の
諸
王
朝
と
朝
鮮
半
島
・
日
本
の
諸
国
の
間
に
結
ば
れ
た
君
臣
関
係
を
重
視
す
る
も

の
で
あ
る
。
西
嶋
定
生
前
掲
『
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
と
日
本
』
に
第
二
章
「
東
ア
ジ
ア
世
界
と
冊
封
体
制

―
六
〜
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
」
と
し
て

再
録
さ
れ
た
一
九
六
二
年
初
出
の
論
文
参
照
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
体
制
の
起
点
は
、
遅
く
と
も
、
朝
鮮
半
島
の
西
北
部

に
郡
県
制
が
敷
か
れ
た
武
帝
期
以
前
の
前
漢
初
期
に
、
朝
鮮
王
を
自
称
す
る
衛
満
を
朝
鮮
王
と
し
て
冊
封
（
恵
帝
期
）
し
、
さ
ら
に
南
越
の
武
帝
を

自
称
し
て
い
た
趙
佗
を
南
越
王
に
冊
封
（
文
帝
期
）
し
て
「
外
臣
」
と
し
た
こ
と
ま
で
遡
る
（
同
上
、
一
〇
二
〜
一
〇
三
頁
）。
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48　
「
職
約
」
と
は
西
嶋
定
生
の
用
語
で
あ
る
（
同
上
書
）。
漢
代
に
お
け
る
帝
王
の
徳
・
礼
・
法
の
及
ぶ
「
内
臣
」、
徳
・
礼
の
み
及
ぶ
「
外
臣
」
の

別
は
栗
原
朋
信
が
先
駆
的
に
整
理
し
た
も
の
で
、
そ
れ
が
周
代
に
ま
で
遡
る
と
い
う
見
通
し
を
立
て
た
（
前
掲
『
秦
漢
史
の
研
究
』
第
五
章
）。
渡

辺
信
一
郎
は
、
武
帝
の
「
天
下
」
拡
張
を
も
っ
て
「
方
万
里
」
の
領
域
が
満
た
さ
れ
古
典
的
国
制
形
成
の
最
終
段
階
を
迎
え
た
と
み
な
し
（
前
掲
「
天

下
の
領
域
構
造
」
三
四
頁
）、
同
時
期
の
漢
朝
を
も
っ
て
最
初
の
典
型
的
な
「
帝
国
」
と
す
る
（『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家

―
日
本
雅
楽
の
源
流
』

文
理
閣
、
二
〇
一
三
年
、
三
〜
四
頁
）。「
外
臣
」
を
「
内
臣
」
と
し
て
郡
県
制
へ
の
編
入
を
進
め
た
武
帝
期
に
も
、
西
域
は
「
外
臣
」
の
ま
ま
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
王
柯
『
中
國

―
從
天
下
到
民
族
國
家
』（
台
北
：
政
大
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
第
三
章
参
照
。

49　

注
39
・
40
参
照
。「
徳
」
に
対
応
す
る
形
で
、「
文
」
に
も
、
天
子
の
「
神
格
」
的
要
素
か
ら
「
人
格
」
的
素
養
、
そ
し
て
「
教
養
」
へ
と
い
う
変

化
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
溝
口
雄
三
・
丸
山
松
幸
・
池
田
知
久
編
前
掲
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
の
「
文
」
項
目
、
今
井
道
兒
前
掲
『「
文
化
」

の
光
景

―
概
念
と
そ
の
思
想
の
小
史
』
一
七
〜
二
四
頁
。

50　

厳
密
に
は
「
書
同
文
」「
書
同
文
字
」
の
二
つ
の
表
現
が
あ
る
。『
中
庸
』
第
二
八
章
に
「
天
下
車
同
軌
、
書
同
文
、
行
同
倫
」、『
史
記
』
秦
始
皇

本
紀
に
「
車
同
軌
、
書
同
文
字
」
と
見
え
る
。
山
田
崇
仁
は
、
従
来
の
「
書
同
文
字
」
先
行
説
に
対
し
、
そ
れ
が
司
馬
遷
に
よ
る
秦
代
の
政
策
の
総

括
と
し
て
後
に
現
れ
た
と
論
ず
る
（
前
掲
「『
文
字
』
な
る
表
記
の
誕
生
」）。
平
㔟
隆
郎
は
世
に
流
布
す
る
「
文
字
統
一
図
」
に
警
笛
を
鳴
ら
す
。

祭
祀
用
の
「
正
字
」
と
行
政
用
の
「
俗
字
」、
書
記
媒
体
の
違
う
文
字
な
ど
、
異
な
る
規
準
の
文
字
が
入
り
混
じ
っ
て
実
際
以
上
に
「
差
異
」
が
誇

張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
後
代
の
「
統
一
」
観
念
や
始
皇
帝
の
英
雄
視
、「
紙
」
前
提
の
発
想
な
ど
が
介
在
し
（
前
掲
『
史

記
の
「
正
統
」』
一
五
九
〜
一
六
五
頁
）、
さ
ら
に
近
代
以
降
の
国
民
教
育
と
出
版
文
化
に
お
け
る
規
範
化
の
強
化
、
多
様
性
の
排
除
と
い
う
要
因
が

関
わ
る
と
す
る
（
前
掲
『
都
市
国
家
か
ら
中
華
へ
』
三
二
二
〜
三
二
六
頁
）。
本
稿
に
い
う
〈
中
華
知
〉
と
〈
近
代
知
〉
の
言
説
編
制
に
関
わ
る
問

題
系
で
あ
り
、
後
に
「
同
文
多
義
」
と
い
っ
た
概
念
を
提
起
し
て
再
論
し
た
い
。

51　

前
漢
終
期
の
劉
向
『
説
苑
』
指
武
の
「
聖
人
之
治
天
下
也
、
先
文
德
而
後
武
力
」。
続
け
て
「
凡
武
之
興
為
不
服
也
。
文
化
不
改
、
然
後
加
誅
。

夫
下
愚
不
移
、
純
德
之
所
不
能
化
而
後
武
力
加
焉
」
と
述
べ
つ
つ
、
文
武
の
優
先
順
位
と
相
補
利
用
を
強
調
す
る
。
他
に
、「
文
」
と
「
徳
」
の
結
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び
つ
き
を
述
べ
る
有
名
な
事
例
と
し
て
、
五
世
紀
末
の
南
朝
梁
の
劉
勰き
ょ
う『
文
心
雕
龍
』（
全
一
〇
巻
）
の
冒
頭
に
見
え
る
「
文
之
為
徳
也
大
矣
」
を

挙
げ
て
お
く
。

52　
『
大
国
語
辞
典
』
の
「
文
化
」
項
目
。『
広
辞
苑
』『
大
漢
和
辞
典
』
も
同
様
。

53　

平
㔟
隆
郎
前
掲
『
都
市
国
家
か
ら
中
華
へ
』
五
一
〜
五
六
頁
、
一
五
五
頁
。

54　

栗
原
朋
信
前
掲
『
秦
漢
史
の
研
究
』
第
五
章
。
王
柯
は
こ
れ
を
「
三
重
構
造
」
と
呼
ぶ
（
前
掲
「『
帝
国
』
と
『
民
族
』

―
中
国
に
お
け
る
支

配
正
当
性
の
視
線
」
一
九
二
〜
一
九
三
頁
、
前
掲
『
中
國

―
從
天
下
到
民
族
國
家
』
第
一
章
）。
例
え
ば
唐
代
に
は
「
正
州
」「
羈
縻
府
州
」
が
「
内
・

外
」
に
相
当
す
る
（
同
上
論
文
、
一
九
四
〜
一
九
五
頁
）。
し
か
し
実
際
に
は
明
確
に
「
三
重
」
に
固
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
可
変
性

を
備
え
た
「
多
重
性
」
に
お
け
る
代
表
的
な
層
域
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
王
柯
は
、「『
外
臣
』
の
国
が
『
内
属
』
の
国
に
移
行
し
、

そ
の
外
部
に
さ
ら
な
る
新
し
い
『
外
臣
国
』
が
作
ら
れ
る
と
い
う
、
さ
ざ
な
み
の
よ
う
に
次
第
に
広
が
る
方
向
性
を
示
し
た
」
と
述
べ
る
（
同
上
論
文
、

一
九
三
頁
）。
一
方
、
漢
代
の
内
臣
・
外
臣
の
制
度
と
唐
代
の
羈
縻
体
制
の
異
質
性
や
不
連
続
性
を
強
調
す
る
議
論
も
あ
る
。
堀
敏
一
は
魏
晋
南
北

朝
に
内
臣
・
外
臣
の
区
別
が
消
滅
し
、
唐
代
に
は
「
羈
縻
」
が
重
要
と
な
る
と
し
、
さ
ら
に
後
者
の
広
域
性
や
多
面
性
を
根
拠
に
、
日
朝
中
関
係
と

王
位
授
与
に
照
準
し
た
冊
封
体
制
的
な
「
東
ア
ジ
ア
地
域
史
」
の
枠
組
に
疑
念
を
呈
し
た
。
金
子
修
一
「
古
代
東
ア
ジ
ア
研
究
の
課
題

―
西
嶋
定

生
・
堀
敏
一
両
氏
の
研
究
に
寄
せ
て
」（『
専
修
大
学
東
ア
ジ
ア
世
界
史
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）
三
九
〜
四
〇
頁
参
照
。

55　

さ
ら
に
筆
者
の
研
究
関
心
に
引
き
つ
け
る
と
、「
同
文
異
音
」「
同
文
多
声
」、
さ
ら
に
「
同
文
和
音
」「
同
文
和
声
」
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
う
し
た
問
題
系
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
た
い
。
そ
の
一
端
は
拙
稿
前
掲
「
東
ア
ジ
ア
の
文
書
権
力
と
音
声
メ
デ
ィ
ア
の
植
民
地
近
代
的
編
制
」
一

一
〜
一
四
頁
参
照
。

56　

こ
う
し
た
「
外
臣
」
の
特
徴
は
、
栗
原
朋
信
前
掲
『
秦
漢
史
の
研
究
』
第
五
章
。

57　

西
嶋
定
生
前
掲
『
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
と
日
本
』
一
〇
三
頁
。
後
に
も
隋
・
唐
の
国
運
を
賭
け
た

―
そ
し
て
前
者
は
そ
れ
ゆ
え
に
崩
壊
に
至
っ

た

―
高
句
麗
征
伐
が
著
名
な
事
例
で
あ
る
（
同
書
第
二
章
）。



東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
百
七
十
一
册

― 108 ―

58　

西
洋
・
中
国
比
較
論
の
一
つ
の
典
型
を
な
す
こ
う
し
た
議
論
は
広
範
に
見
ら
れ
る
が
、
日
本
語
文
献
の
一
例
と
し
て
王
柯
『
多
民
族
国
家 

中
国
』

（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
五
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。
一
九
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア
で
旧
来
の
漢
文
脈
的
相
互
認
識
の
一
部
が
「
人
種
・
民
族
問
題
」
と

し
て
翻
訳
さ
れ
立
ち
上
げ
ら
れ
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
與
那
覇
潤
前
掲
『
翻
訳
の
政
治
学

―
近
代
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
と
日
琉
関
係
の
変
容
』

参
照
。

59　

陳
連
開（
塚
田
誠
之
訳
）「
中
国
・
華
夷
・
蕃
漢
・
中
華
・
中
華
民
族

―
一
つ
の
内
在
的
関
係
が
発
展
し
て
認
識
さ
れ
る
過
程
」（
費
孝
通
前
掲『
中

華
民
族
の
多
元
一
体
構
造
』）
一
四
一
頁
、
賈
敬
顔
（
菊
池
秀
明
訳
）「『
漢
人
』
を
め
ぐ
る
考
察
」（
同
上
）
二
〇
一
〜
二
〇
三
頁
、
費
孝
通
（
吉
澤

治
彦
訳
）「
中
華
民
族
の
多
元
一
体
構
造
」（
同
上
）
二
二
頁
。
異
族
支
配
の
時
代
に
、
旧
来
の
「
中
国
人
」
か
ら
「
漢
人
」
を
切
り
離
し
、
後
者
を

命
名
・
限
定
す
る
こ
と
で
、
前
者
に
「
蕃
」
ま
た
は
「
胡
人
」
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
し
た
。
こ
こ
に
「
蕃
漢
」
と
い
う
区
別
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

異
族
政
権
（
特
に
北
斉
な
ど
）
の
文
脈
で
は
、
当
初
「
漢
人
」
に
蔑
称
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
あ
っ
た
。

60　

一
〇
〜
一
三
世
紀
の
宋
代
に
こ
う
し
た
「
中
国
」
意
識
が
顕
在
化
し
た
こ
と
は
、
葛
兆
光
「『
中
國
』
意
識
在
宋
代
的
凸
顯

―
關
於
近
世
民
族

主
義
思
想
的
一
個
遠
源
」（『
宅
茲
中
國

―
重
建
有
關
「
中
國
」
的
歷
史
論
述
』
聯
經
出
版
公
司
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。
葛
兆
光
は
、
秦
漢
両
代
、

宋
代
、
明
代
の
三
度
に
わ
た
り
「
漢
民
族
中
国
文
化
」
の
「
凝
集
と
定
着
」
が
あ
っ
た
が
（
隋
唐
は
言
及
な
し
）、
特
に
宋
代
・
明
代
を
通
じ
て
漢

人
中
心
の
「
十
五
省
」（
明
代
の
体
制
で
清
代
に
は
「
十
八
省
」）
が
そ
れ
を
守
り
続
け
、
顕
著
な
特
徴
を
持
つ
「
文
化
世
界
」
を
形
成
し
た
と
す
る
（
辻

康
吾
監
修
・
永
田
小
絵
翻
訳
『
中
国
再
考

―
そ
の
領
域
・
民
族
・
文
化
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
四
年
、
一
〇
一
頁
）。

61　

い
う
ま
で
も
な
く
内
藤
湖
南
の
中
国
「
近
世
」
論
、「
唐
宋
変
革
」
論
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
転
回
の
性
格
に
つ
い
て
、
葛
兆
光
は

以
下
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
自
己
中
心
的
な
天
下
主
義
が
挫
折
し
た
時
点
で
自
己
中
心
的
な
民
族
主
義
が
台
頭
し
始
め
た
。
こ
れ
は
現
実
世

界
と
観
念
世
界
の
興
味
深
い
落
差
を
反
映
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
民
族
と
国
家
の
地
位
が
日
増
し
に
低
く
な
っ
て
き
た
時
代
に
民
族
と
国
家
の
自
我

意
識
が
逆
に
日
増
し
に
高
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」（
同
上
書
、
九
一
頁
）。

62　

王
柯
前
掲
「『
帝
国
』
と
『
民
族
』

―
中
国
に
お
け
る
支
配
正
当
性
の
視
線
」
二
〇
五
頁
。
南
宋
の
外
、
三
国
時
代
の
呉
な
ど
が
重
要
な
例
で
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あ
る
。

63　

韓
復
智
「
東
漢
由
統
一
走
向
分
裂
的
本
源
」、
學
術
研
討
會
籌
備
委
員
會
編
『
中
國
歷
史
上
的
分
與
合

―
學
術
研
討
會
論
文
集
』
聯
經
出
版
公
司
、

一
九
九
五
年
、
六
九
頁
。「
分
と
合
」
の
歴
史
観
は
、『
三
国
志
演
義
』
の
冒
頭
す
ぐ
に
あ
る
「
話
説
天
下
大
勢
、
分
久
必
合
、
合
久
必
分
」
が
著
名

で
あ
る
。

64　

周
知
の
通
り
諸
葛
亮
が
劉
備
に
説
い
た
戦
略
と
さ
れ
る
。

65　
「
化
外
」
を
「
相
手
に
し
な
い
」
点
に
つ
い
て
は
、
葛
兆
光
前
掲
『
中
国
再
考

―
そ
の
領
域
・
民
族
・
文
化
』
五
二
頁
。

66　

葛
兆
光
同
上
書
第
二
章
。
漢
文
記
録
で
「
皇
帝
」
と
翻
訳
・
呼
称
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
北
魏
と
モ
ン
ゴ
ル
の
時
代
に
見
え
る
（
杉
山
正
明
「
帝

国
史
の
脈
絡

―
歴
史
の
な
か
の
モ
デ
ル
化
に
む
け
て
」、
山
本
有
造
編
前
掲
『
帝
国
の
研
究

―
原
理
・
類
型
・
関
係
』
四
六
頁
）。
古
く
は
漢
朝

と
匈
奴
が
対
等
な
関
係
を
結
ん
だ
時
期
が
あ
る
。「
中
国
史
」
の
枠
内
で
匈
奴
の
主
体
性
、
特
に
秦
漢
の
「
南
方
統
一
」
に
対
す
る
「
北
方
統
一
」

の
意
義
を
肯
定
し
た
早
期
の
議
論
と
し
て
、
谷
苞
（
吉
開
将
人
訳
）「
古
代
匈
奴
の
遊
牧
社
会
の
歴
史
的
な
位
置
付
け
」（
費
孝
通
前
掲
『
中
華
民
族

の
多
元
一
体
構
造
』）、
両
者
を
共
に
「
帝
国
」
と
し
て
同
等
に
扱
っ
た
歴
史
叙
述
と
し
て
、N

icola D
i C

osm
o, A

ncient C
hina and Its E

nem
ies: 

T
he R

ise of N
om

adic Pow
er in E

ast A
sian H

istory
（C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity Press, 2002

）
参
照
。
ま
た
、
宋
朝
と
契
丹
（
遼
朝
）

が
、
一
つ
の
中
国
を
前
提
と
す
る
「
南
北
朝
」
の
相
互
呼
称
か
ら
、
各
自
「
大
宋
」「
大
契
丹
」
を
呼
称
し
天
下
に
二
つ
の
主
宰
を
認
め
た
対
等
な

併
存
シ
ス
テ
ム
へ
と
移
行
し
、「
勘
界
」
に
よ
っ
て
境
界
線
を
確
定
し
た
こ
と
も
あ
る
（
葛
兆
光
同
上
書
、
六
七
〜
六
九
頁
、
西
嶋
定
生
前
掲
『
古

代
東
ア
ジ
ア
世
界
と
日
本
』
一
六
七
〜
一
六
八
頁
、M

orris R
ossabi ed, T

he M
iddle K

ingdom
 and its N

eighbors, 10
th-14

th C
enturies, 

U
niversity of C

alifornia Press, 1983

）。
こ
う
し
た
宋
代
の
国
際
環
境
を
「
列
国
体
制
」
と
呼
ぶ
研
究
者
も
い
る
（
許
倬
雲
『
我
者
與
他
者

―

中
國
歷
史
上
的
內
外
分
際
』
香
港
：
中
文
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
七
、
一
一
九
頁
）。
さ
ら
に
、
清
朝
と
ロ
シ
ア
と
の
間
に
は
一
六
八

九
年
に
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
が
結
ば
れ
て
い
る
。

67　

朱
振
宏
「
唐
代
『
皇
帝
・
天
可
汗
』
釋
義
」『
漢
學
研
究
』
第
二
一
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
三 

年
、
四
三
二
頁
。
同
論
文
は
、
内
田
吟
風
の
「
胡
漢
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二
重
体
制
」、
谷
川
道
雄
の
「
胡
漢
二
元
体
制
」、
陳
寅
恪
の
「
胡
漢
分
治
」、
劉
學
銚
の
「
雙
軌
政
制
」、
雷
家
驥
の
「
一
國
兩
制
」
な
ど
の
議
論
を

総
合
的
に
ふ
ま
え
て
い
る
（
四
二
七
頁
）。
外
に
、
朴
漢
濟
『
中
國
中
世
胡
漢
體
制
研
究
』（
ソ
ウ
ル
：
一
潮
閣
、
一
九
八
八
年
）、
松
下
憲
一
『
北

魏
胡
族
体
制
論
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。
五
胡
十
六
国
の
歴
史
的
主
体
性
に
つ
い
て
は
、
三
﨑
良
章
『
五

胡
十
六
国

―
中
国
史
上
の
民
族
大
移
動
（
新
訂
版
）』（
東
方
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

68　

王
柯
は
、
漢
人
王
朝
の
広
域
支
配
を
「
多
重
型
帝
国
構
造
」、
征
服
王
朝
の
そ
れ
を
「
多
元
型
帝
国
構
造
」
と
分
類
し
た
（
前
掲
「『
帝
国
』
と
『
民

族
』

―
中
国
に
お
け
る
支
配
正
当
性
の
視
線
」）。
こ
の
分
類
自
体
は
本
稿
も
参
照
し
た
有
用
な
も
の
だ
が
、
両
者
と
も
に
「
中
華
帝
国
」
の
下
位

類
型
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
た
め
、
後
者
が
そ
も
そ
も
「
非
中
華
帝
国
」
の
側
面
を
併
存
さ
せ
る
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
が
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
多
重
性
」
は
両
者
の
「
中
華
帝
国
」
の
側
面
を
貫
く
共
通
の
特
徴
で
あ
り
、
よ
っ
て
「
多
元
型
」
に
対
置
さ
れ
る
べ
き
は
、「
多
重
型
」（
本

稿
の
「
多
層
型
」）
よ
り
、
む
し
ろ
「
一
元
型
」
の
概
念
で
あ
る
。

69　

周
知
の
通
り
、
マ
ー
ク
・
マ
ン
コ
ー
ル
は
前
者
を
「
東
南
弦
月
」、
後
者
を
「
北
西
弦
月
」
と
呼
ん
だ
。

70　
「
中
外
一
家
」
と
「
大
一
統
」
の
「
帝
国
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
し
て
は
、L

ydia H
. Liu

前
掲T

he C
lash of E

m
pires, 88-96, 

平
野
聡
『
大
秦

帝
国
と
中
華
の
混
迷
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
五
七
頁
。

71　

言
う
ま
で
も
な
く
「
多
元
一
体
」
の
概
念
は
費
孝
通
の
「
中
華
民
族
」
論
の
鍵
概
念
を
踏
ま
え
て
い
る
（
前
掲
『
中
華
民
族
の
多
元
一
体
構
造
』）。

こ
こ
で
は
、
費
の
議
論
が
、「
天
下
・
中
国
」
の
一
般
的
な
論
理
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
征
服
王
朝
の
「
中
華
」「
非
中
華
」
並
列
の
多
元
型
（
い
わ

ば
華
夷
対
等
型
）
秩
序
に
源
流
を
持
つ
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
中
華
」
と
い
う
概
念
で
一
元
的
に
歴
史
全
体
を
覆
い
、
さ
ら
に
「
漢
族
」
の
核

心
性
や
求
心
性
と
い
う
観
念
を
持
ち
込
ん
だ
点
で
、
概
念
的
に
議
論
の
余
地
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

72　

王
柯
前
掲
「『
帝
国
』
と
『
民
族
』

―
中
国
に
お
け
る
支
配
正
当
性
の
視
線
」
二
〇
二
頁
。

73　

西
嶋
定
生
前
掲
『
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
と
日
本
』
一
四
二
〜
一
四
三
頁
、
酒
寄
雅
志
「
華
夷
思
想
の
諸
相
」（
荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章

介
編
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
５

―
自
意
識
と
相
互
理
解
』
東
京
大
学
出
版
会   
一
九
九
三
年
）。
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74　

與
那
覇
潤
は
、
漢
文
脈
の
「
特
殊
性
」
と
し
て
、
こ
う
し
た
特
徴
、
す
な
わ
ち
「
意
味
の
多
元
性
を
放
置
し
統
一
し
よ
う
と
し
な
い
状
態
」
を
前

景
化
さ
せ
た
上
で
、「
西
洋
近
代
」
的
な
同
一
化
＝
翻
訳
の
政
治
を
対
比
さ
せ
つ
つ
論
じ
て
い
る
（
前
掲
『
翻
訳
の
政
治
学

―
近
代
東
ア
ジ
ア
世

界
の
形
成
と
日
琉
関
係
の
変
容
』
二
〇
〜
二
三
頁
）。
た
だ
し
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
特
徴
が
「
中
国
」
の
絶
対
的
な
中
心
性
と
表
裏
一

体
で
あ
っ
た
点
は
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

75　

朝
鮮
時
代
に
は
対
馬
・
ジ
ュ
シ
ェ
ン
に
官
職
を
与
え
朝
貢
さ
せ
回
賜
を
与
え
た
。
山
内
弘
一
『
朝
鮮
か
ら
み
た
華
夷
思
想
』
山
川
出
版
社
、
二
〇

〇
三
年
。
一
五
世
紀
、
第
七
代
国
王
世
祖
の
時
に
は
、
野
人
（
ジ
ュ
シ
ェ
ン
）、
日
本
、
三
嶋
（
南
方
の
対
馬
・
壱
岐
・
松
浦
）、
琉
球
国
を
「
四
夷
」

と
見
立
て
た
「
入
朝
」
が
儀
礼
化
さ
れ
て
い
る
（
同
上
、
一
七
頁
）。
国
王
を
皇
帝
に
見
立
て
た
儀
礼
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
桑
野
栄
治
「
朝
鮮
世

祖
代
の
儀
礼
と
王
権

―
対
明
遥
拝
儀
礼
と
圜
丘
壇
祭
祀
を
中
心
に
」（『
久
留
米
大
学
文
学
部
紀
要
（
国
際
文
化
学
科
編
）』
一
九
号
、
二
〇
〇
二
年
、

八
九
〜
一
一
四
頁
）
参
照
。
日
朝
が
互
い
を
「
一
等
下
」
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
は
、
荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
八
年
）
九
〜
一
〇
頁
参
照
。
こ
れ
に
対
し
、
孫
承
喆
は
「
交
隣
」（
将
軍
・
琉
球
）
と
「
羈
縻
」（
対
馬
）
に
分
け
て
複
線
的
に
論
じ
て
い
る
（『
近

世
の
朝
鮮
と
日
本
』
明
石
書
店
、
一
九
九
八
年
）。

76　

南
進
は
古
田
元
夫
『
ベ
ト
ナ
ム
の
世
界
史

―
中
華
世
界
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
世
界
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
二
二
〜
三
五
頁
参
照
。

対
等
な
「
南
国
」
を
称
す
る
「
南
の
中
国
」
論
で
あ
る
（
茂
木
敏
夫
『
変
容
す
る
近
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
一

一
頁
）。

77　

荒
野
泰
典
前
掲
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
九
頁
。
荒
野
の
「
海
禁
・
華
夷
秩
序
論
」
は
、
近
世
日
本
を
東
ア
ジ
ア
に
位
置
づ
け
「
鎖
国
」
論
を

明
快
に
批
判
し
た
。
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
は
、
日
本
の
「
華
夷
秩
序
」
に
つ
い
て
、
中
国
と
異
な
り
周
囲
か
ら
の
承
認
と
支
持
を
得
た
実
効
的
な
「
秩
序
」

と
い
う
よ
り
主
観
的
な
「
意
識
」
で
あ
っ
た
点
を
強
調
し
た
（
速
水
融
・
川
勝
平
太
訳
『
近
世
日
本
の
国
家
形
成
と
外
交
』
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）。

そ
う
し
た
承
認
の
欠
如
の
一
端
は
、清
朝
に
対
す
る
琉
球
と
日
本
の
華
夷
秩
序
的
関
係
の「
隠
蔽
政
策
」と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る（
渡
辺
美
季『
近

世
琉
球
と
中
日
関
係
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）。
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78　

朝
鮮
の
華
夷
意
識
と
の
相
同
性
は
、
山
内
弘
一
前
掲
『
朝
鮮
か
ら
み
た
華
夷
思
想
』
六
七
〜
六
八
頁
。
こ
う
し
た
マ
ン
ジ
ュ
の
華
夷
論
理
は
漢
人

官
僚
に
対
す
る
漢
語
文
献
上
の
反
駁
に
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
満
語
文
献
で
は
、「
夷
」
を
地
理
的
概
念
と
し
て
再
定
義
す
る
こ
と
で
、
自

ら
に
対
す
る
侮
蔑
的
な
含
意
を
希
釈
し
た
。L

ydia H
. Liu

前
掲T

he C
lash of E

m
pires, 87 , 

緒
形
康
「
大
清
帝
国
の
言
語
政
策
」（『
神
戸
大
学
文

学
部
紀
要
』
第
四
〇
号
、
二
〇
一
三
年
、
四
五
〜
六
八
頁
）
参
照
。
漢
文
化
中
心
の
「
中
華
」
を
相
対
化
す
る
政
策
は
、
複
数
の
文
字
を
併
記
し
対

等
な
尊
重
を
示
す
「
合
壁
」
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
。
平
野
聡
前
掲
『
大
秦
帝
国
と
中
華
の
混
迷
』
一
七
八
頁
。
庄
声
『
帝
国
を
創
っ
た
言
語
政

策

―
ダ
イ
チ
ン
・
グ
ル
ン
初
期
の
言
語
生
活
と
文
化
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）
も
参
照
。

79　

E
m

m
a Teng, T

aiw
an's Im

agined G
eography: C

hinese C
olonial T

ravel W
riting and Pictures, 1683-1895 （H

arvard U
niversity Press, 

2004

）, 14-15, 105-112

な
ど
参
照
。
こ
のTeng

の
論
考
を
含
め
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
比
較
帝
国
史
の
観
点
を
基
に
、
大
清
の
「
非
中
華
性
」「
満

州
性
」
を
強
調
す
る
解
釈
は
英
語
圏
で
い
わ
ゆ
る
「
新
清
史
」
の
流
れ
を
活
発
化
し
て
き
た
。
例
え
ば
、M

ark C
. E

lliott, T
he M

anchu W
ay: T

he 

E
ight B

anners and E
thnic Identity in Late Im

perial C
hina

（revised edition, Stanford U
niversity Press, 2001

）やPeter C
. Perdue, C

hina 

M
arches W

est: T
he Q

ing C
onquest of C

entral E
urasia

（B
elknap Press, 2010

）
な
ど
の
論
著
参
照
。
こ
う
し
た
動
向
に
対
し
て
満
州
族
の
「
漢

化
」を
軽
視
し
て
い
る
と
し
て
再
批
判
も
行
わ
れ
て
い
る
。最
近
の
中
国
語
圏
で
の
例
は
、汪
榮
祖
主
編『
清
帝
國
性
質
的
再
商
榷

―
回
應
新
清
史
』

（
中
央
大
學
出
版
中
心
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。
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Discourses of Civilization and Culture in the 
Co-Construction of the Nation-State, Chinese, 
and Japanese Empires: Towards a Conceptual 

Framework for the Study of Colonial Policy 
in Taiwan and Korea

by Fumitaka Yamauchi

This paper is the first installment of a serial article that interrogates the dynamic 

co-construction between discourses of civilization and culture on the one hand 

and those of empire and colony on the other, and its specific manifestations in 

imperial Japan with a focus on colonial Taiwan and Korea. Accordingly the serial 

article has two major parts, of which the present paper is the first half of Part I. 

The article as a whole aims to extend our understanding of imperial thought and 

colonial policy in East Asia in the core region where sinographic or kanji writing 

had been deeply embedded. Part I examines three imperial formations in their 

correlation with ideas of civilization and culture: that in the age of the nation-state 

as conceptualized as nation-empire (Chapter 1), and those of the Chinese and 

Japanese empires (Chapters 2 and 3, respectively). Part II takes a close look at 

how synthesis of these discursive formations affected and was reflected in the 

actual workings of colonial policy in Taiwan and Korea under Japanese rule.

A close and careful reading of historical documents from imperial Japan’s 

colonial archive leads to a reassessment of the semantic fields of civilization and 

culture, which are often radically divergent from our common usages of these 

terms. Yet that divergence has passed into the existing literature largely 

unexplored. The notion of bun (Ch: wen, Kr: mun) fatefully bound civilization and 

culture together in the East Asian lexicon, thus hindering the latter 

particularistic idea’s conceptual independence from the former universalistic 

idea, a process that was initially fostered in nineteenth-century romantic thought.



iv

Moreover, while culture implies difference, whether regarded as essentially 

manifest or actively constructed, its translated equivalent in kanji bunka (wenhua, 

munhwa) was often closely associated with quite the opposite in dominant 

discourse: dōka (tonghua, tonghwa) or assimilation, as well as kōka (huanghua, 

hwanghwa) or imperialization and imperial subjectification. This remarkable play 

on signifiers owes much to the three terms’ visual affinity across languages in 

kanji writing̶a regionwide affinity lost in translation̶and to their phonetic 

rhyming, both centered on the traditional notion of ka (hua, hwa) or 

transforming people̶more specifically, barbarians̶in the sinographic world.

Empire, meanwhile, circulated as teikoku (diguo, cheguk), lit. the emperor’s 

country, via Dutch “keizerrijk” with its correspondence to German “Kaiserreich” 
in nineteenth-century East Asia, and was also assigned new connotations 

through sinographic re-signification. Importantly, armed with the bun/wen/mun-

derived lexical family at its core, the neologism of teikoku would eventually 

negate itself in the contradictory rhetoric of anti-imperialist imperialism, anti-

colonialist colonialism, and anti-racist racism that was set against its Western 

counterparts. First articulated in prewar Japan, such rhetoric lingered on in other 

parts of East Asia and has continued to be heard ever since. Methodologically 

attuned to the workings of re-signifying play in sinographic discursive fields that 

affect real power relations, this serial article explores the complex ways in which 

translated notions of civilization, culture, and empire together generated a 

dominant discourse that served to justify the realities of colonial domination, at 

the same time that ideals of civilization and culture enabled colonized people to 

problematize such realities.

　　　　　　　　　　　　　　　　
This present paper contains Chapter 1 and the first half of Chapter 2. Chapter 1 

examines a discursive formation built upon ideas of civilization and culture in 

their co-construction of modern imperium in the age of the nation-state. The two 

notions constituted a coordinate system representing complementary 

enlightenment ideals, namely, equality and universality on the vertical axis, and 

difference and autonomy on the horizontal̶both of which were supposed to be 
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contradictory to imperial polity that neglected such ideals on the part of the 

colonized. Accordingly this chapter looks at how these two ideas betrayed their 

post-imperial promises and justified and even facilitated the formation of “nation-

empires” worldwide purportedly to mark the highest point in human history, 

while also prompting colonized peoples to grapple with the huge gap between 

rhetoric and reality as the same ideas were perceived to refer to yet-to-be 

accomplished dreams in colonial settings. 

Chapter 2 turns to a close examination of a radically different discursive 

formation based upon the notions of tianxia (Kr: ch’ŏnha, Jp. tenka, All-Under-

Heaven) and zhongguo (chungguk, chūgoku, Middle-Kingdom)̶notions more 

than two millennia old in the sinographic world̶in their coordination with the 

similarly ancient idea of the aforesaid wen (mun, bun) and the composite notion 

of wende (muntŏk, buntoku) formed when coupled with de (tŏk, toku) or divine 

imperial virtue. Initially mobilized by each of the self-appointed kings in the 

Warring States period for claiming the legitimacy and centrality of his reign over 

other claimants who were all in turn denounced as siyi, lit. barbarians on four 

sides, tianxia and zhongguo had become tied inseparably to the principle of unity 

since the establishment of the Qin and Han dynasties̶later translated as first 

“empires.” Accordingly dayitong or great unification came to be understood as 

the workings of the emperor’s civilizing or cultural virtue (wende), which 

transformed (hua) the surrounding barbarians so that they would “actively 

submit” to his mandate of heaven. Hence such a commanding virtue embraced, 

rather than excluded, and ultimately assimilated surrounding peoples regardless 

of their racial or ethnic attributes. Under such a heavenly order, which was 

fostered in the name of tongwen or the same script, namely the sinogram, and 

substantiated through bureaucratic operations built on that script, subordinate 

siyi were meanwhile allowed space for diverse interpretations with regard to their 

relationship with the self-anointed center. In this homographic heterosemia, the 

very presence and inclusion of siyi was indispensable to the identity of zhongguo. 

And thus emerged a type of soft despotism, which was characterized by a logical 

conjunction, not contradiction, between strict centrality and hierarchy on the one 
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hand and substantive autonomy and diversity on the other, provided that the 

latter remained harmonized with and thus safely subsumed in the former.


